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は
じ
め
に

丁
卯
・
丙
子
胡
乱
（
一
六
二
七
・
三
六
～
三
七
年
）
に
よ
り
第
一
六
代
朝
鮮
国

王
仁
祖
（
在
位
一
六
二
三
～
四
九
年
）
は
漢
江
の
渡
し
場
で
あ
る
三
田
渡
（
現
、

ソ
ウ
ル
市
松
坡
区
蚕
室
洞
）
に
設
け
ら
れ
た
受
降
壇
で
南
面
す
る
大ダ

イ

清チ
ン

国グ
ル
ン

の
太
宗

ホ
ン
タ
イ
ジ
（
在
位
一
六
二
六
～
四
三
年
）
を
前
に
三
跪
九
叩
頭
礼
と
い
う
拝
天

儀
礼
を
強
要
さ
れ
、
大
明
帝
国
と
は
断
交
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
、
朝
鮮
国

王
が
「
四
拝
、
三
舞
踏
、
跪
、
三
叩
頭
」
の
儀
礼
を
行
い
う
る
対
象
は
大
明
皇
帝

朝
鮮
粛
宗
代
の
宮
中
儀
礼
に
み
る
朝
清
関
係
（
上
）
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で
あ
る 

こ
と
か
ら
、
許
泰
玖
氏
は
「
三
拝
九
叩
頭
は
礼
教
秩
序
の
な
か
で
生
活
を

営
ん
で
い
た
当
代
の
人
々
に
臣
服
を
確
認
す
る
手
続
き
で
あ
っ
た
」
と
意
義
づ
け

る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
丘
凡
真
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
田
渡
に
お
け
る
仁
祖

の
班
次
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
次
席
で
あ
り
、
和ホ

シ
ヨ碩

親
王
・
多ド
ロ
イ羅

郡
王
・
多
羅
貝ベ
イ
レ勒

よ

り
上
位
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
仁
祖
は
「
一
国
の
王
」
と
し
て
「
優
待
」

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
戦
乱
は
韓
国
の
歴
史
学
界
で
は
依
然
と
し

て
「
丙
子
胡
乱
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
二
国
間
の
戦
争
で
は
な
く
、
一
方
的
な

侵
攻
で
あ
り
征
服
で
あ
り
、
朝
鮮
王
朝
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
致
命
的
な
打
撃

を
こ
う
む
っ
た
こ
と
か
ら
、
桂
勝
範
氏
は
こ
の
事
件
の
重
大
性
を
含
意
す
る
「
三

田
渡
降
伏
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
。

そ
の
後
の
朝
清
関
係
を
「
典
型
的
」
朝
貢
関
係
と
み
な
す
全
海
宗
氏
は
経
済
的

な
側
面
か
ら
考
察
し
た
う
え
で
、
歳
幣
（
年
例
の
朝
貢
物
品
）
額
の
推
移
に
注
目

し
、「
清
初
の
威
圧
的
態
度
（
一
六
三
七
～
四
四
年
）」「
清
の
態
度
の
漸
次
的
緩
和

（
一
六
四
五
～
一
七
三
五
年
」「
清
の
態
度
の
惰
性
化
（
一
七
三
六
年
以
後
）」
の
三

期
に
区
分
し
た
。
崔
韶
子
氏
は
、
清
が
中
原
支
配
を
完
成
さ
せ
る
康
熙
帝
（
在
位
一

六
六
一
～
一
七
二
二
年
）
の
治
世
年
間
に
な
る
と
、
朝
清
間
に
は
辺
市
（
国
境
交

易
）・
犯
越
（
不
法
越
境
）・
疆
界
問
題
な
ど
を
か
か
え
つ
つ
も
、「
朝
鮮
は
す
で
に

確
保
さ
れ
た
、
そ
し
て
安
定
し
た
忠
実
な
朝
貢
国
家
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
丙
子
胡
乱
以
後
の
朝
清
関
係
を
概
説
し
た
禹
景
燮
氏

が
、
一
六
六
〇
年
代
に
南
明
政
権
が
滅
亡
し
、
康
熙
帝
の
親
政
後
に
は
「
朝
鮮
に

対
す
る
清
の
監
視
と
牽
制
も
ま
た
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
評
価
す
る
の
も
、
韓

国
歴
史
学
界
に
お
け
る
近
年
の
活
発
な
研
究
成
果
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
康
熙
年
間
は
朝
鮮
で
は
顕
宗
（
在
位
一
六
五
九
～
七
四
年
）
か
ら

粛
宗
（
在
位
一
六
七
四
～
一
七
二
〇
年
）
そ
し
て
景
宗
（
在
位
一
七
二
〇
～
二
四

年
）
の
治
世
年
間
に
ま
た
が
る
長
期
政
権
で
あ
り
、
朝
鮮
が
「
忠
実
な
朝
貢
国
家
」

と
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
多
面
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

金
昌
洙
氏
は
外
交
文
書
の
違
式
や
不
法
越
境
に
よ
り
朝
鮮
国
王
に
科
さ
れ
た
「
罰

銀
」
を
め
ぐ
る
朝
清
関
係
に
注
目
し
、「
冊
封
朝
貢
関
係
」
に
お
い
て
は
「
無
外
」

「
人
臣
に
外
交
無
し
」
と
は
い
え
粛
宗
代
に
は
清
の
訳
官
ら
に
よ
る
中
間
操
作
を
遮

断
す
べ
く
、
北
京
で
は
下
級
官
吏
以
外
の
あ
ら
た
な
周
旋
対
象
者
を
物
色
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
李
在
璟
氏
が
康
熙
年
間
を
中
心
に
「
議

処
」
と
「
罰
銀
」
の
事
例
を
析
出
し
た
う
え
で
、
清
の
礼
部
が
朝
貢
国
の
君
主
の

う
ち
朝
鮮
国
王
の
み
に
清
の
法
律
を
適
用
し
て
法
的
処
罰
の
対
象
と
認
識
し
て
い

た
こ
と
を
導
き
出
し
、
朝
清
関
係
は
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
「
典
型
的
な
朝
貢

関
係
」
と
は
い
い
が
た
い
と
主
張
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ご
く
最
近
で
は

金
雨
鎮
氏
が
粛
宗
に
よ
る
首
都
圏
の
防
禦
政
策
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
清
の
情

勢
を
整
理
し
つ
つ
「
粛
宗
の
危
機
意
識
」
を
叙
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
粛
宗
代
の
王
妃
冊
封
を
め
ぐ
っ
て
は
礼
部
と
朝
鮮
出
身
の
通
官
（
朝
鮮

語
通
事
）
が
関
与
し
て
中
間
操
作
と
「
賄
賂
外
交
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
帝
都
北
京

と
王
都
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
で
は
争
論
も
発
生
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
粛
宗
八
年

に
継
妃
の
驪
興
閔
氏
（
仁
顕
王
后
）
を
冊
封
す
る
に
あ
た
り
、
内
閣
学
士
阿ア

蘭ラ
ン

泰タ
イ

一
行
が
モ
ン
ゴ
ル
王
妃
を
冊
封
す
る
際
の
儀
註
（
式
次
第
）
を
持
参
し
て
入
京
す

る
と
、
朝
鮮
政
府
高
官
で
構
成
さ
れ
る
臨
時
機
構
の
迎
接
都
監
は
『
大
明
会
典
』

（
正
徳
四
年
、
一
五
〇
九
）
の
ほ
か
『
大
明
集
礼
』（
洪
武
三
年
、
一
三
七
〇
）
を

根
拠
に
儀
礼
の
手
順
を
め
ぐ
っ
て
清
使
と
論
議
を
展
開
し
た
。
そ
の
う
え
、
粛
宗
二

二
年
に
庶
長
子
李
昀
（
の
ち
の
景
宗
）
を
王
世
子
と
し
て
冊
封
す
る
よ
う
要
請
し

た
際
に
、
清
で
は
「
通
行
の
法
」
と
し
て
遵
用
さ
れ
て
い
た
『
大
明
会
典
』
に
「
王

と
正
妃
と
年
五
十
を
待
ち
て
嫡
無
く
ん
ば
、
始
め
て
庶
長
子
を
立
て
て
王
世
子
と

為
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
礼
部
尚
書
佛フ

ォ

倫ロ
ン

は
こ
の
「
親
王
嫡
長
子
」
の
規
定
を

法
的
根
拠
と
し
て
反
対
し
た
。
翌
年
、
粛
宗
が
奏
請
使
を
再
度
派
遣
す
る
と
佛
倫

は
や
は
り
『
大
明
会
典
』
の
規
定
を
楯
に
し
て
異
を
唱
え
た
が
、
文
華
殿
大
学
士

伊イ

桑サ
ン

阿ガ

の
意
向
が
働
き
、
康
熙
帝
は
粛
宗
の
長
病
み
に
配
慮
し
て
王
世
子
冊
封
を

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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承
認
し
た
。
お
り
し
も
康
熙
帝
の
第
三
次
親
征
に
よ
り
ガ
ル
ダ
ン
率
い
る
ジ
ュ
ン

ガ
ル
政
権
が
敗
北
し
て
い
た
こ
と
も
奏
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奏
請
使
の
帰
国
後

に
は
乙
丙
大
飢
饉
（
粛
宗
二
一
～
二
五
年
）
に
よ
る
深
刻
な
食
糧
不
足
を
解
消
す

べ
く
、
粛
宗
が
大
臣
な
ら
び
に
備
辺
司
諸
臣
と
協
議
の
結
果
、
礼
部
に
賷
咨
官
を

派
遣
し
て
穀
物
の
交
易
を
要
請
す
る
と
、
康
熙
帝
は
こ
れ
を
認
め
て
救
済
し
た
。
清

の
監
視
と
牽
制
が
緩
和
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
粛
宗
代
に
み
る
か
ぎ
り
、「
冊
封
朝
貢
関
係
」
に
あ
る

朝
清
間
の
相
互
認
識
は
乖
離
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
明
清
交
替
に
よ

り
朝
鮮
の
宮
中
儀
礼
も
ま
た
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
成
宗
五
年
（
一
四
七
四
）

に
成
立
し
た
基
本
礼
典
『
国
朝
五
礼
儀
』
は
望
闕
礼
の
儀
註
を
嘉
礼
の
筆
頭
に
収

録
し
、
同
一
六
年
施
行
の
基
本
法
典
『
経
国
大
典
』
に
は
「
正
・
至
・
聖
節
・
千

秋
節
に
殿
下
は
王
世
子
以
下
を
率
い
て
望
闕
礼
を
行
う
」
と
明
記
す
る
。
こ
の
宮
中

儀
礼
の
原
型
は
、
洪
武
二
年
（
恭
愍
王
一
八
年
、
一
三
六
九
）
九
月
に
洪
武
帝
（
在

位
一
三
六
八
～
九
八
年
）
が
周
辺
諸
国
と
の
あ
い
だ
に
礼
的
秩
序
を
構
築
す
べ
く

謁
見
儀
礼
と
し
て
定
め
た
「
蕃
王
朝
貢
の
礼
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、『
大
明
集
礼
』

は
「
蕃
国
正
旦
冬
至
聖
寿
率
衆
官
望
闕
行
礼
儀
注
（
蕃
国
、
正
旦
・
冬
至
・
聖
寿

に
衆
官
を
率
い
闕
を
望
み
て
行
礼
す
る
の
儀
注
）」
を
収
録
す
る
。
実
際
に
元
明
交

替
期
の
恭
愍
王
二
一
年
（
洪
武
五
年
、
一
三
七
二
）
冬
至
以
来
、「
蕃
国
」
朝
鮮
の

歴
代
国
王
も
名
節
の
た
び
に
景
福
宮
正
殿
の
勤
政
殿
に
て
大
明
皇
帝
に
忠
誠
を
誓

う
と
と
も
に
、
文
武
百
官
に
王
権
を
み
ず
か
ら
可
視
化
す
る
舞
台
装
置
と
し
て
望

闕
礼
を
実
施
し
て
い
た
。
朝
鮮
時
代
の
嘉
礼
研
究
が
進
展
す
る
韓
国
歴
史
学
界
で
は

こ
の
宮
中
儀
礼
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
大
明
帝
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界

秩
序
を
説
明
す
る
こ
と
に
集
中
し
、
国
王
中
心
の
国
内
秩
序
と
関
連
し
て
検
討
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
清
交
替
後
に
仁
祖
・
孝
宗
（
在
位
一
六
四
九
～
五

九
年
）
そ
し
て
顕
宗
が
王
宮
の
正
殿
に
て
大
清
皇
帝
の
た
め
に
望
闕
礼
を
挙
行
し

た
事
例
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
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そ
の
一
方
、
粛
宗
は
粛
宗
三
〇
年
（
一
七
〇
四
）
三
月
一
九
日
に
昌
徳
宮
の
後

苑
（
王
室
庭
園
）
に
祠
壇
を
築
き
、
明
最
後
の
皇
帝
で
あ
る
毅
宗
崇
禎
帝
（
在
位

一
六
二
七
～
四
四
年
）
を
祀
っ
た
。
ま
さ
に
崇
禎
帝
の
六
〇
年
目
の
命
日
で
あ
っ

た
。
翌
年
に
粛
宗
は
あ
ら
た
め
て
築
造
さ
せ
た
祠
壇
で
神
宗
萬
暦
帝
（
在
位
一
五

七
二
～
一
六
二
〇
年
）
を
祀
り
、
以
後
、
朝
鮮
で
は
こ
の
大
報
壇
（
皇
壇
と
も
い

う
）
祭
祀
が
定
着
す
る
。
萬
暦
帝
が
壬
辰
倭
乱
（
文
禄
・
慶
長
の
役
。
一
五
九
二

～
九
八
年
）
の
際
に
朝
鮮
に
援
軍
を
派
遣
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

朝
鮮
国
王
は
清
と
宗
属
関
係
を
結
び
な
が
ら
も
、
滅
び
去
っ
た
明
に
対
す
る
恩
義

（「
再
造
の
恩
」
と
い
う
）
を
宮
中
儀
礼
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
文
武
官
僚
の
前
で

表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
年
、
桂
勝
範
氏
は
大
報
壇
祭
祀
が
挙
行
さ
れ
た
一
七

〇
四
年
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
を
「
停
止
し
た
時
間
」
と
表
現
し
、
朝
鮮
は
「
近

代
の
敷
居
」
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
、
禹
景
燮
氏
は
「
植

民
地
時
期
以
来
の
伝
統
的
な
儒
教
亡
国
論
の
継
承
で
あ
り
、
停
滞
性
論
の
再
版
」

と
批
判
し
た
。
た
だ
し
、
桂
勝
範
氏
は
大
報
壇
祭
祀
に
よ
り
「
短
期
的
に
は
王
朝
の

統
治
秩
序
を
ひ
き
つ
づ
き
維
持
す
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
た
」
う
え
、「
康
熙
帝

の
治
世
（
一
六
六
一
～
一
七
二
二
年
）
が
成
熟
し
、
清
の
強
盛
が
い
っ
そ
う
堅
固

と
な
る
や
、
よ
り
い
っ
そ
う
内
修
を
強
調
す
る
ほ
か
な
く
」、
そ
の
可
視
的
象
徴
物

が
大
報
壇
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
基
本
史
料
の
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』『
承
政
院
日
記
』
の
ほ
か
、

議
政
府
官
員
の
動
静
を
記
録
し
た
『
議
政
府
謄
録
』、
議
政
府
を
し
の
ぐ
最
高
議
決

機
関
と
な
っ
た
備
辺
司
に
よ
る
『
備
辺
司
謄
録
』、
外
交
儀
礼
を
管
掌
す
る
礼
曹
で

作
成
さ
れ
た
『
勅
使
謄
録
』『
朝
賀
謄
録
』、
司
訳
院
の
提
挙
（
都
提
調
）
を
兼
任

し
て
い
た
宰
相
崔
錫
鼎
の
発
案
に
よ
り
漢
学
訳
官
金
指
南
・
金
慶
門
父
子
が
景
宗

即
位
年
一
〇
月
に
完
成
さ
せ
た
『
通
文
館
志
』、
正
祖
一
二
年
（
一
七
八
八
）
に
礼

曹
管
轄
下
の
承
文
院
に
架
蔵
さ
れ
る
謄
録
類
（「
承
文
院
謄
録
」
と
い
う
）
を
集
成

し
て
上
梓
さ
れ
た
紀
事
本
末
体
の
『
同
文
彙
考
』、
王
世
子
時
代
の
景
宗
の
日
常
生

（
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）
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活
を
世
子
侍
講
院
が
記
録
し
た
『
景
宗
春
宮
日
記
』
な
ど
各
官
庁
の
謄
録
類
を
活
用

し
つ
つ
、
粛
宗
代
に
お
け
る
望
闕
礼
と
文
武
百
官
に
よ
る
習
儀
（
予
行
演
習
）
の

実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
当
該
期
に
お
け
る
朝
鮮
知
識
人
の
対

清
観
を
探
る
べ
く
、
清
使
迎
接
儀
礼
を
め
ぐ
る
儒
者
官
僚
・
王
世
子
の
対
応
、
そ

し
て
大
報
壇
祭
祀
と
望
闕
礼
の
関
連
様
相
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

一
　
清
使
の
入
京
と
望
闕
礼

（
１
）
清
使
帰
国
後
の
望
闕
礼

―
粛
宗
元
年
聖
節
の
場
合

―

①
迎
勅
儀
礼
を
め
ぐ
る
論
議

平
安
道
観
察
使
申
晸
・
義
州
府
尹
趙
聖
輔
よ
り
清
使
出
来
の
牌
文
到
着
と
の
報

告
が
漢
城
に
入
っ
た
の
は
粛
宗
元
年
正
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
り
、
備
辺
司
は
迅
速

な
報
告
を
怠
っ
た
実
務
官
の
郎
庁
ら
を
問
題
視
し
た
。
す
で
に
一
〇
日
前
に
告
訃
請

諡
承
襲
兼
謝
恩
使
青
平
尉
沈
益
顕
（
孝
宗
三
女
淑
明
公
主
の
夫
）
が
「
北
京
危
急

な
り
」
と
急
報
す
る
と
、
南
人
の
議
政
府
領
議
政
許
積
は
「
呉
三
桂
の
子
、
果
た

し
て
太
極
㺚
子
の
壻
と
為
り
て
之
と
心
を
同
じ
く
せ
ば
、
則
ち
尤
も
危
急
な
る
に

似
た
り
」
と
有
事
を
警
戒
し
し
つ
つ
も
、「
麗
朝
果
た
し
て
此
く
患
い
有
れ
ど
も
、

迎
勅
の
礼
、
之
を
廃
す
べ
か
ら
ず
。
兵
曹
・
総
府
（
＝
五
衛
都
総
府
）、
則
ち
此
の

意
を
以
て
申
飭
す
る
に
妨
げ
無
し
」
と
、
朝
鮮
政
府
は
冊
封
儀
礼
に
備
え
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
仁
宣
王
后
張
氏
（
孝
宗
妃
）
の
服
喪
期
間
を
め
ぐ
る
論
争

（
甲
寅
礼
訴
）
に
敗
れ
た
西
人
の
領
袖
宋
時
烈
が
、
郷
里
で
の
謹
慎
処
分
を
意
味
す

る
「
削
奪
官
爵
、
門
外
黜
送
」
に
処
せ
ら
れ
、
政
権
が
西
人
か
ら
南
人
に
移
ろ
う
と

し
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
昼
講
（
正
午
の
経
筵
）
の
際
に
成
均
館
司
業
と
し
て

出
仕
し
て
い
た
五
九
歳
の
尹
鑴
が
、
漢
城
郊
外
で
の
迎
勅
儀
礼
に
関
し
て
持
論
を

展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
即
位
ま
も
な
い
粛
宗
の
御
前
で
尹
鑴
は
「
新
服
の
初
め
、

何
ぞ
必
ず
し
も
犬
羊
に
対
し
て
屈
拝
せ
ん
」
と
進
言
す
る
と
、
粛
宗
は
「
迎
勅
を

（
29
）（

30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

為
さ
ず
ん
ば
、
則
ち
彼
必
ず
疑
い
を
生
ま
ん
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
尹
鑴
が
「
内

修
外
攘
、
合
わ
せ
て
一
事
と
為
し
、
汲
汲
と
之
を
図
れ
ば
、
後
時
の
悔
い
を
免
か

る
べ
し
。
前
よ
り
郊
迎
、
亦
た
贈
賂
を
行
わ
ざ
る
の
時
有
り
。
臣
、
上
の
親
行
を

欲
せ
ず
」
と
力
説
し
た
も
の
の
、
粛
宗
は
「
自
強
の
策
、
今
に
及
び
て
為
す
べ
け

れ
ど
も
、
封
王
の
勅
、
何
ぞ
辞
し
て
出
迎
を
為
さ
ざ
ら
ん
や
」
と
現
実
的
に
対
応

し
て
い
る
。
そ
の
後
も
尹
鑴
は
自
説
を
曲
げ
ず
、「
黒
袍
を
服
し
て
犬
羊
を
拝
せ
ば
、

何
を
以
て
此
の
志
を
存
養
せ
ん
」
と
発
言
し
て
領
議
政
許
積
と
も
対
立
し
た
。
清
使

を
「
犬
羊
」
と
み
な
す
儒
者
官
僚
の
反
清
感
情
は
と
も
か
く
、
康
熙
帝
に
よ
る
「
朝

鮮
国
王
」
の
冊
封
を
粛
宗
が
辞
退
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
承
政
院
の
仮

注
書
李
聃
命
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
史
草
（
正
史
編
纂
の
基
礎
史
料
と
な
る
史
官

の
草
稿
）
に
よ
れ
ば
、
正
月
上
旬
に
許
積
ら
と
と
も
に
経
筵
に
召
し
出
さ
れ
た
尹

鑴
は
、「
仁
祖
、
望
闕
礼
の
日
、
丙
子
の
後
は
必
ず
西
の
か
た
望
み
て
痛
哭
す
。
孝

廟
、
嘗
て
流
涕
し
て
之
を
言
え
り
と
云
う
」
と
発
言
し
た
こ
と
も
あ
る
。
尹
鑴
は
清

使
入
京
の
前
日
ま
で
郊
迎
に
反
対
し
た
が
、
粛
宗
が
翻
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

中
和
殿
大
学
士
巴バ

泰タ
イ

・
一
等
侍
衛
桑サ
ン

厄ゲ

（
桑
額
）・
三
等
侍
衛
恩エ
ン

克グ

ら
清
使
一
行

は
、
三
月
二
日
に
迎
恩
門
外
の
留
館
所
で
あ
る
弘
済
院
に
到
着
し
た
。
こ
の
日
、
清

使
に
随
行
し
た
朝
鮮
出
身
の
大
通
官
（
一
等
朝
鮮
語
通
事
）
張
孝
礼
が
丙
子
胡
乱

後
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
築
城
を
許
可
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
鳥
銃
数
百
挺
を
要

求
す
る
と
、
朝
鮮
政
府
内
で
は
尹
鑴
を
は
じ
め
反
対
論
が
台
頭
し
て
い
る
。
す
で
に

四
カ
月
前
に
は
陳
慰
兼
進
香
使
霊
慎
君
李
瀅
（
宣
祖
庶
三
男
義
安
君
珹
の
孫
）
ら

が
、「
兵
部
、
呉
兵
（
＝
呉
三
桂
の
挙
兵
）
日
に
盛
ん
な
る
を
以
て
、
朝
鮮
の
鳥
銃

を
取
り
用
い
ん
と
欲
す
る
の
意
、
已
に
皇
帝
に
達
す
れ
ど
も
、
国
王
新
た
に
薨
ず

る
を
以
て
、
姑
く
嗣
王
を
封
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
を
待
ち
、
以
て
取
り
用
う
べ

し
」
と
の
情
報
を
訳
官
張
炫
（
の
ち
粛
宗
妃
と
な
る
禧
嬪
張
氏
の
堂
淑
）
を
介
し

て
北
京
会
同
館
の
通
官
金
徳
之
よ
り
入
手
し
、
帰
国
に
先
立
っ
て
山
海
関
よ
り
報

告
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
鳥
銃
の
徴
発
に
つ
い
て
進
賀
兼
冬
至
使
福
昌
君
李
楨
（
仁
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祖
三
男
麟
坪
大
君
㴭
の
次
男
）
の
書
状
官
洪
萬
鍾
が
、「
上
年
九
月
よ
り
工
部
よ
り

打
造
し
、
又
た
在
京
の
大
小
官
員
及
び
在
外
の
直
省
督
撫
以
下
各
官
を
し
て
造
納

せ
し
め
、
限
る
に
正
月
十
五
日
を
以
て
す
る
に
、
已
に
五
萬
二
千
三
百
餘
柄
を
得

れ
ば
、
京
城
の
備
え
を
為
す
に
足
れ
り
。
兵
部
の
意
、
借
用
せ
ん
と
欲
せ
ず
、
近

く
将
に
上
本
せ
ん
と
す
」
と
記
す
報
告
書
を
提
出
し
た
よ
う
に
、
情
報
が
錯
綜
し

て
い
る
。
こ
の
頃
、
朝
鮮
で
は
日
本
が
呉
三
桂
・
鄭
経
（
錦
舎
）
へ
「
小
筒
鉄
砲
」

「
小
筒
の
鉄
砲
」
を
送
っ
て
い
る
と
の
風
聞
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
清
へ
の
鳥
銃
供

給
を
回
避
す
る
た
め
の
朝
鮮
に
よ
る
情
報
操
作
が
対
馬
藩
主
に
伝
わ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

②
冊
封
使
の
入
京

翌
日
の
三
月
三
日
、
喪
中
な
が
ら
吉
服
に
身
を
包
ん
だ
粛
宗
は
領
議
政
許
積
・

右
議
政
権
大
運
以
下
、
文
武
百
官
と
と
も
に
敦
義
門
（
俗
称
、
西
大
門
）
外
の
慕

華
館
に
て
清
使
を
出
迎
え
た
の
ち
還
御
し
、
昌
徳
宮
正
殿
の
仁
政
殿
で
は
清
使
が

勅
書
を
宣
読
し
た
。
今
回
の
清
使
出
来
に
つ
い
て
は
『
清
実
録
』
に
「
内
大
臣

寿マ

マ
西
特
・
侍
衛
桑
厄
・
恩
克
を
遣
わ
し
て
朝
鮮
国
王
李
棩
を
諭
祭
せ
し
む
。
諡
し

て
曰
く
、
荘
恪
と
。
仍
り
て
王
の
嗣
子
李
焞
を
封
じ
て
朝
鮮
国
王
と
為
し
、
妻
の

金
氏
も
て
国
王
妃
と
為
す
」
と
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
使
の
派
遣
目
的
は
明
確

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
粛
宗
実
録
』
は
顕
宗
に
対
す
る
賜
諡
ど
こ
ろ
か
、
粛
宗
と

王
妃
金
氏
（
仁
敬
王
后
）
の
冊
封
儀
礼
に
関
す
る
記
録
さ
え
欠
く
。
明
清
交
替
後

の
仁
祖
代
以
降
、
朝
鮮
の
官
撰
史
料
で
は
清
の
弔
祭
・
賜
諡
な
ら
び
に
冊
封
に
関

す
る
記
録
が
粗
略
と
な
る
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
世
祖

順
治
帝
（
在
位
一
六
四
三
～
六
一
年
）
が
顕
宗
の
封
爵
の
た
め
に
派
遣
し
た
冊
封

使
蒋チ

ャ
ン
ヘ
デ

赫
徳
は
文
華
殿
大
学
士
で
あ
り
、
今
回
康
熙
帝
が
派
遣
し
た
冊
封
使
巴
泰
も
中

和
殿
大
学
士
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
清
は
宗
室
の
親
王
・
郡
王
を
冊
封
す
る
場
合

と
同
様
、
朝
鮮
国
王
の
冊
封
儀
礼
に
際
し
て
も
皇
帝
の
親
衛
隊
を
管
理
す
る
従
一

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

品
の
内
大
臣
を
冊
封
使
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
を
「
優
遇
」
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
勅
書
の
実
物
は
現
存
し
な
い
も
の
の
、
礼
部
の
咨
文
の

よ
う
に
実
務
的
な
対
朝
鮮
文
書
が
漢
文
の
み
で
作
成
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
皇
帝

勅
諭
」「
奉
天
承
運
」
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
勅
書
・
誥
命
の
よ
う
に
儀
礼
的
性
格

が
強
い
冊
封
文
書
は
、
漢
文
・
満
文
の
合が

つ
ぺ
き璧

（
並
記
）
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

清
使
は
四
日
と
六
日
に
亡
き
顕
宗
の
た
め
に
魂
殿
（
国
喪
三
年
間
、
位
牌
を
奉

安
す
る
殿
閣
）
の
孝
敬
殿
に
て
二
度
に
わ
た
り
弔
祭
し
た
。
康
熙
帝
が
「
朝
鮮
国
王

李
棩
、
襲
封
以
来
、
忠
忱
を
殫た

ん
け
つ竭
し
、
克
く
藩
屛
の
職
を
盡
く
す
」
と
の
理
由
か

ら
、
特
例
と
し
て
手
厚
く
二
度
の
弔
祭
を
礼
部
に
命
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
遠
接

使
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
刑
曹
判
書
呉
始
寿
は
、
張
孝
礼
か
ら
の
伝
聞
な
が
ら
「
皇

帝
、
先
王
積
年
抱
病
の
中
、
制
を
強
臣
に
受
け
、
事
毎
に
自
由
を
得
ず
、
遽き

よ
じ爾
昇

遐
せ
る
を
以
て
、
倍
ま
す
惻
然
を
加
う
。
今
此
れ
再
度
祭
を
致
す
は
、
特
に
是
れ

別
恩
な
り
と
云
え
り
」
と
報
告
し
た
。
し
か
し
、
尹
鑴
は
「
彼
の
形
勢
孤
弱
に
し

て
、
我
れ
独
り
臣
事
す
。
故
に
今
此
れ
再
度
祭
を
致
す
は
、
必
ず
是
れ
結
懽
の
意

に
し
て
、
豈
に
制
を
受
く
る
の
故
を
以
て
施
す
に
別
恩
を
以
て
す
る
も
の
な
ら
ん

や
。
其
の
言
、
理
に
近
か
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
」
と
異
を
唱
え
た
。
当
時
、
内
モ
ン

ゴ
ル
で
は
大
元
ハ
ー
ン
正
統
の
チ
ャ
ハ
ル
王
家
を
引
き
継
い
だ
ブ
ル
ニ
親
王
が
清

の
支
配
に
反
旗
を
翻
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、「
形
勢
孤
弱
」
な
清
に
「
臣

事
」
す
る
の
は
朝
鮮
の
み
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
尹
鑴
の
反
論
も
、
あ
な
が
ち
強
弁

と
は
い
え
ま
い
。

粛
宗
代
に
お
け
る
望
闕
礼
の
初
見
は
、
こ
の
清
使
の
入
京
か
ら
一
週
間
後
の
三

月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。

Ａ 

一
、
曹
単
子
、
今
三
月
十
八
日
聖
節
望
闕
礼
習
儀
吉
日
、
令
日
官
推
択
、
則

今
月
十
六
日
為
吉
云
、
同
日
早
朝
、
宗
親
及
文
武
百
官
以
黒
団
領
・
烏
紗
帽
・

黒
角
帯
、
議
政
府
良ニ

中
行
礼
為セ
ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
正
日
挙
動
、
則
自
上
方
在
哀
疚
之

（
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）
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）

（
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）

（
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）
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中
、
依
前
例
自
政
院
臨
時
稟
旨
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
、（『
勅
使
謄
録
』

第
五
、
乙
卯
三
月
初
九
日
条
。
史
料
中
の
波
線
は
吏
読
。
以
下
、
同
じ
）

康
熙
帝
の
誕
日
が
三
月
一
八
日
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。『
勅
使

謄
録
』
に
残
る
礼
曹
の
無
啓
目
単
子
（
啓
文
の
一
種
）
に
よ
れ
ば
、
聖
節
の
望
闕
礼

の
習
儀
は
観
象
監
の
択
日
に
よ
り
一
六
日
が
吉
日
と
さ
れ
た
た
め
、
習
儀
当
日
に

宗
親
（
王
族
）
な
ら
び
に
文
武
百
官
は
早
朝
よ
り
謁
見
服
で
あ
る
黒
団
領
の
出
で

立
ち
で
議
政
府
に
て
行
礼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
永
世
遵
守
の

『
経
国
大
典
』
に
は
「
詔
勅
を
迎
う
る
と
き
及
び
正
・
至
・
聖
節
・
誕
日
の
賀
礼

に
、
百
官
は
期
に
先
ん
じ
て
儀
を
習
う
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
許
積
は
左

議
政
在
職
中
の
顕
宗
一
〇
年
（
一
六
六
九
）
に
望
闕
礼
の
「
冬
至
習
儀
の
挙
」
に

つ
い
て
、「
二
度
に
至
る
は
事
、
虚
文
に
渉
れ
ば
、
其
の
事
を
革
罷
す
る
に
如
く
は

莫
し
」
と
、
空
虚
な
習
儀
の
見
直
し
を
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
顕
宗
は
「
初
め
よ
り

之
を
為
ざ
ざ
れ
ば
、
則
ち
可
な
る
も
、
之
を
為
し
て
今
遽
か
に
革
罷
す
る
は
如
何
」

と
悔
や
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。『
経
国
大
典
』
に
定
め
ら
れ
た
習
儀
の
規
定
が
、
明
清

交
替
後
に
た
と
え
「
虚
文
」
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
基
本
法
典
の
条
文
そ
の
も
の

を
削
除
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
た
だ
、
望
闕
礼
の
二
度
に
わ
た
る

習
儀
が
確
認
で
き
る
の
は
顕
宗
一
〇
年
冬
至
ま
で
で
あ
り
、
遅
く
と
も
同
一
三
年

聖
節
に
観
象
監
は
習
儀
の
吉
日
を
一
日
の
み
択
ん
で
礼
曹
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
許
積
に
よ
る
習
儀
見
直
し
の
進
言
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
望
闕
礼
の
習
儀

は
一
度
の
み
実
施
す
る
よ
う
定
式
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

聖
節
当
日
の
国
王
出
御
に
つ
い
て
は
「
上
よ
り
方
に
哀
疚
の
中
に
在
れ
ば
、
前
例

に
依
り
政
院
よ
り
時
に
臨お

よ

ば
ば
旨お
お
せ

を
稟う

け
て
挙
行
す
る
は
何
如
」
と
あ
る
よ
う

に
、
粛
宗
が
服
喪
中
ゆ
え
、
王
命
を
取
り
次
ぐ
承
政
院
が
従
来
ど
お
り
聖
節
の
直

前
に
啓
（
上
奏
）
し
て
国
王
の
判
断
を
仰
ぐ
と
、「
啓
、
啓
す
る
所
に
依
り
施
行
せ

よ
」
と
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
。

こ
の
史
料
Ａ
は
『
粛
宗
実
録
』
に
も
『
承
政
院
日
記
』
に
も
み
え
な
い
独
自
の

（
54
）

（
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）

（
56
）

（
57
）

記
録
で
あ
る
。『
承
政
院
日
記
』
の
当
該
年
月
日
条
の
末
尾
に
「
以
上
朝
報
」「
以

上
備
辺
司
謄
録
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
の
記
録
は
承
政
院
発
行
の
「
朝
報
」

（
一
七
件
）
と
『
備
辺
司
謄
録
』（
一
件
）
に
よ
っ
て
補
修
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
後
期

の
宮
中
儀
礼
を
復
元
す
る
に
は
正
史
類
の
み
で
は
困
難
で
あ
る
。
か
り
に
記
録
が

焼
け
残
っ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
ば
粛
宗
一
九
年
の
『
承
政
院
日
記
』
に
「（
右
承
旨

李
）
允
修
、
礼
曹
の
望
闕
礼
択
日
の
単
子
を
以
て
進
読
す
。
上
曰
く
、
啓
下
す
」、

ま
た
「
允
修
、
礼
曹
の
来
る
十
一
月
冬
至
陳
賀
儀
の
奏
を
以
て
進
読
す
。
上
曰
く
、

権か
り

に
停
む
る
が
可
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
承
旨
が
礼
曹
の
上
奏
を
取
り
次
い
で

粛
宗
の
決
裁
を
得
た
記
録
を
謄
写
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

父
王
顕
宗
の
死
後
、
粛
宗
即
位
年
一
一
月
の
冬
至
と
こ
の
年
粛
宗
元
年
の
正
朝

に
文
武
百
官
が
事
前
に
習
儀
を
執
り
行
っ
た
と
の
記
録
は
み
あ
た
ら
な
い
。
粛
宗

が
昌
徳
宮
仁
政
門
に
て
即
位
し
た
八
月
二
三
日
に
、
礼
曹
は
「
前
よ
り
国
恤
三
年

内
、
三
名
日
の
陳
賀
・
進
箋
は
挙
行
を
為
さ
ざ
れ
ど
も
、
各
殿
の
誕
日
は
百
官
只

だ
表
裏
（
＝
表
裡
。
恩
賜
ま
た
は
献
上
用
の
衣
服
の
表
地
と
裏
地
）
を
進
む
。
今

宜
し
く
此
れ
に
依
り
挙
行
す
べ
し
」
と
上
奏
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
て
い
た
。
国
喪

三
年
間
は
三
名
日
（
国
王
の
誕
日
と
正
朝
・
冬
至
）
を
祝
賀
す
る
陳
賀
礼
（
朝
賀

礼
）
が
停
止
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
名
節
の
望
闕
礼
に
つ
い
て
も
そ
の
習
儀
さ
え

実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
粛
宗
元
年
三
月

は
い
ま
な
お
国
喪
期
間
に
あ
た
る
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
康
熙
帝
の
聖
節
を
王
宮

の
正
殿
で
祝
う
必
要
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
一
六
日
に
望
闕
礼
の
習

儀
を
執
り
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
の
は
、
清
使
が
漢
城
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
後
、
粛
宗
は
三
月
一
三
日
に
領
議
政
許
積
と
外
戚
の
兵
曹
判
書
金
錫
冑
（
国

舅
金
佑
明
の
甥
。
顕
宗
妃
の
明
聖
王
后
金
氏
と
は
従
兄
）
を
同
席
さ
せ
て
「
虜
使
」

（
清
使
）
を
昌
徳
宮
便
殿
の
熙
政
堂
に
接
見
し
、「
南
方
の
叛
乱
」（
三
藩
の
乱
）
に

関
す
る
情
報
を
探
っ
た
。
許
積
は
顕
宗
代
よ
り
国
王
の
信
任
が
厚
く
、
金
錫
冑
も
備

（
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辺
司
堂
上
と
し
て
粛
宗
代
初
期
の
政
局
を
主
導
し
て
い
た
。
明
清
交
替
後
に
は
清
に

対
す
る
否
定
的
な
認
識
と
拒
否
感
か
ら
、
仁
祖
・
顕
宗
に
つ
づ
い
て
粛
宗
も
ま
た

病
気
を
理
由
に
清
使
を
正
殿
で
は
な
く
便
殿
に
て
接
見
し
、
礼
遇
を
下
げ
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
許
積
が
百
官
と
と
も
に
漢
城
を
離
れ
る
清
使
を
迎
恩

門
で
餞
送
し
た
の
は
、
聖
節
を
二
日
後
に
控
え
た
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。『
承
政

院
日
記
』
に
は
断
片
的
な
が
ら
聖
節
の
望
闕
礼
に
関
す
る
二
件
の
記
録
が
み
え
る
。

Ｂ 

（
鄭
重
徽
）
又
啓
曰
、
小
臣
、
聖
節
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
下
直
、
伝
曰
、
知

道
、

Ｃ 

鄭
重
徽
啓
曰
、
明
日
聖
節
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
之
意
4

4

、
敢
啓
4

4

、
伝
曰
、
知

道
、（
順
に
『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
六
冊
、
粛
宗
元
年
三
月
一
六
日
甲
戌
・

一
七
日
乙
亥
条
）

清
使
入
京
後
、
聖
節
の
望
闕
礼
の
習
儀
は
三
月
一
六
日
に
実
施
す
る
こ
と
が
す

で
に
決
定
し
て
い
た
（
史
料
Ａ
）。
そ
こ
で
右
承
旨
鄭
重
徽
は
望
闕
礼
の
習
儀
に
参

席
す
べ
く
退
出
を
請
い
、
粛
宗
の
許
可
を
得
た
（
史
料
Ｂ
）。
当
日
は
ま
さ
に
清
使

が
漢
城
を
発
と
う
と
し
て
い
た
が
、
議
政
府
で
は
予
定
ど
お
り
に
習
儀
が
執
り
行

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌
一
七
日
に
鄭
重
徽
は
聖
節
の
望
闕
礼
を
「
近
例
に

依
り
之
を
為
す
」
と
の
意
向
を
事
前
に
上
奏
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
。
鄭
重
徽

が
提
出
し
た
中
央
官
府
文
書
の
一
種
で
あ
る
啓
辞
の
末
尾
は
「
の
意
、
敢
え
て
啓

す
」
と
結
ば
れ
て
い
る
（
史
料
Ｃ
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
上
奏
は
国
王
に
対
す
る
要

請
で
は
な
く
報
告
で
あ
る
。

ま
た
、
承
旨
に
よ
る
習
儀
参
席
の
た
め
の
退
出
願
い
（
史
料
Ｂ
）
と
「
望
闕
礼
、

近
例
に
依
り
之
を
為
す
の
意
、
敢
え
て
啓
す
」
と
の
事
前
報
告
（
史
料
Ｃ
）
が
定

型
化
さ
れ
た
啓
の
様
式
で
あ
る
こ
と
は
、
翌
年
、
三
年
の
喪
が
明
け
て
冬
至
を
迎

え
る
際
の
『
承
政
院
日
記
』
の
ほ
か
、
現
存
す
る
承
政
院
の
史
草
に
よ
っ
て
も
容
易

に
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
承
旨
は
「
近
例
」
を
具
体
的
に
説
明
し
た
こ
と
は
な
い

ば
か
り
か
、
朝
鮮
国
王
も
ま
た
あ
ら
た
め
て
「
近
例
」
を
問
い
訊
ね
る
こ
と
な
く
、

（
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「
知
道
せ
り
」
と
決
裁
を
済
ま
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
王
世
子
と
し
て
清
使

と
と
も
に
望
闕
礼
を
実
施
し
た
経
験
が
あ
る
鳳
林
大
君
淏
（
仁
祖
次
男
。
の
ち
の

孝
宗
）
は
即
位
後
、
承
政
院
が
「
来
る
初
二
日
冬
至
の
望
闕
礼
、
何
を
以
て
之
を

為
さ
ん
」
と
上
奏
す
る
と
、「
近
例
に
依
り
之
を
為
せ
」
と
回
答
し
て
明
確
な
意
思

表
示
を
せ
ず
、
そ
の
後
も
「
明
日
聖
節
の
望
闕
礼
、
近
例
に
依
り
之
を
為
す
や
、

敢
え
て
稟も

う

し
あ
ぐ
」
と
の
上
奏
に
対
し
て
「
啓
に
依
れ
」
と
命
じ
る
の
み
で
、
明

言
を
避
け
て
承
政
院
に
判
断
を
一
任
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
粛
宗
は
王
世
子
時
代
に

名
節
の
望
闕
礼
に
参
列
し
た
経
験
は
な
く
、
即
位
後
も
父
王
顕
宗
の
喪
中
ゆ
え
宗

親
と
文
武
百
官
を
率
い
て
望
闕
礼
を
執
り
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
。
望
闕
礼
の
停

止
を
粛
宗
が
「
近
例
」
と
み
な
せ
ば
、
た
と
え
三
年
の
喪
が
明
け
た
と
し
て
も
百

官
は
こ
の
「
近
例
」
に
よ
り
権
停
礼
さ
え
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

の
ち
英
祖
一
九
年
（
一
七
四
三
）
に
司
諫
院
正
言
趙
重
晦
が
上
奏
文
の
な
か
で

尊
周
の
大
義
を
説
き
つ
つ
、「
噫
、
国
家
皮
幣
・
珠
玉
も
て
之
に
事
う
る
こ
と
、
玆

に
百
年
な
り
。
而
る
に
列
聖
薪
膽
の
志
、
志
士
風
泉
の
感
、
未
だ
嘗
て
少
し
も
衰

え
ず
。
望
闕
・
陳
賀
等
の
事
毎
に
輒
ち
曰
く
、
近
例
に
依
り
之
を
為
す
と
。
誠
に

4

4

せ
ざ
る
に
似
た
り

4

4

4

4

4

4

4

と
雖
も
、
此
に
於
い
て
亦
た
本
心
の
誣
い
難
き
を
見
る
べ
し
」

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
趙
重
晦
は
か
つ
て
承
政
院
仮
注
書
を
務
め
た
経
歴
が
あ

り
、
司
諫
院
正
言
と
し
て
の
こ
の
告
発
か
ら
推
し
て
も
、「
近
例
に
依
り
之
を
為
す
」

と
は
実
際
の
と
こ
ろ
、「
誣
奏
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
承
旨
は
良
心

の
呵
責
を
感
じ
つ
つ
も
、
型
ど
お
り
に
朝
鮮
国
王
に
上
奏
し
て
い
た
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
東
宮
（
荘
献
世
子
）
へ
の
譲
位
を
口
に
す
る
ほ
ど
英
祖
（
在
位
一
七
二

四
～
七
六
年
）
の
怒
り
を
買
っ
た
趙
重
晦
は
三
覆
啓
（
国
王
に
よ
る
三
度
の
再
審
）

の
手
続
き
を
経
て
、
仕
版
（
官
僚
名
簿
）
か
ら
彼
の
名
前
は
抹
消
さ
れ
る
が
、
晩

年
に
は
両
詮
（
吏
曹
と
兵
曹
）
の
長
官
を
歴
任
す
る
な
ど
、
正
祖
四
年
（
一
七
八

〇
）
に
致
仕
し
て
耆
老
所
に
入
る
ま
で
比
較
的
平
穏
な
官
僚
生
活
を
送
っ
た
文
臣

（
68
）

（
69
）

（
70
）
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で
あ
る
。

実
際
に
、
聖
節
当
日
の
粛
宗
元
年
三
月
一
八
日
に
仁
政
殿
で
は
国
王
み
ず
か
ら

文
武
百
官
を
率
い
て
望
闕
礼
を
挙
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
議
政
府
高
官
が
百

官
を
率
い
て
略
式
の
権
停
礼
に
よ
り
聖
節
を
祝
う
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
の
日
、「
北
人
」（
清
使
）
の
要
求
に
応
じ
て
五
〇
挺
も
の
「
火
砲
」（
鳥

銃
）
が
贈
ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
吏
曹
参
議
尹
鑴
は
、
昼
講
の
席
で
「
国
の

利
器
、
軽
易
に
人
に
与
え
て
毒
を
中
華
に
流
し
、
罪
を
天
下
に
得
る
は
、
豈
に
慨

然
の
甚
だ
し
き
に
非
ざ
る
や
」
と
嘆
く
と
、
粛
宗
は
「
終
に
給
せ
ざ
る
を
得
ず
、

恨
む
べ
し
」
と
弁
明
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
外
交
便
覧
の
『
通
文
館
志
』
に
清
「
使
、
路
上
に
於
い
て
若
し
聖

節
・
冬
至
・
正
朝
に
遇
わ
ば
、
則
ち
站
上
の
闕
室
の
庭
に
於
い
て
望
闕
礼
を
行
い
、

而
し
て
遠
接
使
・
該
道
監
司
・
差
使
員
・
差
備
官
等
、
班
に
随
い
行
礼
す
」
と
成

文
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
使
が
帰
路
で
聖
節
を
迎
え
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。

か
つ
て
仁
祖
二
四
年
正
月
に
鳳
林
大
君
を
王
世
子
に
冊
封
す
べ
く
入
京
し
た
内
翰

林
弘
文
院
大
学
士
祁キ

充チ
ユ
ン

格ゲ

一
行
が
帰
国
す
る
際
に
は
、
礼
曹
が
「
勅
使
、
若
し
我

が
境
に
於
い
て
相
値あ

う
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
到
る
所
の
処
は
儀
物
の
精
備
、
例
に

依
り
行
礼
の
事
、
期
に
前さ

き

だ
ち
て
知
委
（
＝
命
令
を
下
し
て
通
知
す
る
こ
と
）
し
、

闕
礼
の
弊
無
か
ら
し
む
」
よ
う
周
知
徹
底
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
清
使
は
監
営
所
在
地

の
平
壌
に
て
平
安
道
観
察
使
・
兵
馬
節
度
使
お
よ
び
道
内
の
守
令
と
と
も
に
順
治

帝
の
聖
節
を
祝
う
べ
く
望
闕
礼
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
冊
封
使

帰
国
に
あ
た
っ
て
礼
曹
が
事
前
に
同
様
の
措
置
を
講
じ
た
と
の
記
録
は
、
い
ま
の

と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。
伴
送
使
と
し
て
義
州
ま
で
同
行
し
た
呉
始
寿
も
「
勅
行
、

十
八
日
開
城
府
止
宿
の
事
」
と
書
面
に
て
簡
略
に
報
告
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
開
城
府

客
館
の
太
平
館
に
は
「
闕
」
字
を
刻
ん
だ
闕
牌
が
正
庁
に
奉
安
さ
れ
て
お
り
、
清
使

が
客
館
の
前
庭
で
名
節
の
望
闕
礼
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
今
回
の
巴
泰
一
行
が
開
城
府
に
て
地
方
官
と
と
も
に
三
月
一
八
日
の
聖
節
を

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）（

76
）

祝
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

（
２
）
清
使
滞
在
中
の
望
闕
礼

―
粛
宗
二
年
聖
節
の
場
合

―

①
皇
太
子
冊
立
頒
詔
使
の
入
京

粛
宗
二
年
に
は
清
使
が
二
度
に
わ
た
っ
て
漢
城
を
訪
問
し
て
い
る
。
ま
ず
、
二

月
一
五
日
に
散ス

ラ秩
大ア
ン
バ
ン臣
卜
・
二
等
侍
衛
納
の
一
行
が
皇
太
子
（
康
熙
帝
次
男
の
胤

礽
、
の
ち
廃
太
子
。
生
母
は
孝
誠
仁
皇
后
）
の
冊
立
を
天
下
の
臣
民
に
布
告
す
る

詔
書
を
も
た
ら
し
て
入
京
し
、
粛
宗
は
仁
政
殿
の
殿
庭
に
て
清
使
を
出
迎
え
た
の

ち
、
そ
の
ま
ま
仁
政
殿
に
て
接
見
し
た
。
翌
日
の
仁
政
殿
に
お
け
る
恩
赦
令
の
頒
布

に
あ
た
っ
て
は
、
前
例
に
よ
り
宗
親
お
よ
び
文
武
百
官
が
略
式
の
権
停
礼
に
よ
り

実
施
す
る
こ
と
も
事
前
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
今
回
は
致
死
率
が
高
い

痘
瘡
の
流
行
に
加
え
て
国
喪
期
間
ゆ
え
、
刺
繍
を
施
し
た
袞
冕
服
の
姿
を
沿
道
の

庶
民
に
み
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
、
粛
宗
は
慕
華
館
ま
で
清
使
を
出
迎
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
大
臣
を
介
し
て
伝
達
す
る
こ
と
に
し
た
。
清
使
入
京
の
前
日

に
粛
宗
は
弘
済
院
へ
領
議
政
許
積
・
戸
曹
判
書
呉
挺
緯
ら
を
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、

清
使
の
出
迎
え
と
儺
礼
の
中
止
に
つ
い
て
は
理
解
を
得
た
も
の
の
、
宮
廷
音
楽
の

停
止
に
つ
い
て
は
大
通
官
金
巨
軍
が
反
対
し
た
と
い
う
。
前
年
九
月
の
清
使
入
京
の

際
に
遠
接
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
戸
曹
判
書
閔
維
重
（
の
ち
粛
宗
継
妃
と
な
る
驪

興
閔
氏
の
実
父
）
は
、
国
喪
期
間
を
理
由
に
義
州
よ
り
漢
城
へ
向
か
う
道
中
（
定

州
・
安
州
・
平
壌
・
黄
州
）
と
殿
庭
で
の
奏
楽
停
止
を
要
請
し
た
が
、
清
使
は
聞

き
入
れ
ず
、
入
京
前
日
に
迎
慰
使
と
し
て
弘
済
院
に
出
向
い
た
許
積
の
懇
請
に
も

応
じ
な
か
っ
た
前
例
が
あ
る
。

今
回
の
清
使
を
迎
え
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
粛
宗
は
二
月
上
旬
に
備
忘
記
（
王
命
）

を
下
し
、
従
来
は
事
前
に
三
度
行
わ
れ
て
き
た
迎
勅
儀
礼
の
習
儀
に
つ
い
て
「
累

次
の
習
儀
、
蓋
し
其
の
事
体
を
重
ん
じ
、
而
し
て
亦
た
時
に
臨
み
て
儀
を
失
す
る

無
か
れ
の
意
な
ら
ん
。
迎
勅
の
挙
、
特た

だ
に
今
日
大
小
の
執
事
、
解よ

く
知
ら
ざ
る

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）
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者
莫
き
の
み
に
非
ず
、
三
度
に
至
る
は
甚
だ
文
具
為
り
」
と
考
え
、
今
後
は
一
度

の
み
で
済
ま
せ
る
よ
う
礼
曹
に
定
式
化
を
命
じ
た
。
か
つ
て
顕
宗
代
に
許
積
は
も
は

や
空
文
も
同
然
と
な
っ
た
望
闕
礼
の
習
儀
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
が
、
粛
宗
も
ま

た
三
度
に
お
よ
ぶ
迎
勅
儀
礼
の
習
儀
を
形
式
的
な
法
文
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
し
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
粛
宗
は
「
仁
政
殿
茶
礼
の
習
儀
、
三
度
を
以
て
定
め
行

う
は
、
乃
ち
是
れ
規
例
な
れ
ど
も
、
文
具
為
る
に
似
た
り
」
と
み
な
し
、
清
使
を

朝
鮮
人
蔘
茶
で
も
て
な
す
茶
礼
の
習
儀
も
一
度
の
み
と
す
る
よ
う
廚
院
（
司
饔
院
）

に
通
達
さ
せ
た
。
粛
宗
が
即
位
し
て
以
来
、
清
使
を
漢
城
に
迎
え
入
れ
る
の
は
今
回

で
す
で
に
四
度
目
で
あ
り
、
文
武
百
官
も
た
び
た
び
予
行
演
習
に
参
席
す
る
こ
と

は
煩
雑
さ
を
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
清
使
入
京
の
前
日
、
粛
宗
は
領
議

政
許
積
・
戸
曹
判
書
呉
挺
緯
を
引
見
し
、
慕
華
館
で
の
迎
勅
な
ら
び
に
仁
政
殿
殿

庭
で
の
儀
礼
を
欠
席
し
た
宗
親
・
文
武
百
官
に
対
し
て
は
「
従
重
推
考
」、
つ
ま
り

厳
格
に
尋
問
す
る
こ
と
が
裁
決
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
武
官
職
の
別
雲

剣
と
し
て
粛
宗
の
護
衛
を
任
さ
れ
た
宗
親
の
霊
豊
君
李
㵓
（
仁
祖
長
弟
綾
原
大
君

俌
の
長
男
）
は
御
駕
出
宮
に
遅
参
し
、
儀
礼
の
手
順
を
誤
っ
た
礼
官
や
儀
仗
隊
の

失
態
も
次
々
に
発
生
し
て
い
る
。
王
命
に
よ
る
習
儀
日
数
の
短
縮
は
、
む
し
ろ
宮
中

儀
礼
に
混
乱
を
招
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、
迎
接
都
監
を
指
揮
監
督
す
る
提
調
に
充
て
ら
れ
て
い
た
呉
挺
緯
の
報
告

に
よ
れ
ば
、
今
回
入
京
し
た
清
使
も
大
通
官
金
巨
軍
と
と
も
に
前
例
を
楯
に
と
っ

て
鳥
銃
を
求
め
て
き
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
清
使
は
正
・
副
使
と
も
に
各
一
〇
挺

の
鳥
銃
を
要
求
し
た
た
め
、
呉
挺
緯
は
「
庚
辛
飢
饉
を
経
る
の
後
ち
よ
り
工
匠
［
一

字
缺
］
死
し
て
能
く
造
作
せ
ず
、
又
た
鄭
金
作
乱
の
後
ち
よ
り
倭
銃
も
亦
た
出
で

来
ら
ざ
れ
ば
、
十
柄
の
銃
、
勢
い
弁そ

な

え
出
し
難
し
」
と
国
内
外
の
情
勢
を
た
び
た

び
陳
述
し
、
正
・
副
使
に
各
五
挺
、
大
通
官
に
は
各
二
挺
の
計
一
四
挺
を
渡
す
よ

う
粛
宗
に
提
言
し
た
。
そ
の
た
め
粛
宗
は
承
政
院
同
副
承
旨
金
徳
遠
に
備
忘
記
を
下

し
、「
我
が
国
の
鳥
銃
、
壬
辰
倭
乱
の
後
ち
よ
り
体
制
を
依
倣
し
て
造
作
習
熟
し
、

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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（
錦
）
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銃
の
微
妙
精
鋭
な
る
こ
と
倭
物
に
下
ら
ず
、
即
ち
我
が
国
の
長
技
な
り
」
と
国
産

鳥
銃
の
精
度
に
自
信
を
強
め
つ
つ
も
、「
寇
に
兵
を
藉
し
、
盗
に
糧
を
齎
す
」
よ
う

な
過
度
な
贈
答
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
迎
接
都
監
堂
上
に
命
じ
て
い
る
。

②
太
皇
太
后
・
皇
太
后
尊
号
加
上
頒
詔
使
の
入
京

二
月
二
七
日
に
領
議
政
許
積
と
都
承
旨
鄭
榏
が
弘
済
院
を
発
つ
頒
詔
使
一
行
を

見
送
る
と
、
こ
の
日
は
あ
ら
た
な
清
使
が
国
境
の
鴨
緑
江
を
渡
っ
た
と
の
報
告
が

平
安
道
観
察
使
閔
宗
道
・
義
州
府
尹
尹
以
済
よ
り
届
い
た
。
三
月
四
日
に
礼
曹
は
詔

諭
翌
日
の
恩
赦
令
の
頒
布
に
つ
い
て
、
前
回
の
迎
接
儀
礼
を
参
考
に
宗
親
お
よ
び

文
武
百
官
は
喪
服
の
白
衣
・
白
帽
に
麻
で
包
ん
だ
帯
を
着
用
の
う
え
、
仁
政
殿
に

て
略
式
の
権
停
礼
に
よ
り
実
施
す
る
よ
う
要
請
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
て
い
る
。
顕

宗
の
死
後
、
粛
宗
は
い
ま
だ
三
年
の
喪
を
終
え
て
い
な
い
。
そ
れ
以
上
に
問
題
と

な
る
の
は
前
年
三
月
と
同
様
、
清
使
の
漢
城
滞
在
中
に
聖
節
を
迎
え
る
蓋
然
性
が

高
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
清
使
の
入
京
が
近
づ
く
と
、
右
承
旨
南
天
澤
は
次
の
よ
う

に
礼
曹
の
上
奏
を
取
り
次
い
だ
。

Ｄ 

南
天
澤
以
礼
曹
言
啓
曰
、
自
前
勅
使
在
館
時
、
若
値
節
日
、
則
自
上
間
或
4

4

率

百
官
、
行
望
闕
礼
於
闕
庭
、
勅
使
率
都
監
官
員
、
行
礼
於
館
所
矣
、
今
月
十

八
日
聖
節
、
適
値
勅
使
在
館
之
時
、
習
儀
則
雖
不
必
行
、
正
日
則
令
都
監
豫

為
定
奪
、
臨
時
挙
行
、
而
親
臨
一
款
則
重
難
、
只
百
官
依
前
例
行
礼
何
如
、

伝
曰
、
允
、（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
一
日
癸
巳

条
）

清
使
が
漢
城
南
部
会
賢
坊
の
南
別
宮
（
明
・
清
使
節
の
留
館
所
。
現
、
ソ
ウ
ル

市
中
区
小
公
洞
の
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
朝
鮮
ホ
テ
ル
）
滞
在
中
に
名
節
を
迎
え
た
場
合
、

王
宮
の
正
殿
で
は
朝
鮮
国
王
が
「
間
ま
或
い
は
」
文
武
百
官
を
率
い
て
望
闕
礼
を

執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
方
、
南
別
宮
で
は
清
使
が
迎
接
都
監
の
官
員

を
率
い
て
行
礼
す
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
一
週
間
後
の
三
月
一
八
日
は
聖
節
に

（
88
）

（
89
）

（
90
）

（
91
）
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あ
た
り
、
習
儀
は
か
な
ら
ず
し
も
行
う
必
要
は
な
い
が
、
聖
節
当
日
は
迎
接
都
監

が
事
前
に
国
王
の
裁
可
を
得
た
う
え
で
望
闕
礼
を
挙
行
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
状
で
は
国
王
の
親
臨
は
は
な
は
だ
難
儀
ゆ
え
、
百
官
が
前
例
に
な
ら
っ

て
略
式
の
権
停
礼
に
よ
り
望
闕
礼
を
執
り
行
う
よ
う
要
請
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得

た
（
史
料
Ｄ
）。
つ
い
で
三
月
一
四
日
に
礼
曹
は
、
早
朝
よ
り
仁
政
殿
に
て
行
礼
予

定
の
宗
親
と
百
官
は
も
ち
ろ
ん
、
南
別
宮
で
清
使
と
望
闕
礼
を
行
う
迎
接
都
監
の

礼
装
に
つ
い
て
も
黒
団
領
・
烏
紗
帽
を
着
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
本
来
は
大
明

皇
帝
の
象
徴
で
あ
っ
た
闕
牌
を
聖
節
当
日
に
黄
儀
仗
（
迎
勅
・
拝
表
の
際
の
鹵
簿
）

の
先
導
の
も
と
、
夜
間
の
通
行
禁
止
が
解
除
さ
れ
る
罷
漏
（
午
前
四
時
頃
）
を
待
っ

て
王
宮
よ
り
南
別
宮
へ
運
び
出
す
よ
う
、
迎
接
都
監
と
各
官
庁
に
公
文
を
送
っ
て

周
知
さ
せ
た
。『
通
文
館
志
』
に
は
清
使
「
留
館
時
は
則
ち
闕
牌
を
西
宴
庁
に
移
設

し
、
都
監
堂
上
以
下
、
行
礼
す
」
と
成
文
化
さ
れ
て
お
り
、
国
王
主
催
の
下
馬
宴
・

翌
日
宴
・
上
馬
宴
と
同
様
、
望
闕
礼
の
会
場
は
南
別
宮
の
西
宴
庁
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
清
使
が
漢
城
滞
在
中
で
あ
れ
、
朝
鮮
国
王
が
「
間
ま
或
い
は
」
文
武
百
官
を

率
い
て
望
闕
礼
を
挙
行
し
た
と
の
記
録
は
、
粛
宗
二
年
三
月
以
前
に
は
確
認
で
き

な
い
（【
表
１
】
参
照
）。

そ
し
て
三
月
一
五
日
、
一
等
侍
衛
噶ガ

ブ

ラ
布
喇
（
孝
誠
仁
皇
后
の
実
父
）・
二
等
侍
衛

費フ
ィ

揚ヤ
ン

古グ

の
一
行
が
康
熙
帝
の
祖
母
（
孝
荘
文
皇
后
）
と
嫡
母
（
孝
恵
章
皇
后
）
の

尊
号
加
上
を
天
下
の
臣
民
に
布
告
す
べ
く
入
京
し
、
粛
宗
は
領
議
政
許
積
・
左
議

政
権
大
運
ら
と
と
も
に
慕
華
館
で
出
迎
え
た
。
仁
政
殿
で
は
詔
書
が
宣
読
さ
れ
た

が
、
今
回
も
儀
礼
上
の
失
態
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
国
王
を
誤
っ
て
拝
位
に
導
い

た
礼
官
は
許
積
の
上
奏
に
よ
り
罷
免
と
な
り
、
山
呼
（
萬
歳
三
唱
）
の
際
に
口
を

開
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
禁
軍
の
指
揮
官
は
軍
紀
を
乱
し
た
と
し
て
、
厳
格
に
尋

問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
指
揮
官
が
率
い
た
軍
官
の
う
ち
、
山
呼
に
唱
和
し
た

の
は
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
清
使
ひ
い
て
は
清
帝
室
に
対
す

る
抵
抗
感
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）

翌
日
、
右
承
旨
南
天
澤
は
聖
節
の
望
闕
礼
に
関
す
る
迎
接
都
監
の
上
奏
を
取
り

次
い
で
い
る
。

【表１】丙子胡乱後の清使入京と望闕礼（仁祖・孝宗・顕宗代）
年 月 日 名　節 実　施　状　況 清使入京

仁祖17
（1639）．11．28 冬至 百官が南別宮にて清使の戸部承政マフタ一行と行

礼　※三田渡碑工役の視察 11.24～12.8

仁祖19．10．25 聖節 （ホンタイジ） 百官が南別宮にて清使と行礼
※明の錦州衛攻略に出征した領兵将柳琳らの査奨 10.24～11.12

仁祖22．正．30 聖節 （順治帝） 南別宮にて清将につづき、昭顕世子が百官ととも
に行礼　※昭顕世子の一時帰国 1.20～2.19

仁祖24．正．１ 正朝 南別宮にて百官が行礼
※鳳林大君（のち孝宗）の王世子冊封 23.12.28

～24.1.16
仁祖24．正．29 聖節 帰国途中の清使、平安道観察使・兵馬節度使のほ

か守令とともに平壌にて行礼

仁祖27．正．30 聖節 王世子が清使とともに南別宮にて行礼
※太祖ヌルハチの配天と四祖追尊 1.20～2.6

孝宗４
（1653）．正．１ 正朝 南別宮で清使と迎接都監が、慶徳宮崇政殿では議

政府が行礼　※不法越境者査問
3.12.18
～4.1.4

孝宗９．正．１ 正朝 南別宮で清使と迎接都監が、昌徳宮仁政殿では百
官が行礼　※皇子（栄親王）誕生

8.12.27
～9.1.9

孝宗10．正．29 聖節 冠帯の準備がないため清使は望闕礼を辞退
※麟坪大君（仁祖三男）弔祭 1.22～2.4

顕宗即位
（1659）．11．9 冬至 清使は望闕礼を辞退、顕宗は七虞祭を親行

※顕宗・王妃の冊封と孝宗弔祭 11.8～11.19

＊ 『朝鮮王朝実録』『承政院日記』『議政府謄録』『勅使謄録』『昭顕瀋陽日記』『孝宗東宮日記』『顕宗東宮日記』
より作成。
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Ｅ 

（
南
天
澤
）
又
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
聖
節
在
於
今
十
八
日
、
望
闕
礼
行
不

行
、
使
差
備
訳
官
探
問
於
勅
使
、
則
以
為
俺
等
則
只
率
通
官
・
家
丁
行
礼
於

西
宴
庁
、
都
監
官
員
則
不
必
同
参
於
西
宴
庁
云
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
、

（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
六
日
戊
戌
条
）

二
日
後
に
迫
っ
た
聖
節
の
望
闕
礼
の
挙
行
に
つ
い
て
、
臨
時
に
任
命
さ
れ
た
差

備
訳
官
を
介
し
て
迎
接
都
監
が
清
使
に
意
向
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
清
使
は
南
別

宮
の
西
宴
庁
で
通
官
と
跟
役
（
従
者
）
の
み
を
率
い
て
望
闕
礼
を
行
う
予
定
で
あ

り
、
迎
接
都
監
の
官
員
は
か
な
ら
ず
し
も
参
席
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
（
史
料

Ｅ
）。
聖
節
の
前
日
に
な
っ
て
粛
宗
が
明
日
未
明
の
開
門
後
た
だ
ち
に
望
闕
礼
を
実

施
す
る
よ
う
王
命
を
下
す
と
、
迎
接
都
監
は
闕
牌
と
黄
儀
仗
を
前
例
ど
お
り
西
宴

庁
に
設
営
し
、
清
使
が
早
朝
よ
り
行
礼
予
定
で
あ
る
こ
と
を
関
係
部
署
に
通
達
し

た
、
と
報
告
し
て
き
た
。
ま
た
、
い
ま
な
お
国
喪
期
間
ゆ
え
南
別
宮
で
宴
享
を
催
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
領
議
政
許
積
が
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
清
使
は
「
宴
礼
を
行

わ
ず
と
雖
も
、
一
た
び
来
り
て
相
見
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
大
通
官
李
一

善
も
「
凡
そ
事
は
上
使
逐
日
記
録
し
、
帰
り
て
皇
帝
に
奏
す
。
白
衣
を
以
て
来
り

見
え
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
来
ら
ざ
る
に
如
か
ず
」
と
反
対
し
て
清
使
と
協
議
し

た
結
果
、
粛
宗
は
青あ

お

鈍に
び

色い
ろ

な
が
ら
国
王
の
喪
服
に
あ
た
る
黲チ
ヤ
ム

袍ポ

を
着
用
し
て
翌
日

早
朝
、
南
別
宮
へ
出
向
く
こ
と
と
な
る
。

聖
節
当
日
、
仁
政
殿
と
南
別
宮
に
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
執
り
行
わ
れ
た
望
闕
礼

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る

Ｆ 

①
質
明
、
聖
節
望
闕
礼
、
時
領
議
政
許
積
・
左
議
政
権
大
運
進
、
同
日
辰
初

二
刻
、
館
所
挙
動
、
時
洞
口
前
路
班
列
、
三
公
及
司
録
李
東
植
進
、（『
議
政

府
謄
録
』
丙
辰
三
月
一
八
日
条
）

Ｆ 

②
一
、
同
日
聖
節
望
闕
礼
、
百
官
則
依
礼
文
行
礼
於
闕
庭
、
而
勅
使
則
只
設

闕
牌
・
香
卓
・
黄
儀
仗
、
以
彼
之
礼
行
於
館
所
、
而
都
監
堂
上
以
下
及
司
香
、

則
依
其
言
勿
参
、（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
三
月
一
八
日
条
）

（
97
）

（
98
）

Ｆ 

③
南
天
澤
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
即
者
両
勅
率
通
官
及
家
丁
等
、
行
望
闕
礼

於
西
宴
庁
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
、（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛

宗
二
年
三
月
一
八
日
庚
子
条
）

聖
節
の
夜
明
け
方
に
仁
政
殿
の
殿
庭
に
て
略
式
の
望
闕
礼
を
主
宰
し
た
の
は
領

議
政
許
積
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
午
前
八
時
頃
に
粛
宗
を
乗
せ
た
御
駕
が
南
別
宮

に
向
か
い
、
三
議
政
と
議
政
府
の
書
記
官
も
扈
従
し
て
小
公
洞
の
入
り
口
に
整
列

し
た
（
史
料
Ｆ
①
）。『
承
政
院
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
御
駕
が
南
別
宮
に
到
着
す
る

と
、
粛
宗
は
清
使
と
茶
礼
を
済
ま
せ
て
昌
慶
宮
に
戻
っ
て
い
る
。
粛
宗
が
喪
中
ゆ

え
下
馬
宴
な
ど
恒
例
の
接
待
儀
礼
に
参
席
で
き
な
い
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、「
俺

等
、
少
き
よ
り
皇
帝
の
左
右
に
近
侍
し
て
已
に
有
年
、
皇
帝
恤
民
の
志
を
知
る
」

と
自
負
す
る
噶
布
喇
と
費
揚
古
は
粛
宗
に
理
解
を
示
し
、
む
し
ろ
「
是
く
の
如
く

来
り
待
て
ば
、
感
恩
の
外
、
未
だ
安
ん
ぜ
ざ
る
の
至
り
な
り
」
と
恐
縮
し
て
い
た

と
い
う
。
つ
ま
り
、
南
別
宮
で
粛
宗
は
茶
礼
で
客
待
す
る
に
と
ど
ま
り
、
清
使
主
導

の
望
闕
礼
に
臨
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
仁
政
殿
の
殿
庭
で

も
粛
宗
が
宗
親
と
文
武
百
官
を
率
い
て
望
闕
礼
を
挙
行
す
る
こ
と
は
な
く
、
百
官

が
儀
註
に
則
り
行
礼
し
た
。
南
別
宮
の
西
宴
庁
で
は
闕
牌
を
前
に
清
使
な
り
の
手

順
で
望
闕
礼
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
、
清
使
に
よ
る
事
前
の
指
示
（
史
料
Ｅ
）
ど

お
り
迎
接
都
監
堂
上
が
参
席
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
（
史
料
Ｆ
②
）。
粛
宗
の
還
御

後
に
右
承
旨
南
天
澤
は
「
即さ

き
に者

両
勅
、
通
官
及
び
家
丁
等
を
率
い
、
望
闕
礼
を
西

宴
庁
に
行
え
り
」
と
、
迎
接
都
監
の
報
告
を
取
り
次
い
で
上
奏
し
て
い
る
（
史
料

Ｆ
③
）。
記
録
の
う
え
で
は
粛
宗
は
「
知
道
せ
り
（
相
判
っ
た
）」
と
回
答
し
た
に

す
ぎ
な
い
も
の
の
、
粛
宗
も
臣
下
も
清
使
と
同
席
し
て
聖
節
を
祝
う
こ
と
な
く
済

ん
だ
の
は
好
都
合
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

略
式
の
望
闕
礼
が
催
さ
れ
た
仁
政
殿
で
は
、
香
爐
・
香
盒
な
ど
祭
器
の
設
営
を

担
当
す
る
掖
庭
署
の
官
員
に
不
手
際
が
あ
っ
た
と
し
て
、
右
承
旨
南
天
澤
は
こ
れ

を
問
題
視
し
た
が
、
粛
宗
は
大
罪
に
は
あ
た
ら
な
い
と
不
問
に
付
し
た
。
ま
た
、
諫

（
99
）

（
100
）
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言
を
つ
か
さ
ど
る
司
諫
院
は
司
憲
府
と
と
も
に
儀
礼
を
監
察
す
る
任
務
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
任
の
司
諫
院
正
言
申
善
温
は
、
事
前

に
指
定
さ
れ
て
い
た
黒
団
領
の
準
備
が
整
わ
ず
に
仁
政
殿
へ
の
参
列
が
遅
れ
た
と

し
て
、
み
ず
か
ら
解
任
処
分
を
願
い
出
た
。
粛
宗
は
い
っ
た
ん
こ
れ
を
慰
留
し
た

が
、
上
司
に
あ
た
る
大
司
諫
李
沃
の
上
奏
に
よ
り
免
職
と
な
る
。
略
式
と
は
い
え
粛

宗
即
位
後
、
百
官
に
よ
る
は
じ
め
て
の
望
闕
礼
で
あ
っ
た
た
め
、
王
宮
内
で
は
多

少
の
混
乱
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
月
二
〇
日
に
は
南
人
の
政
界
進
出
に
よ
り
失
脚
し
て
い
た
西
人
の
前
議
政
府

左
参
賛
閔
鼎
重
（
の
ち
粛
宗
継
妃
と
な
る
閔
氏
の
伯
父
）
ら
二
二
名
が
「
清
国
の

慶
」
に
よ
っ
て
叙
用
さ
れ
、
前
同
副
承
旨
金
萬
重
（
国
舅
金
萬
基
の
実
弟
）
ら
四

名
に
も
告
身
（
職
牒
）
が
還
給
さ
れ
た
。
こ
の
日
、
清
使
一
行
は
迎
接
都
監
随
行
の

も
と
、「
大
清
皇
帝
功
徳
碑
」（
三
田
渡
碑
と
も
い
う
）
が
建
つ
漢
江
ほ
と
り
の
三

田
渡
へ
遊
覧
し
た
の
ち
、
帰
路
に
は
予
定
外
で
あ
っ
た
興
仁
之
門
（
俗
称
、
東
大

門
）
外
の
東
関
王
廟
に
も
立
ち
寄
っ
て
軍
神
関
羽
に
拝
礼
し
て
い
る
。
清
の
戦
勝
記

念
碑
と
も
い
う
べ
き
三
田
渡
碑
閣
へ
の
訪
問
は
、
仁
祖
一
七
年
（
一
六
三
九
）
の

戸
部
承
政
マ
フ
タ
に
よ
る
視
察
以
後
、
規
模
は
若
干
縮
小
さ
れ
な
が
ら
も
清
使
の

遊
覧
コ
ー
ス
と
し
て
定
例
化
し
て
い
た
。
粛
宗
代
に
清
使
が
三
田
渡
碑
閣
の
み
な
ら

ず
東
関
王
廟
へ
足
を
運
ん
だ
こ
と
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
俺
等

帰
去
す
れ
ば
、
則
ち
皇
帝
必
ず
別
制
の
鳥
銃
を
求
む
る
に
、
数
優お

お

く
覓も
と

め
入
ら
ざ

る
べ
か
ら
ず
」
と
強
弁
す
る
大
通
官
李
一
善
の
要
求
に
対
し
、
朝
鮮
政
府
は
康
熙

帝
へ
の
献
上
用
も
含
め
て
正
使
・
副
使
に
鳥
銃
各
五
挺
を
渡
す
こ
と
に
し
て
お
り
、

こ
れ
も
恒
例
の
贈
答
儀
礼
と
な
っ
て
い
た
。
当
初
、
清
使
一
行
は
三
月
二
五
日
に
漢

城
を
離
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
外
交
儀
礼
と
し
て
右
承
旨
南
天
澤
に
つ
づ
き
領

議
政
許
積
も
滞
留
を
懇
請
し
た
た
め
、
二
日
後
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。

清
使
の
帰
国
が
迫
る
と
、
大
臣
と
備
辺
司
堂
上
が
経
筵
庁
に
召
し
出
さ
れ
、
迎

接
都
監
提
調
を
担
当
す
る
戸
曹
判
書
呉
挺
緯
の
報
告
を
交
え
つ
つ
、
大
通
官
に
対

（
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）
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）
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）
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）
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）
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す
る
銀
子
の
「
密
贈
」
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
た
。
す
で
に
迎
接
都
監
は
「
即
者
礼

単
の
銀
子
も
て
入
給
す
れ
ば
、
則
ち
大
通
官
・
次
通
官
等
西
宴
庁
に
出
坐
し
、
弊

無
く
之
を
受
く
」
と
報
告
し
て
お
り
、
清
使
帯
同
の
大
通
官
李
一
善
・
張
孝
礼
と

次
通
官
（
二
等
朝
鮮
語
通
事
）
二
名
は
謝
礼
と
し
て
定
額
の
銀
子
を
受
け
取
っ
て

い
た
。『
通
文
館
志
』
に
よ
れ
ば
、「
順
治
戊
子
」（
仁
祖
二
六
年
、
一
六
四
八
）
以

降
の
正
規
の
礼
物
用
銀
子
は
正
使
五
百
両
、
副
使
四
百
両
、
大
通
官
各
百
両
、
次

通
官
各
八
〇
両
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
領
議
政
許
積
は
「
今
番
の
勅
使
、
則
ち
弊
を

省
く
も
貲は

か

ら
ず
、
誠
に
異
な
事
な
り
」
と
驚
い
て
い
る
。「
勅
使
は
則
ち
其
の
中
良

善
の
人
、
間
ま
或
い
は
来
り
之ゆ

け
ど
も
、
一
善
に
至
り
て
は
則
ち
前
よ
り
作
弊
の

人
や
、
今
は
則
ち
此
く
の
如
き
は
、
誠
に
怪
し
き
事
と
為
す
な
り
」
と
、
今
回
は

み
ず
か
ら
賄
賂
を
要
求
し
て
こ
な
い
李
一
善
の
振
る
舞
い
を
訝
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

正
使
噶
布
喇
は
「
朔
閣
老
」（
保
和
殿
大
学
士
索ソ

ン

額ゴ

図ト
ゥ

）
と
相
親
し
い
と
い
う
（
輔

政
大
臣
索ソ

ニ
ン尼

の
長
男
と
三
男
）
か
ら
、
帰
国
後
に
大
通
官
の
贈
賄
に
つ
い
て
康
熙

帝
に
上
奏
し
な
い
よ
う
、
李
一
善
は
自
重
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
い

え
、
一
カ
月
前
に
は
「
金
巨
軍
、
則
ち
郊
迎
を
為
さ
ざ
る
を
以
て
言
を
執
ら
れ
、

故
に
已
に
一
千
五
百
両
を
給
す
」
と
い
う
か
ら
、
金
巨
軍
と
は
兄
弟
の
よ
う
に
結

束
し
た
李
一
善
に
も
同
額
の
千
五
百
両
を
渡
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
丙

子
胡
乱
後
の
歳
幣
は
白
銀
だ
け
で
も
一
千
両
（
の
ち
粛
宗
三
七
年
に
免
除
）
で
あ

る
か
ら
、
朝
鮮
出
身
の
大
通
官
個
人
に
支
給
し
た
銀
子
は
ま
さ
に
「
密
贈
」
で
あ
っ

た
。
朝
鮮
政
府
が
李
一
善
に
か
ね
て
よ
り
私
的
に
要
望
し
て
い
た
鳥
銃
三
挺
に
加

え
、
許
積
私
蔵
の
許
浚
『
東
医
宝
鑑
』（
光
海
君
二
年
、
一
六
一
〇
）
一
部
を
贈
っ

た
の
は
、
法
外
な
銀
子
の
要
求
が
な
か
っ
た
た
め
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
て

三
月
二
七
日
に
清
使
一
行
は
轎
に
乗
っ
て
南
別
宮
を
出
発
し
、
許
積
以
下
、
百
官

は
迎
恩
門
で
見
送
っ
た
。

（
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（
３
）
清
使
の
望
闕
礼
辞
退

―
粛
宗
一
一
年
冬
至
の
場
合

―

①
三
道
溝
事
件
と
「
罰
銀
の
辱
」

粛
宗
一
一
年
八
月
に
「
罰
銀
一
萬
両
」
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
謝
恩
使
錦
平
尉

朴
弼
成
（
孝
宗
庶
長
女
淑
寧
翁
主
の
夫
）
一
行
は
疫
病
に
よ
る
農
牛
の
斃
死
を
理

由
に
国
境
の
義
州
（
中
江
）・
会
寧
・
慶
源
で
行
わ
れ
る
開
市
（
互
市
）
の
一
時
停

止
を
陳
情
す
る
と
、
礼
部
よ
り
「
牛う

し隻
疫
斃
す
と
称
し
、
推
諉
し
て
具
題
す
る
は
、

殊
に
合
わ
ざ
る
な
り
。
此
れ
が
為
め
、
朝
鮮
国
王
某
を
将
て
銀
一
萬
両
を
罰
す
が

可
な
り
」
と
の
回
咨
が
義
州
に
転
送
さ
れ
た
。
礼
部
の
議
奏
に
よ
り
国
境
貿
易
の
停

止
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
康
熙
帝
は
「
朝
鮮
の
人
、
賦
性
狡
詐
、
若
し
遂
に

請
う
所
の
如
く
せ
ば
、
此
の
後
ち
未
だ
必
ず
し
も
玩
忽
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
不

信
感
を
払
拭
で
き
な
い
な
が
ら
も
、「
但
だ
外
藩
の
小
国
に
係
れ
ば
、
姑
く
此
の
一

次
を
宥
す
」
と
の
寛
大
な
措
置
に
よ
り
「
罰
銀
一
萬
両
」
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
と
は
い
え
、
朝
鮮
国
王
に
い
っ
た
ん
科
さ
れ
た
「
罰
銀
」
は
臣
下
に
と
っ
て

は
「
国
辱
」
で
あ
っ
た
。
謝
恩
使
朴
弼
成
一
行
は
八
月
に
漢
城
西
郊
の
弘
済
院
に

到
着
し
た
と
こ
ろ
で
「
臣
等
既
に
使
を
奉
じ
て
国
を
辱
む
る
の
罪
有
り
、
敢
え
て

偃
然
と
し
て
復
命
せ
ず
、
城
外
に
来
り
伏
し
、
藁
を
席
き
て
罪
を
俟
つ
」
と
上
疏

し
て
引
責
辞
任
を
申
し
出
た
が
、
粛
宗
は
待
罪
す
る
こ
と
な
く
城
内
に
入
る
よ
う

促
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
わ
ず
か
二
カ
月
後
の
一
〇
月
に
「
鴨
緑
江
の
三
道
溝
に
在お

い
て
、

絵
画
輿
図
駐
防
協
領
の
勒
楚
等
、
朝
鮮
国
人
に
鎗
を
放
た
れ
て
致
傷
す
」
る
事
件

の
発
生
に
よ
り
、「
犯
人
を
将も

っ

て
期
に
先
ん
じ
て
拿
獲
を
厳
行
せ
ん
こ
と
を
務
め
て

要も
と

め
、
以
て
審
理
を
待
つ
が
可
な
り
」
と
粛
宗
に
指
示
す
る
礼
部
の
咨
文
が
届
き
、

義
州
府
尹
李
増
は
査
問
の
清
使
出
来
と
漢
城
に
報
告
し
た
。
人
蔘
採
取
の
た
め
に
鴨

緑
江
上
流
の
咸
鏡
道
厚
州
鎮
か
ら
不
法
越
境
し
た
朝
鮮
の
辺
民
が
鳥
銃
を
撃
っ
て

駐
防
八
旗
の
官
兵
一
行
を
殺
傷
し
た
い
わ
ゆ
る
三
道
溝
事
件
で
あ
り
、
主
犯
格
の

韓
得
完
（
韓
徳
萬
と
も
表
記
）
以
下
三
一
名
（
う
ち
三
名
死
亡
）
の
処
罰
に
加
え
、

（
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）

（
116
）（
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清
代
で
は
最
高
額
の
「
罰
銀
二
萬
両
」
が
粛
宗
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
朝
鮮

人
に
よ
る
不
法
越
境
問
題
は
こ
れ
ま
で
に
も
発
生
し
て
お
り
、
迎
接
都
監
提
調
の

戸
曹
判
書
柳
尚
運
が
王
命
に
よ
り
過
去
の
謄
録
類
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て

大
通
官
金
巨
軍
に
銀
二
千
両
、
張
孝
礼
に
は
千
四
百
両
を
渡
し
て
い
た
が
、
大
臣

と
協
議
の
結
果
、
今
回
の
賄
賂
は
そ
の
二
倍
に
な
る
と
い
う
。
今
回
の
査
問
に
あ
た

り
、
粛
宗
が
大
通
官
金
巨
軍
・
張
孝
礼
の
両
名
を
手
厚
く
待
遇
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
粛
宗
六
年
に
発
生
し
た
不
法
越
境
問
題
の
場
合
、
礼
部

が
議
奏
し
た
粛
宗
に
対
す
る
「
罰
銀
一
萬
両
」
は
康
熙
帝
の
寛
恕
に
よ
り
免
れ
た

も
の
の
、
牡
丹
江
中
流
域
の
寧ニ

ン

古グ

塔タ

で
捕
ら
え
ら
れ
た
辺
民
の
朴
時
雄
ら
三
名
は

死
罪
（
の
ち
減
刑
）、
職
務
怠
慢
と
し
て
柔
遠
・
穏
城
鎮
の
地
方
官
は
流
配
・
罷

免
、
咸
鏡
道
観
察
使
李
堂
揆
と
兵
馬
節
度
使
柳
斐
然
も
そ
れ
ぞ
れ
降
格
処
分
と
な
っ

て
い
た
。

②
査
問
使
の
入
京

護
軍
統
領
佟ト

ゥ
ン

宝ボ
ウ

（
佟
保
）・
内
閣
学
士
兼
礼
部
侍
郎
温オ
ン
ダ
イ代

の
一
行
は
一
一
月
二

一
日
に
入
京
し
、
三
議
政
の
ほ
か
義
禁
府
・
刑
曹
堂
上
・
両
司
（
司
憲
府
と
司
諫

院
）
長
官
を
交
え
て
一
〇
日
間
に
お
よ
ぶ
査
問
を
終
え
る
と
、
一
二
月
二
日
に
漢

城
を
離
れ
た
。
清
使
入
京
の
二
日
前
に
行
わ
れ
た
迎
勅
儀
礼
の
習
儀
に
参
席
し
た
司

諫
院
の
官
員
は
、
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。
本
来
、
司
諫
院
は
司
憲
府
と
と
も
に

習
儀
を
監
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
政
院
は
「
在
前
、

諫
院
員
を
備
え
ず
と
雖
も
、
亦
た
仍
り
て
行
う
の
規
有
り
。
之
に
使し

た
が

い
仍
り
て
行

礼
を
為
す
の
意
、
敢
え
て
啓
す
」
と
事
後
報
告
し
、
習
儀
を
形
式
的
に
済
ま
せ
て

い
る
。
ま
た
、
入
京
前
日
に
粛
宗
は
病
床
に
伏
す
ゆ
え
郊
外
ま
で
直
接
出
迎
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
伝
え
て
い
た
が
、
清
使
は
譲
ら
ず
、
左
議
政
南
九
萬
に
つ
づ
き

右
議
政
鄭
載
嵩
が
京
畿
坡
州
ま
で
馳
走
し
て
再
三
懇
請
し
、
よ
う
や
く
便
殿
の
熙

政
堂
に
て
勅
書
を
拝
受
す
る
こ
と
が
承
諾
さ
れ
て
い
た
。
悪
寒
と
嘔
吐
の
症
状
を
訴
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え
る
粛
宗
を
大
王
大
妃
（
仁
祖
継
妃
荘
烈
王
后
趙
氏
）
が
気
遣
っ
て
お
り
、
粛
宗
が

仮
病
を
使
っ
て
慕
華
館
で
の
迎
勅
儀
礼
を
拒
否
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
清
使

の
入
京
直
後
、
粛
宗
は
郊
迎
の
み
な
ら
ず
清
使
と
の
査
問
に
も
親
臨
で
き
な
い
と

通
官
を
介
し
て
清
使
に
伝
え
る
と
、
清
使
も
「
上
候
未
だ
寧
ん
ぜ
ず
、
既
に
郊
迎

す
る
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
明
日
親
臨
し
て
行
査
す
る
は
、
固
よ
り
之
を
為
し
難
し
」

と
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
。
清
使
の
帰
国
当
日
に
も
御
駕
に
よ
る
昌
徳
宮
出
御

と
還
御
の
記
録
も
確
認
で
き
な
い
た
め
、
粛
宗
が
郊
外
で
餞
送
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
清
使
は
帰
国
後
に
粛
宗
の
「
非
礼
」
を
報
告
し
た

と
み
え
、
礼
部
は
「
臣
等
毎つ

ね

に
聞
く
な
ら
く
、
使
臣
彼
に
至
る
も
、
先
年
定
む
る

所
の
儀
注
に
遵
わ
ず
、
其
れ
国
王
或
い
は
迎
う
れ
ど
も
見
え
ず
、
或
い
は
偃
蹇
し

て
迎
え
ず
と
。
天
威
咫
尺
の
義
、
之
を
何
と
謂
わ
ん
や
」
と
、
病
に
託
け
て
迎
接

儀
礼
を
怠
る
粛
宗
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
年
一
一
月
二
六
日
は
冬
至
で
あ
り
、
清
使
は
漢
城
滞
在
中
に
名
節
を
迎
え

て
い
た
。
清
使
一
行
が
入
京
す
る
と
、
礼
曹
は
た
だ
ち
に
冬
至
の
望
闕
礼
な
ら
び

に
陳
賀
礼
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
上
奏
し
て
い
る
。

Ｇ 

①
一
、
曹
啓
曰
、
自
前
勅
使
在
館
時
、
若
値
節
日
、
則
自
上
間
或
4

4

率
百
官
、

行
望
闕
礼
於
闕
庭
、
勅
使
率
都
監
官
員
、
行
礼
於
館
所
、
而
丙
辰
三
月
勅
使

在
館
時
、
聖
節
望
闕
礼
、
只
百
官
依
例
行
礼
於
闕
庭
、
勅
使
則
設
闕
牌
・
香

卓
・
黄
儀
仗
、
以
彼
之
礼
行
礼
於
館
所
、
而
都
監
堂
上
以
下
執
事
官
、
依
其

所
言
不
為
入
参
矣
、
来
二
十
六
日
冬
至
、
亦
與
在
館
時
相
値
、
習
儀
則
姑
為

停
止
、
令
都
監
預
為
定
奪
挙
行
、
而
親
臨
一
款
、
則
自
上
方
在
哀
疚
静
摂
之

中
、
依
丙
辰
年
例
只
百
官
行
礼
何
如
、
伝
曰
、
允
、（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、

乙
丑
一
一
月
二
一
日
条
）

Ｇ 

②
一
、
曹
単
子
、
国
恤
三
年
内
、
凡
賀
礼
権
停
事
、
曾
已
啓
下
矣
、
十
一
月

二
十
六
日
冬
至
、
大
殿
・
大
王
大
妃
殿
・
中
宮
殿
、
百
官
只
進
表
裡
事
、
知

委
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
、（『
朝
賀
謄
録
』
第
二
、
乙
丑

（
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（
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）

（
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）

一
一
月
二
一
日
条
）

清
使
が
在
京
中
に
名
節
を
迎
え
た
場
合
、
朝
鮮
国
王
は
王
宮
正
殿
の
殿
庭
に
て

「
間
ま
或
い
は
」
百
官
を
率
い
、
南
別
宮
で
は
清
使
が
迎
接
都
監
の
官
員
を
率
い
て

望
闕
礼
を
挙
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
史
料
Ｇ
①
）。
か
つ
て
粛
宗
元
年
三
月

に
亡
き
顕
宗
の
弔
祭
な
ら
び
に
粛
宗
と
王
妃
金
氏
の
冊
封
の
た
め
に
入
京
し
た
清

使
巴
泰
一
行
が
聖
節
の
二
日
前
に
漢
城
を
離
れ
る
と
、
百
官
は
習
儀
を
実
施
す
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（
史
料
Ｂ
Ｃ
）。
し
か
し
、
翌
年
の
粛
宗
二
年
「
丙
辰
三
月
」

に
太
皇
太
后
と
皇
太
后
の
尊
号
加
上
と
い
う
「
清
国
の
慶
」
を
布
告
す
べ
く
漢
城

入
り
し
た
頒
詔
使
噶
布
喇
一
行
は
南
別
宮
に
て
聖
節
を
祝
い
、
仁
政
殿
で
は
国
王

不
在
の
ま
ま
百
官
が
略
式
な
が
ら
望
闕
礼
を
執
り
行
っ
た
経
緯
が
あ
る
（
史
料
Ｆ

①
②
③
）。
そ
こ
で
、
今
回
の
清
使
が
漢
城
に
て
二
六
日
の
冬
至
を
迎
え
る
公
算
は

大
き
い
と
想
定
し
た
礼
曹
は
、
し
ば
ら
く
習
儀
を
取
り
や
め
、
迎
接
都
監
に
望
闕

礼
挙
行
の
意
向
を
事
前
に
清
使
に
確
認
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
た
。
た
だ
し
、
粛
宗

の
病
状
が
芳
し
く
な
い
た
め
親
臨
せ
ず
、「
丙
辰
年
の
例
」
に
よ
り
望
闕
礼
を
百
官

に
代
行
さ
せ
る
よ
う
要
請
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
い
ま
な

お
国
喪
期
間
が
明
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
冬
至
の
陳
賀
礼
は
前
例
に
よ
り
停
止

し
、
百
官
は
た
だ
大
殿
・
大
王
大
妃
殿
・
中
宮
殿
（
粛
宗
継
妃
閔
氏
）
に
表
裡
を

奉
呈
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
が
再
度
確
認
さ
れ
た
（
史
料
Ｇ
②
）。
す
で
に
一
一
月

七
日
の
大
王
大
妃
の
誕
日
に
も
同
様
の
措
置
が
執
ら
れ
て
お
り
、
喪
服
を
解
く
禫

祭
も
終
え
て
い
な
い
た
め
、
明
年
正
朝
の
陳
賀
礼
も
や
は
り
停
止
す
る
こ
と
と
な

る
。名

節
の
冬
至
に
は
清
使
を
も
て
な
す
宴
享
や
礼
物
の
準
備
も
必
要
と
な
る
。
礼

曹
は
「
前
よ
り
勅
使
館
所
に
在
り
て
如
し
節
日
に
遇
わ
ば
、
則
ち
例
と
し
て
礼
単

も
て
宴
を
設
く
る
の
挙
有
り
」
と
の
前
例
に
鑑
み
、
そ
の
日
の
う
ち
に
迎
接
都
監

と
関
係
部
署
に
通
達
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
通
官
金
巨
軍
ら
の
伝
言
に
よ
れ
ば
、

清
使
は
査
問
を
終
え
れ
ば
た
だ
ち
に
帰
国
す
る
予
定
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
も
迎
接

（
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）
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）
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都
監
は
従
来
ど
お
り
に
名
節
を
祝
う
べ
く
各
種
物
品
を
準
備
の
う
え
、
清
使
の
接

待
儀
礼
に
待
機
し
て
お
く
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
今
回
の
清
使
の
入
京
目
的
は
清
帝

室
の
慶
事
の
た
め
で
も
朝
鮮
王
室
の
弔
事
の
た
め
で
も
な
く
、
朝
鮮
国
王
を
問
責

す
る
こ
と
に
あ
り
、
清
使
と
し
て
は
名
節
を
華
や
か
に
祝
う
意
向
は
な
か
っ
た
に

相
違
な
い
。
翌
二
二
日
に
礼
曹
は
南
別
宮
へ
の
闕
牌
の
移
動
や
礼
官
の
配
置
の
ほ

か
、
仁
政
殿
で
の
権
停
礼
に
際
し
て
は
宗
親
・
文
武
百
官
の
礼
装
を
周
知
徹
底
す

る
よ
う
上
奏
し
た
。

は
た
し
て
、
冬
至
当
日
に
昌
徳
宮
で
は
康
熙
帝
の
た
め
に
望
闕
礼
が
挙
行
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

Ｈ 

一
、
迎
接
都
監
啓
辞
、
冬
至
節
日
、
適
値
於
勅
使
留
館
時
、
自
前
若
値
節
日
、

則
勅
使
與
迎
接
都
監
堂
上
以
下
、
行
望
闕
礼
於
館
所
、
故
使
差
備
訳
官
依
例

設
行
之
意
言
于
勅
使
、
則
答
以
望
闕
礼
勿
為
設
行
、
冬
至
宴
亦
勿
備
入
云
、

儀
仗
等
物
勿
為
待
令
之
意
、
分
付
該
曹
何
如
、
伝
曰
、
允
、

Ｉ 

一
、
政
院
啓
辞
、
二
十
六
日
冬
至
望
闕
礼
、
仁
政
殿
権
停
例
行
礼
事
、
礼
曹

草
記
曾
已
啓
下
矣
、
館
所
望
闕
礼
既
不
設
行
、
則
仁
政
殿
行
礼
亦
不
當
仍
行
、

依
近
例
為
之

4

4

4

4

4

之
意
、
分
付
何
如
、
伝
曰
、
允
、（
順
に
『
勅
使
謄
録
』
第
六
、

乙
丑
一
一
月
二
三
日
・
二
四
日
条
）

礼
曹
の
上
奏
ど
お
り
に
迎
接
都
監
が
事
前
に
臨
時
職
の
通
訳
を
介
し
て
清
使
に

望
闕
礼
の
実
施
の
意
向
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
清
使
は
冬
至
を
祝
う
望
闕
礼
ど
こ

ろ
か
宴
享
さ
え
催
す
必
要
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
厳
か
な
黄
儀
仗
の
設
営

も
不
要
と
な
り
、
関
係
部
署
に
そ
の
旨
通
達
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
史
料
Ｈ
）。
南

別
宮
で
清
使
が
冬
至
の
望
闕
礼
を
挙
行
し
な
い
と
な
れ
ば
、
仁
政
殿
に
て
予
定
し

て
い
た
百
官
に
よ
る
権
停
礼
も
行
う
必
要
は
な
か
ろ
う
。
承
政
院
は
「
館
所
の
望

闕
礼
、
既
に
設
行
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
仁
政
殿
の
行
礼
も
亦
た
當
に
仍
り
て
行
う
べ

か
ら
ず
」
と
判
断
し
た
。
承
政
院
が
い
う
「
近
例
に
依
り
之
を
為
す
」
と
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
朝
鮮
国
王
も
文
武
百
官
も
王
宮
の
正
殿
に
て
望
闕
礼
を
行
わ
な
い

（
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こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。「
近
例
に
依
り
之
を
為
す
」
と
い
う
承
旨
の
啓
辞
に
つ

い
て
は
、
国
喪
期
間
に
あ
っ
た
粛
宗
元
年
聖
節
の
事
例
（
史
料
Ｃ
）
に
お
い
て
も

確
認
済
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
粛
宗
は
こ
れ
を
許
可
し
た
（
史
料
Ｉ
）。
二
六
日

冬
至
は
陳
賀
礼
を
催
し
て
盛
大
に
祝
う
こ
と
は
な
く
、
薬
房
（
内
医
院
）・
承
政
院

の
ほ
か
、
近
侍
機
構
で
あ
る
玉
堂
（
弘
文
館
）
と
二
品
以
上
の
高
官
、
な
ら
び
に

六
曹
・
両
司
の
長
官
が
大
王
大
妃
・
粛
宗
・
王
妃
の
三
殿
に
問
安
（
ご
機
嫌
伺
い
）

し
て
い
る
。

明
く
る
粛
宗
一
二
年
二
月
初
旬
に
北
京
で
は
、
三
道
溝
事
件
に
対
す
る
清
使
の

査
問
結
果
を
踏
ま
え
た
礼
部
の
議
奏
に
よ
り
、
康
熙
帝
は
粛
宗
に
「
罰
銀
二
萬
両
」

を
科
す
こ
と
を
許
可
し
た
。
冬
至
兼
陳
奏
使
朗
原
君
李
偘
（
宣
祖
庶
一
二
男
仁
興
君

瑛
の
次
男
）
一
行
が
北
京
よ
り
帰
国
す
る
に
あ
た
り
、「
該
国
王
、
意
に
任
せ
て
下

人
を
放
縦
し
、
禁
に
違
い
て
江
を
越
え
採
参
せ
し
む
。
欽
差
の
官
役
を
将
て
鎗
を

放
ち
て
人
を
傷
つ
く
る
は
、
殊
に
法
紀
を
干お

か

す
。
此
れ
が
為
め
、
朝
鮮
国
王
姓
諱

（
＝
李
焞
）
を
将
て
銀
二
萬
両
を
罰
す
」
と
の
礼
部
の
回
咨
を
急
報
し
た
の
は
、
翌

三
月
初
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
も
な
く
領
議
政
金
寿
恒
・
左
議
政
南
九
萬
ら
は
「
清

咨
の
嘖
言
も
て
罰
、
上
の
躬
に
及
ぶ
」
こ
と
に
な
っ
た
た
め
引
責
辞
任
を
申
し
出

た
が
、
粛
宗
は
慰
留
し
て
い
る
。
金
寿
恒
は
「
清
咨
の
至
る
や
辱
、
聖
躬
に
及
ぶ
」

と
し
て
再
度
辞
職
を
請
う
た
が
粛
宗
は
許
可
せ
ず
、
か
つ
て
国
境
管
理
の
た
め
咸

鏡
道
北
端
に
厚
州
鎮
を
設
置
す
る
よ
う
上
奏
し
た
南
九
萬
も
「
臣
、
先
朝
に
於
い

て
厚
州
を
建
置
す
る
も
、
今
に
及
び
て
事
を
国
家
に
生
じ
、
辱
、
聖
躬
に
及
ぶ
。

罪
、
実
に
臣
に
在
り
」
と
責
任
を
痛
感
し
て
い
た
。
礼
部
の
対
応
に
粛
宗
は
現
職
・

前
職
の
大
臣
を
前
に
「
其
れ
詬
責
絶
悖
の
言
、
実
に
丙
子
以
後
、
未
だ
有
ら
ざ
る

所
の
辱
な
り
」
と
憤
慨
す
る
一
方
、
あ
ら
た
め
て
不
法
越
境
の
厳
禁
を
命
じ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
査
問
の
謝
恩
兼
陳
奏
使
と
し
て
北
京
に
滞
在
中
で
あ
っ
た

右
議
政
鄭
載
嵩
・
礼
曹
判
書
崔
錫
鼎
・
司
憲
府
執
義
李
墪
ら
は
「
罰
金
の
辱
」
を

聞
く
や
、
粛
宗
に
報
告
す
る
こ
と
な
く
経
書
・
史
書
を
み
だ
り
に
引
用
し
て
礼
部

（
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に
呈
文
を
提
出
し
た
た
め
、
礼
部
の
み
な
ら
ず
「
胡
皇
」（
康
熙
帝
）
の
怒
り
を
買

う
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
粛
宗
即
位
年
に
は
王
妃
金
氏
の
冊
封
が
大

通
官
金
大
憲
ら
の
中
間
操
作
に
よ
っ
て
先
送
り
さ
れ
る
や
、
赴
京
中
の
告
訃
使
沈

益
顕
一
行
が
呈
文
に
よ
り
礼
部
に
抗
議
し
て
承
認
さ
れ
た
前
例
が
あ
り
、
鄭
載
嵩

ら
に
よ
る
外
交
手
続
き
は
異
例
と
は
い
え
ま
い
。

五
月
に
帰
国
し
た
奏
請
使
鄭
載
嵩
は
城
外
で
右
議
政
の
職
を
辞
す
べ
く
上
疏
し

た
が
粛
宗
は
慰
留
し
、
六
月
に
な
る
と
司
諫
院
は
連
日
の
よ
う
に
鄭
載
嵩
ら
の
罷

免
を
上
奏
し
た
も
の
の
、
粛
宗
は
こ
と
ご
と
く
退
け
た
。
後
日
、
北
京
に
派
遣
さ
れ

た
謝
恩
兼
陳
奏
使
南
九
萬
・
副
使
李
奎
齢
・
書
状
官
呉
道
一
一
行
は
「
罰
銀
」
献

上
の
咨
文
と
謝
罪
の
表
文
を
提
出
す
る
が
、
康
熙
帝
よ
り
鄭
載
嵩
ら
三
使
の
罷
免

と
流
配
は
寛
恕
さ
れ
、
ま
た
方
物
の
返
却
も
ひ
と
ま
ず
回
避
で
き
た
こ
と
は
幸
い

で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
こ
の
と
き
南
九
萬
ら
は
礼
部
筆ビ

ト
ヘ
シ

帖
式
（
書
記
）

呉
應
鵬
と
通
官
李
一
善
ら
に
よ
る
中
間
操
作
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
正
確
な
情

報
を
入
手
し
て
彼
ら
の
偽
証
を
正
し
、
た
び
重
な
る
賄
賂
の
要
求
を
拒
ん
で
い
た
。

一
年
前
に
開
市
の
一
時
停
止
を
め
ぐ
っ
て
礼
部
が
「
罰
銀
一
萬
両
」
の
罪
科
を
議

奏
し
た
と
知
る
や
、
南
九
萬
は
皇
帝
も
閣
老
も
配
慮
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
張
孝

礼
の
助
言
を
信
用
し
て
奏
文
の
提
出
を
朝
鮮
政
府
に
要
請
し
て
い
た
た
め
、
今
回

は
み
ず
か
ら
を
戒
め
て
情
報
収
集
を
慎
重
に
進
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
年
正
朝
の
望
闕
礼
に
向
け
て
少
な
く
と
も
左
承
旨
宋
昌
と
右
承
旨
尹
以
道

が
習
儀
に
参
席
し
て
い
た
が
、
三
月
一
八
日
の
聖
節
の
場
合
は
習
儀
に
関
す
る
記

録
が
確
認
で
き
な
い
。
聖
節
の
二
日
前
に
粛
宗
は
領
議
政
金
寿
恒
・
左
議
政
南
九

萬
・
領
中
枢
府
事
金
寿
興
（
金
寿
恒
の
実
兄
）
ら
の
重
臣
と
と
も
に
京
畿
楊
州
の

崇
陵
（
顕
宗
陵
）
に
行
幸
し
て
寒
食
祭
を
執
り
行
い
、
隣
接
す
る
顕
陵
（
文
宗

陵
）・
穆
陵
（
宣
祖
陵
）・
健
元
陵
（
太
祖
陵
）
に
参
拝
後
、
漢
城
東
郊
の
沙
河
里

（
沙
阿
里
）
で
は
三
司
（
司
憲
府
・
司
諫
院
・
弘
文
館
の
総
称
）
と
承
政
院
の
反
対

に
も
か
か
わ
ら
ず
将
台
に
登
っ
て
軍
事
訓
練
を
視
察
し
て
い
た
。
朝
鮮
後
期
に
国
王

（
139
）

（
140
）

（
141
）

（
142
）

（
143
）

（
144
）

（
145
）

は
王
陵
参
拝
の
帰
途
、
沙
河
里
に
て
小
規
模
な
閲
兵
（「
小
閲
」
と
い
う
）
を
し
ば

し
ば
実
施
し
て
い
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
罰
銀
の
辱
」
の
急
報
に
接
し
て

ま
も
な
い
朝
鮮
政
府
は
陵
幸
と
そ
の
準
備
を
優
先
し
、
聖
節
の
望
闕
礼
は
い
う
ま

で
も
な
く
事
前
の
習
儀
さ
え
停
止
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

粛
宗
は
一
一
月
に
弘
文
館
官
員
を
召
し
出
し
て
、「
神
宗
皇
帝
、
我
が
国
に
百
世

忘
れ
ざ
る
の
恩
有
れ
ど
も
、
強
弱
の
勢
い
に
拘
わ
り
、
羞
じ
を
抱
き
て
忍
び
過
ご

し
、
以
て
今
に
至
る
。
痛
恨
す
る
こ
と
言
う
に
勝
う
べ
け
ん
や
」
と
心
情
を
吐
露

し
、
翌
年
二
月
の
夜
対
（
夜
更
け
の
経
筵
）
の
際
に
も
「
皇
朝
の
速
亡
、
未
だ
必
ず

し
も
東
征
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
而
る
に
我
が
国
小
さ
く
力
弱
く
、
既
に
復
讎

雪
恥
す
る
能
わ
ず
」
と
慨
嘆
し
た
。
朝
鮮
の
辺
民
が
引
き
起
こ
し
た
三
道
溝
事
件
と

「
罰
銀
二
萬
両
」
と
い
う
清
代
最
高
額
の
科
料
は
、
武
力
に
よ
る
対
清
強
攻
策
（
北

伐
論
）
が
も
は
や
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
相
違

な
い
。

二
　
望
闕
礼
の
習
儀

（
１
）
清
使
入
京
と
習
儀
の
停
止

①
皇
后
冊
立
頒
詔
使
の
入
京

粛
宗
三
年
一
〇
月
末
に
第
二
皇
后
（
孝
昭
仁
皇
后
。
輔
政
大
臣
遏エ

必ビ

隆ル
ン

の
娘
。

翌
年
二
月
崩
御
）
の
冊
立
を
天
下
に
布
告
す
る
頭
等
侍
衛
宜イ

ド
ゥ
＝
エ
ジ
ェ
ン

都
額
真
阿ア

ラ

ニ
喇
尼
・
内

閣
侍
読
学
士
王
国
安
の
一
行
が
入
京
す
る
と
、
粛
宗
は
慕
華
館
に
て
出
迎
え
、
二

日
後
に
は
下
馬
宴
を
催
し
て
遠
来
の
清
使
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。
清
使
を
迎
え
入
れ
る
に

先
立
ち
、
礼
曹
は
沿
路
の
客
館
に
掲
げ
ら
れ
た
「
天
使
」（
明
使
）
所
製
の
扁
額
を

す
べ
て
い
っ
た
ん
撤
去
さ
せ
、
壁
や
柱
の
墨
跡
ま
で
削
り
落
と
す
よ
う
上
奏
し
、

粛
宗
の
裁
可
を
得
て
い
た
。
往
事
の
明
使
と
の
文
化
交
流
は
、
清
使
に
と
っ
て
不
快

に
映
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
黄
州
客
館
（
斉
安
館
）
の
東
に

位
置
す
る
三
間
の
太
虚
楼
（
旧
広
遠
楼
）
で
は
か
つ
て
明
使
の
た
め
に
宴
が
催
さ

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）
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れ
、
皇
太
孫
（
の
ち
の
熹
宗
天
啓
帝
。
在
位
一
六
二
〇
～
二
七
年
）
誕
生
の
詔
書

を
頒
布
す
べ
く
宣
祖
三
九
年
（
一
六
〇
六
）
に
出
使
し
た
翰
林
院
修
撰
朱
之
蕃
の

書
跡
に
な
る
扁
額
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
前
年
三
月
に
入
京
し
た
噶

布
喇
一
行
の
よ
う
に
、
清
使
が
漢
城
滞
在
中
に
急
遽
、
三
田
渡
碑
閣
に
加
え
て
関

王
廟
へ
参
観
す
る
意
向
を
伝
え
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
こ
で
東
関
王
廟
の
み

な
ら
ず
、
崇
礼
門
（
俗
称
、
南
大
門
）
外
の
南
関
王
廟
に
つ
い
て
も
修
理
・
清
掃

と
供
物
の
準
備
を
当
該
官
衙
に
指
示
し
た
。
実
際
に
、
阿
喇
尼
一
行
は
漢
城
滞
在
中

に
三
田
渡
へ
の
遊
覧
を
楽
し
み
、
例
に
よ
っ
て
鳥
銃
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
迎

接
都
監
は
大
通
官
金
大
憲
・
金
明
善
の
二
名
に
対
し
て
は
事
前
に
鳥
銃
一
挺
の
削

減
を
伝
え
て
い
た
が
、
金
大
憲
は
恩
に
着
せ
て
承
服
せ
ず
、
や
む
な
く
前
例
に
よ

り
三
挺
を
贈
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
今
回
の
清
使
は
帰
国
途
中
に
朝
鮮
領
域
内
で

冬
至
を
迎
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
礼
曹
は
、「
前
よ
り
勅
行
我
が
境
に

在
り
、
如
し
節
日
に
遇
わ
ば
、
則
ち
到
る
所
の
処
は
例
と
し
て
、
官
を
遣
わ
し
問

慰
し
宴
を
設
く
る
の
挙
有
り
」
と
の
前
例
に
鑑
み
、
問
慰
官
（
問
慰
使
と
も
い
う
）

を
派
遣
し
て
宴
席
と
礼
物
の
準
備
に
あ
た
ら
せ
る
よ
う
要
請
し
た
。
と
は
い
え
、
こ

の
と
き
礼
曹
が
伴
送
使
に
冬
至
の
望
闕
礼
に
備
え
る
よ
う
指
示
し
た
と
の
記
録
は
、

『
承
政
院
日
記
』
に
も
『
勅
使
謄
録
』
に
も
残
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
か
つ
て
進
賀
兼
謝
恩
使
と
し
て
北
京
に
派
遣
さ
れ
た

福
昌
君
李
楨
が
禁
書
あ
つ
か
い
の
『
皇
明
十
六
朝
紀
』
を
購
入
し
、
こ
の
事
実
が
発

覚
し
て
外
交
問
題
に
発
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前
年
の
粛
宗
二
年
一
二
月
に
弁
誣

使
福
善
君
李
柟
（
麟
坪
大
君
の
三
男
）
は
帰
国
に
先
立
ち
、「
私
買
史
記
の
犯
禁
、

大
臣
を
遣
わ
し
て
往
査
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
題
本
到
る
の
日
、
臣
部
、
該
国
王
を

将
て
一
併
査
奏
し
、
仍
り
て
此
の
冊
を
繳お

さ

め
還
さ
し
め
ん
こ
と
を
云
云
。
清
皇
、

命
じ
て
大
臣
を
遣
わ
す
勿
く
、
只
だ
本
国
を
し
て
行
査
せ
し
め
、
餘
は
奏
に
依
れ
」

と
の
礼
部
の
咨
文
を
謄
写
し
、
漢
城
に
送
り
届
け
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
こ
の
年
粛

宗
三
年
三
月
に
帰
国
し
た
冬
至
使
呉
挺
緯
一
行
は
最
新
の
北
京
情
勢
に
つ
い
て
、

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）

（
156
）

（
157
）

（
158
）

「
索
た
る
や
我
が
国
に
於
け
る
疑
阻
特
に
甚
だ
し
く
、
歳
幣
の
方
物
輸
納
の
時
、
必

ず
梗す

き

を
生
ぜ
ん
と
欲
せ
り
」
と
、
孝
誠
仁
皇
后
の
叔
父
と
し
て
専
横
を
振
る
う
「
索

閣
老
」（
索
額
図
）
の
朝
鮮
に
対
す
る
疑
念
と
歳
幣
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
て
お

り
、
衙
訳
（
会
同
館
の
通
官
）
に
「
朝
鮮
、
萬
科
を
設
け
て
壮
士
を
募
り
、
城
池

を
修
む
る
は
何
ぞ
や
」
と
詰
め
寄
ら
れ
た
よ
う
に
、
尹
鑴
の
建
議
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
た
萬
科
（
武
科
）
で
数
多
く
の
兵
士
を
募
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
陳
奏
使
福
昌
君
李
楨
は
事
の
重
大
さ
に
鑑
み
て
「
白
金
萬
五
千
両
」
を

持
参
し
て
四
月
に
赴
京
す
る
が
、
幸
い
に
「
皇
帝
、
特
に
罰
金
を
減
じ
て
、
使
臣

以
下
、
禁
を
犯
す
者
は
皆
な
赦
前
の
事
を
以
て
論
ず
る
勿
か
れ
」
と
の
恩
情
に
あ

ず
か
っ
た
。『
同
文
彙
考
』
に
は
弘
文
館
應
教
の
経
歴
を
持
つ
戸
曹
参
議
兪
夏
益
が

製
述
し
た
「
康
熙
十
六
年
十
一
月
初
四
日
」
付
け
の
「
謝
寛
免
表
」
を
収
録
し
て

お
り
、
朝
鮮
政
府
は
今
回
の
清
使
入
京
中
に
禁
書
私
買
に
か
か
る
こ
の
外
交
問
題
を

収
束
さ
せ
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
清
使
帰
国
前
日
の
一
一
月
九
日
、
粛
宗
が
慕
華
館
で
餞
送
す
る
こ
と
を

知
っ
た
議
政
府
右
参
賛
尹
鑴
は
二
年
前
と
同
様
、「
痘
疫
遍
く
城
中
に
満
つ
る
に
、

殿
下
、
何
ぞ
自
ら
軽
が
る
し
く
危
に
乗
じ
て
遠
出
す
べ
け
ん
や
」
と
、
粛
宗
を
諫

め
た
。
そ
こ
で
粛
宗
は
郊
外
で
の
餞
送
を
取
り
や
め
る
べ
く
、
迎
接
都
監
に
命
じ

て
清
使
に
そ
の
旨
を
伝
達
さ
せ
た
と
こ
ろ
、「
清
の
執
政
索
額
図
」
と
の
衝
突
を
憂

慮
し
て
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
尹
鑴
は
独
自
の
北
伐
論
を
展
開
し
つ
つ
迎

接
都
監
の
不
手
際
を
批
判
す
る
と
、
粛
宗
は
再
度
迎
接
都
監
に
周
旋
を
命
じ
た
が
、

迎
接
都
監
の
指
揮
監
督
者
と
し
て
清
使
に
応
対
し
て
い
た
戸
曹
判
書
呉
始
寿
は
「
今

更
に
請
う
と
雖
も
、
勢
い
動や

や

も
す
れ
ば
聴
し
難
し
」
と
説
得
し
、
大
臣
も
ま
た
「
之

を
言
う
も
益
無
く
、
言
わ
ざ
る
に
如
か
ず
」
と
同
調
し
た
た
め
、
粛
宗
も
慕
華
館

へ
の
駕
幸
に
つ
い
て
は
再
論
を
禁
じ
た
。
そ
し
て
清
使
一
行
が
漢
城
を
離
れ
る
一
一

月
一
〇
日
、
粛
宗
は
寒
風
の
な
か
慕
華
館
に
て
茶
礼
を
行
い
、
清
使
を
餞
送
し
た

の
で
あ
る
。

（
159
）

（
160
）

（
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）

（
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）

（
163
）
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清
使
の
帰
国
か
ら
一
週
間
後
、
礼
曹
は
来
た
る
冬
至
の
宮
中
儀
礼
に
つ
い
て
上

奏
し
て
い
る
。

Ｊ 
一
、
曹
単
子
、
今
十
一
月
二
十
七
日
冬
至
、
大
殿
・
慈
懿
恭
慎
徽
献
大
王
大

妃
殿
・
顕
烈
王
大
妃
殿
・
中
宮
殿
陳
賀
時
、
應
行
節
目
、
磨
錬
開
坐
為ス

ル

ニ
去
乎
、

令
各
該
司
挙
行
何
如
、
一
、
陳
賀
習
儀
乙ヲ

バ良
、
今
十
一
月
二
十
四
日
早
朝
、

宗
親
及
文
武
百
官
以
黒
団
領
、
議
政
府
良ニ中
冬
至
望
闕
礼
習
儀
兼
行
、
而
正

日
大
殿
陳
賀
時
、
殿
下
具
冕
服
、
御
仁
政
殿
、
宗
親
及
文
武
百
官
四
品
以
上

朝
服
、
五
品
以
下
黒
団
領
行
礼
為セ

ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
慈
懿
恭
慎
徽
献
大
王
大
妃
殿
・

顕
烈
王
大
妃
殿
・
中
宮
殿
陳
賀
時
、
百
官
四
品
以
上
仍
朝
服
行
礼
為セ

ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、

（
中
略
）
一
、
未
盡
条
件
、
追追

ッ
テ乎

磨
錬
為セ
ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、
啓
権
停
例
為
之
為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
、

無
習
儀
、（『
朝
賀
謄
録
』
第
一
、
丁
巳
一
一
月
一
八
日
条
）

一
一
月
二
七
日
に
冬
至
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
礼
曹
は
開
坐
（
官
吏
が
集
ま
り

政
務
を
執
る
こ
と
）
し
て
粛
宗
と
大
王
大
妃
・
王
大
妃
（
顕
宗
妃
）・
中
宮
の
四
殿

に
対
す
る
陳
賀
礼
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
陳
賀
礼
の
習
儀
は
一
一
月
二
四
日
の

早
朝
よ
り
議
政
府
に
て
執
り
行
い
、
望
闕
礼
の
習
儀
も
兼
ね
て
行
う
予
定
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
二
七
日
の
冬
至
当
日
に
粛
宗
は
冕
服
の
出
で
立
ち
で
仁
政
殿
に
出
御

し
、
宗
親
と
文
武
百
官
も
位
階
に
応
じ
て
朝
服
・
黒
団
領
を
着
用
の
う
え
祝
賀
儀

礼
に
臨
む
よ
う
、
礼
曹
は
提
案
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
粛
宗
は
冬
至
の
陳
賀
礼

を
略
式
の
権
停
礼
と
す
る
よ
う
礼
曹
に
命
じ
、
史
料
Ｊ
の
末
尾
に
「
習
儀
無
し
」

と
あ
る
よ
う
に
事
前
の
習
儀
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

『
朝
賀
謄
録
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
は
五
月
一
七
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
王
大
妃

の
誕
日
の
ほ
か
、
八
月
一
五
日
の
粛
宗
の
誕
日
に
つ
づ
い
て
九
月
三
日
の
王
妃
の

誕
日
も
す
べ
て
権
停
礼
に
よ
り
陳
賀
礼
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
凶
作
に
よ

る
財
政
難
の
た
め
、
政
府
は
六
品
官
以
上
の
俸
禄
を
減
額
し
た
う
え
、
三
名
日
の

方
物
進
献
に
つ
い
て
は
免
除
す
る
よ
う
決
定
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の

異
常
低
温
現
象
を
原
因
と
し
て
朝
鮮
半
島
を
襲
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
庚
辛
大
飢
饉
（
顕

（
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（
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宗
一
一
～
一
二
年
）
の
余
波
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
弘
文
館
大
提
学
兼
同
知
経
筵
事

李
敏
叙
が
「
辛
丑
（
＝
顕
宗
二
年
）
よ
り
以
後
、
常
に
旱
災
多
く
、
辛
亥
（
＝
顕

宗
一
二
年
）
に
至
り
て
極
ま
れ
り
。
辛
亥
後
十
餘
年
、
一
た
び
も
未
だ
豊
熟
せ
ず
、

今
年
も
又
た
此
く
の
如
し
」
と
発
言
し
た
よ
う
に
、
顕
宗
代
以
来
の
自
然
災
害
は

深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
冬
至
の
陳
賀
礼
も
略
式
で
済
ま
す
よ
う

粛
宗
が
命
じ
た
点
に
関
し
て
は
、
異
例
の
措
置
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
清

使
が
漢
城
を
離
れ
て
い
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼
曹
が
冬
至
の
望
闕
礼
の
習
儀
に
つ

い
て
も
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
制
上
、

望
闕
礼
の
習
儀
参
席
は
文
武
百
官
に
と
っ
て
は
義
務
で
あ
り
、
た
と
え
名
節
に
清

使
が
漢
城
に
不
在
で
あ
れ
、
清
使
が
鴨
緑
江
を
渡
る
ま
で
は
議
政
府
に
て
習
儀
を

執
り
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
冬
至
に
は
略
式
な
が
ら
百
官

に
よ
る
陳
賀
礼
の
た
め
に
昌
徳
宮
の
開
門
時
間
が
早
め
ら
れ
、
冬
至
当
日
は
承
政

院
と
弘
文
館
が
四
殿
に
問
安
し
た
。
一
二
月
中
旬
に
な
る
と
礼
曹
は
、
来
年
正
朝
の

陳
賀
礼
も
今
回
の
冬
至
の
手
順
と
同
様
に
行
う
旨
、
上
奏
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

た
び
重
な
る
凶
荒
に
配
慮
し
た
粛
宗
は
礼
曹
に
権
停
礼
を
命
じ
、
習
儀
に
つ
い
て

も
不
要
と
回
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
正
朝
の
望
闕
礼
が
仁
政
殿
に
て
挙

行
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

②
皇
后
伝
訃
使
の
入
京

康
熙
帝
の
第
二
皇
后
で
あ
っ
た
孝
昭
仁
皇
后
に
関
連
し
て
、
半
年
後
の
粛
宗
四

年
聖
節
の
事
例
に
つ
い
て
も
取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
粛
宗
四
年
三
月
八
日
、
礼
曹

は
聖
節
の
望
闕
礼
の
習
儀
を
一
五
日
早
朝
よ
り
議
政
府
に
て
執
り
行
う
よ
う
上
奏

し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
。『
勅
使
謄
録
』
に
よ
れ
ば
、
聖
節
当
日
の
国
王
出
御
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
承
政
院
が
直
前
に
伺
い
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。『
承
政
院
日
記
』
は
三
月
中
旬
の
記
録
に
脱
落
が
あ
り
、
予
定
さ
れ
て
い
た

三
月
一
五
日
に
宗
親
と
文
武
百
官
が
習
儀
を
執
り
行
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
判

（
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然
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
翌
一
六
日
に
礼
曹
は
四
年
前
の
「
甲
寅
年
皇
后
喪
伝

訃
迎
勅
時
の
謄
録
」
を
取
り
出
し
て
急
遽
、
迎
接
儀
礼
の
準
備
に
入
っ
て
い
る
。
聖

節
の
一
八
日
に
は
平
安
道
観
察
使
李
宇
鼎
よ
り
「
清
使
、
皇
后
の
訃
を
伝
う
る
を

以
て
出
来
す
」
と
の
急
報
が
漢
城
に
届
い
て
お
り
、
承
政
院
が
粛
宗
に
仁
政
殿
出
御

の
意
向
を
伺
う
ま
で
も
な
く
、
昌
徳
宮
に
て
望
闕
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
、
礼
曹
は
「
迎
勅
の
習
儀
、
前
例
に
依
り
只
だ
一
度

行
う
」
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
習
儀
を
二
〇
日
早
朝
よ
り
執
り
行
う
よ
う
提

案
し
て
許
可
さ
れ
た
が
、
あ
い
に
く
二
〇
日
当
日
は
降
雨
の
た
め
百
官
が
習
儀
を

行
う
こ
と
は
困
難
と
な
り
、
習
儀
は
翌
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
。

す
で
に
二
月
下
旬
に
粛
宗
の
病
状
は
回
復
し
、
三
月
中
旬
に
は
快
癒
を
祝
っ
て

宗
廟
へ
の
報
告
と
陳
賀
礼
の
開
催
に
加
え
、
朝
鮮
全
土
に
恩
赦
令
が
頒
布
さ
れ
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郊
外
で
の
迎
勅
儀
礼
と
便
殿
で
の
清
使
接
見
は
困
難

と
判
断
し
た
備
辺
司
は
、
遠
接
使
に
任
じ
ら
れ
た
工
曹
判
書
李
之
翼
に
清
使
へ
の

周
旋
を
指
示
し
、
清
使
入
京
直
前
に
は
戸
曹
判
書
呉
始
寿
を
遣
わ
し
て
説
得
に
あ

た
ら
せ
た
。
孝
昭
仁
皇
后
の
訃
報
を
も
た
ら
す
一
等
侍
衛
塞セ

レ勒
・
内
閣
侍
読
学
士

舒シ
ユ
シ
ユ恕

一
行
を
左
議
政
権
大
運
と
都
承
旨
鄭
錀
ら
が
弘
済
院
ま
で
出
迎
え
た
の
は
、

三
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
粛
宗
は
内
侍
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
熙
政

堂
に
清
使
を
接
見
し
て
哀
悼
の
意
を
表
し
、
仁
政
殿
で
は
勅
書
が
宣
読
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
大
司
憲
を
辞
し
て
散
職
な
が
ら
軍
令
機
関
と
し
て
存
続
す
る
五
衛
都
総

府
の
護
軍
に
転
じ
た
尹
鑴
は
、
そ
の
直
前
に
承
政
院
に
謁
見
を
申
し
入
れ
て
い
た
。

二
三
日
午
前
八
時
頃
に
熙
政
堂
西
棟
の
別
儲
廂
（
の
ち
克
綏
斎
と
改
称
）
に
て
領

議
政
許
積
・
左
議
政
権
大
運
ら
と
と
も
に
粛
宗
に
面
会
し
た
尹
鑴
は
、「
病
患
是
く

の
如
き
の
中
、
何
ぞ
必
ず
し
も
便
殿
に
出
で
、
促
膝
し
て
接
待
せ
ん
や
。
若
し
病

を
以
て
未
だ
能
く
迎
勅
せ
ず
、
亦
た
出
で
て
接
す
る
を
得
ず
、
勅
使
必
ず
我
に
見

え
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
須
ら
く
臥
内
に
入
来
す
べ
し
と
爾し

か
云
わ
ば
、
則
ち
好よ

き
に
似
た
り
」
と
便
殿
で
の
清
使
接
見
に
つ
い
て
助
言
す
る
に
と
ど
ま
り
、
前
年
一
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一
月
の
よ
う
に
強
硬
な
北
伐
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

清
使
が
帰
国
す
る
前
日
、
別
儲
廂
に
出
御
し
た
粛
宗
は
清
使
の
要
望
に
応
え
て

計
一
四
挺
の
朝
鮮
製
鳥
銃
と
長
剣
八
振
を
贈
り
、
戸
曹
判
書
呉
始
寿
・
領
議
政
許

積
と
協
議
の
う
え
、
清
使
の
怒
り
を
鎮
め
た
と
い
う
大
通
官
金
巨
軍
に
は
銀
二
千

両
を
渡
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
当
初
、
清
使
は
「
倭
銃
剣
」
を
要
求
し
て
い
た
が
、

迎
接
都
監
は
「
倭
人
の
防
禁
極
め
て
厳
し
く
、
銃
剣
の
出
で
ざ
る
こ
と
已
に
久
し
。

公
私
に
旁
求
す
る
も
得
べ
き
路
無
し
」
と
説
明
し
て
「
郷
物
」
の
銃
剣
を
贈
っ
た
。

ま
た
、
呉
始
寿
が
「
今
番
勅
使
来
る
時
、
上
よ
り
未
だ
郊
迎
す
る
を
得
ざ
れ
ば
、

勅
使
顕
わ
に
怒
気
有
り
。
大
通
官
金
巨
軍
、
言
を
為
し
て
良や

や

久
し
く
し
て
後
ち
、

怒
気
乃
ち
解
く
。
故
に
巨
軍
、
以
て
己
が
功
と
為
し
て
望
む
所
甚
だ
高
く
、
未
だ

何
を
か
為
す
を
知
ら
ず
」
と
困
惑
し
て
い
た
。
大
通
官
に
よ
る
中
間
操
作
も
考
え

ら
れ
る
が
、
迎
接
都
監
提
調
の
呉
始
寿
と
し
て
は
信
用
す
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
高

額
な
賄
賂
を
要
求
す
る
金
巨
軍
に
対
し
て
、
粛
宗
は
ま
ず
銀
千
両
を
渡
し
て
様
子

を
み
よ
う
と
考
え
た
が
、
呉
始
寿
は
「
若
し
梗
を
生
じ
て
後
ち
之
を
給
せ
ば
、
則

ち
其
の
数
啻
だ
に
数
倍
の
み
な
ら
ず
、
而
も
亦
た
必
ず
載
送
の
弊
有
ら
ん
」
と
異

を
唱
え
、
許
積
も
「
此
く
の
如
き
の
事
、
続
続
と
し
て
変
通
す
べ
か
ら
ず
。
先
ず

二
千
両
を
給
す
る
の
後
ち
、
如
し
已
む
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
数
百
両
を
加
給
す
る

も
亦
た
宜
當
と
為
す
」
と
助
言
し
て
決
着
し
た
の
で
あ
る
。
清
使
一
行
は
滞
在
期
間

を
二
日
間
延
長
し
て
二
七
日
に
漢
城
を
離
れ
、
文
武
百
官
は
迎
恩
門
に
て
再
拝
礼

で
見
送
っ
た
。
清
使
の
漢
城
滞
在
は
わ
ず
か
六
日
間
で
あ
っ
た
が
、
鳥
銃
の
贈
答
の

み
な
ら
ず
大
通
官
へ
の
贈
賄
も
な
か
ば
常
態
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
清
使
は
事
前
の
通
達
が
な
い
ま
ま
入
京
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼

曹
は
限
ら
れ
た
日
程
と
気
象
条
件
の
な
か
で
迎
勅
儀
礼
に
向
け
て
習
儀
の
準
備
を

進
め
て
お
り
、
形
骸
化
し
た
望
闕
礼
の
習
儀
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

ま
た
、
清
使
に
対
す
る
尹
鑴
の
姿
勢
が
軟
化
す
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
兵
士
を
募
集
す
る
萬
科
の
実
施
が
清
に
知
ら
れ
、
朝
鮮
の
軍

（
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備
増
強
が
朝
清
関
係
に
緊
張
感
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。

（
２
）
台
諫
に
よ
る
習
儀
の
監
察

①
三
藩
の
乱
平
定
と
頒
詔
使
迎
接
儀
礼

粛
宗
八
年
前
半
期
に
は
清
使
を
二
度
、
漢
城
に
迎
え
入
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
二

月
二
一
日
に
一
等
侍
衛
武
備
院
堂
上
儀イ

ド
ゥ
＝
エ
ジ
ェ
ン

図
額
真
羅
一
行
が
呉
世
璠
（
平
西
王
呉
三

桂
の
孫
）
征
討
を
天
下
に
布
告
す
べ
く
入
京
し
、
一
週
間
後
の
二
七
日
に
帰
国
し

た
。
八
年
に
お
よ
ん
だ
三
藩
の
乱
の
終
結
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
正
月
上
旬
に
謝
恩

使
の
昌
城
君
李
佖
（
宣
祖
庶
九
男
慶
昌
君
珘
の
四
男
）
よ
り
「
聞
く
な
ら
く
、
四

川
・
雲
南
次
第
に
平
定
し
て
呉
世
蕃マ

マ

、
首
を
北
京
に
伝
う
、
應
に
赦
勅
有
る
べ
し
」

「
皇
帝
、
太
后
と
明
春
を
以
て
瀋
陽
に
巡
向
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
清
・
漢
人
、
議

を
異
に
し
て
決
せ
ず
と
云
え
り
」
と
の
急
報
が
鳳
凰
城
か
ら
漢
城
に
届
い
て
い
た
。

「
虜
使
」
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
例
に
よ
っ
て
沿
路
の
客
館
に
掲
げ
ら
れ
た
「
天

使
」
所
製
の
扁
額
は
事
前
に
撤
去
さ
せ
て
い
る
。
粛
宗
は
恩
赦
令
を
下
し
て
百
官
の

品
階
を
加
資
し
、
清
使
は
従
者
と
と
も
に
三
田
渡
へ
遊
覧
し
た
の
ち
、
東
関
王
廟

に
立
ち
寄
っ
て
再
叩
頭
礼
を
行
っ
た
。
正
使
は
武
備
院
の
長
官
を
務
め
て
お
り
、
朝

鮮
の
「
武
廟
」
に
も
関
心
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
清
使
一
行
に
は
大
通
官
李
一
善

も
同
行
し
て
い
た
が
、
右
承
旨
李
世
翊
が
迎
接
都
監
の
報
告
と
し
て
「
一
善
等
答

う
る
に
、
前さ

き
に頭

勅
行
連
続
す
れ
ど
も
、
今
番
の
接
待
、
極
め
て
款
曲
と
為
す
を
以

て
、
感
激
し
て
去
る
と
云
え
り
」
と
上
奏
し
た
よ
う
に
、
と
く
に
問
題
は
生
じ
な

か
っ
た
と
み
え
る
。

そ
し
て
わ
ず
か
一
〇
日
後
の
三
月
七
日
、
護
軍
統
領
杭ハ

ン

奇チ

一
行
が
入
京
し
、
康

熙
帝
が
三
藩
の
乱
平
定
を
祝
う
べ
く
太
皇
太
后
・
皇
太
后
の
尊
号
を
加
上
し
た
と

の
詔
書
を
も
た
ら
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
粛
宗
が
今
回
も
病
を
押
し
て
漢
城
郊
外
ま

で
清
使
を
出
迎
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
諫
院
の
官
員
は
だ
れ
ひ
と
り
進
参
せ
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ず
、
承
政
院
も
彼
ら
を
呼
び
出
さ
な
か
っ
た
た
め
、
承
旨
の
取
り
調
べ
を
命
じ
た
。

そ
も
そ
も
、
司
諫
院
の
官
員
は
事
前
の
習
儀
に
さ
え
参
席
し
て
い
な
か
っ
た
。
翌
日

に
仁
政
殿
で
は
清
帝
室
の
慶
賀
の
た
め
百
官
に
加
資
す
る
と
と
も
に
恩
赦
令
が
下

さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
郊
迎
の
際
に
不
手
際
が
あ
っ
た
承
旨
と
新
任
の
司
諫
院

正
言
が
更
迭
さ
れ
て
い
る
。
領
議
政
金
寿
恒
の
進
言
と
司
憲
府
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、

司
諫
院
の
行
動
は
未
曾
有
の
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

Ｋ 

①
（
領
議
政
金
寿
恒
請
対
時
）
又
所
啓
、
人
主
左
右
、
不
可
一
日
無
台
諫
、

故
挙
動
時
、
必
使
両
司
備
員
、
自
是
古
例
、
至
於
習
儀
之
時
、
両
司
不
備
、

則
亦
不
得
行
、
或
諫
院
有
故
、
則
必
啓
稟
以
後
、
仍
為
行
礼
、
今
日
郊
外
挙

動
、
諫
院
無
一
人
進
参
者
、
此
実
曾
所
未
有
之
事
、
諫
院
新
除
之
官
亦
有
在

京
者
、
所
當
牌
招
察
任
、
政
院
終
無
改
稟
之
挙
、
難
免
不
察
之
失
、
莫
重
規

例
、
到
今
廃
墜
、
尤
極
未
安
、
當
該
承
旨
従
重
推
考
何
如
、
上
曰
、
依
為
之
、

Ｋ 

②
府
前
啓
、（
中
略
）
国
制
之
大
小
挙
動
、
必
有
両
司
、
然
後
乃
行
、
其
意
有

在
、
故
自
前
或
値
両
司
有
故
之
時
、
則
雖
急
遽
之
際
、
必
変
通
備
員
、
不
備

則
停
止
而
不
得
行
、
此
国
朝
以
来
古
事
然
也
、
昨
者
慕
華
館
挙
動
時
、
諫
院

無
行
公
之
員
、
而
政
院
曚
然
不
察
、
聖
上
往
返
城
外
、
而
終
致
諫
院
之
闕
従
、

此
曾
所
未
有
之
事
也
、
非
尋
常
不
察
之
比
、
不
可
推
考
而
止
、
請
當
該
承
旨

遞
差
、
君
上
駕
行
郊
外
、
則
百
官
奉
職
而
従
、
苟
非
有
難
強
之
疾
、
難
仕
之

嫌
、
則
義
不
當
晏
然
退
在
也
、（
中
略
）
近
来
百
僚
怠
職
、
凡
於
挙
動
之
際
、

不
成
班
列
貌
様
、
誠
極
寒
心
、
今
日
頒
教
時
、
堂
上
以
上
尤
甚
不
進
、
班
列

殆
空
、
事
甚
埋
没
、
請
堂
上
以
上
有
実
病
及
事
故
人
外
、
不
進
人
員
並
命
摘

発
推
考
、（
中
略
）
答
曰
、（
中
略
）
遞
差
及
推
考
事
及
下
諭
事
、
依
啓
、（
後

略
）（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
初
八
日
丙

辰
条
）

領
議
政
金
寿
恒
と
司
憲
府
が
問
題
視
し
た
の
は
望
闕
礼
の
習
儀
で
は
な
く
、
慕

華
館
で
の
迎
接
儀
礼
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
現
実
的
な
対
清
外
交
儀
礼
に
お
け
る

（
186
）

（
187
）

（
188
）
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司
諫
院
の
職
務
怠
慢
は
、
虚
礼
化
し
た
望
闕
礼
の
習
儀
の
あ
り
方
に
通
底
す
る
。

三
月
八
日
の
郊
迎
後
、
金
寿
恒
は
急
遽
粛
宗
に
面
会
し
、「
是
れ
よ
り
古
例
、
習
儀

の
時
に
至
り
両
司
備
わ
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
亦
た
行
う
を
得
ず
、
或
い
は
諫
院
故
有

ら
ば
、
則
ち
必
ず
啓
稟
以
後
、
仍
り
て
行
礼
を
為
す
。
今
日
の
郊
外
挙
動
、
諫
院

一
人
の
進
参
す
る
者
無
く
、
此
れ
実
に
曾
て
未
だ
有
ら
ざ
る
所
の
事
な
り
」
と
発

言
し
た
よ
う
に
、
司
諫
院
の
官
員
は
事
前
の
習
儀
の
み
な
ら
ず
郊
迎
当
日
に
も
進

参
し
て
い
な
か
っ
た
。
金
寿
恒
は
当
該
承
旨
を
厳
格
に
尋
問
す
る
よ
う
要
請
し
、

い
っ
た
ん
粛
宗
の
裁
可
を
得
る
こ
と
に
な
る
（
史
料
Ｋ
①
）。
と
こ
ろ
が
、
司
憲
府

は
承
旨
の
処
分
を
尋
問
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
更
迭
と
い
う
厳
罰
を
要
請

し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
司
諫
院
に
対
し
て
も
「
昨
者
、
慕
華
館
挙
動
の
時
、
諫
院

行
公
の
員
無
く
、
而
も
政
院
曚
然
と
し
て
察
せ
ず
。
聖
上
城
外
を
往
返
す
れ
ど
も
、

終
に
諫
院
の
闕
従
を
致
す
は
、
此
れ
曾
て
未
だ
有
ら
ざ
る
所
の
事
な
り
」
と
弾
劾

し
た
。
国
王
の
御
駕
が
郊
迎
の
た
め
城
外
を
往
復
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儀
礼

の
監
察
を
担
当
す
べ
き
司
諫
院
の
官
員
が
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
扈
従
し
な
か
っ
た

の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
司
憲
府
は
「
近
来
、
百
僚
職
を
怠
り
、
凡
そ
挙
動
の
際
に

於
い
て
は
班
列
の
貌
様
を
成
さ
ず
、
誠
に
極
め
て
寒
心
す
」
と
批
判
し
て
お
り
、

司
諫
院
の
み
な
ら
ず
文
武
百
官
の
怠
業
は
常
態
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
仁
政
殿
で
は
宗
親
と
百
官
は
略
式
の
権
停
礼
に
よ
り
恩
赦
令
頒
布
の
儀
に
臨

む
こ
と
が
事
前
に
決
定
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
司
憲
府
は
「
今
日
頒
教
の
時
、
堂

上
以
上
尤
も
甚
だ
進
ま
ず
、
班
列
殆
ど
空
し
く
、
事
甚
だ
埋
没
す
」
と
、
閑
散
と

し
た
殿
庭
の
状
況
に
つ
い
て
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
（
史
料
Ｋ
②
）。

司
諫
院
も
政
府
高
官
も
清
の
太
皇
太
后
の
尊
号
加
上
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
と
み

え
る
。

そ
の
後
、
清
使
は
急
病
の
た
め
、
次
通
官
と
従
者
が
三
田
渡
碑
閣
の
参
観
に
出

か
け
た
。
鳥
銃
の
贈
与
も
恒
例
と
な
っ
て
お
り
、
清
使
の
要
望
に
よ
り
康
熙
帝
へ

の
献
上
用
も
含
め
て
計
一
四
挺
を
渡
し
て
い
る
。
清
使
の
漢
城
滞
在
期
間
を
引
き
延

（
189
）

（
190
）

（
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）

ば
す
こ
と
も
ま
た
外
交
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
右
副
承
旨
李
世
翊
・
領
議
政
金
寿
恒

の
懇
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
使
は
予
定
ど
お
り
三
月
一
五
日
に
漢
城
を
発
っ
て

陪
都
の
盛ム

ク

京デ
ン（
瀋
陽
）
へ
向
か
い
た
い
と
い
う
。
三
藩
の
乱
を
鎮
圧
し
た
康
熙
帝
は

三
月
上
旬
に
親
政
後
二
度
目
の
東
北
巡
幸
（
東
巡
）
を
実
施
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
康
熙
帝
は
「
祖
宗
創
立
の
鴻
基
」
た
る
盛
京
東
郊
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
（
在
位

一
六
一
六
～
二
六
年
）
陵
（
福
陵
）
と
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
陵
（
昭
陵
）
で
祭
祀
を

行
い
、
ま
た
ヌ
ル
ハ
チ
の
祖
先
ら
を
祀
る
興
京
の
永
陵
に
も
詣
で
て
「
雲
南
底
定
、

海
宇
蕩
平
」
を
報
告
し
て
い
た
。
朝
鮮
政
府
も
す
で
に
左
議
政
閔
鼎
重
を
問
安
使
と

し
て
盛
京
に
派
遣
し
て
い
た
か
ら
、
無
理
に
清
使
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
な
か
、
病
床
に
伏
す
粛
宗
は
一
五
日
に
漢
城
を
離

れ
る
清
使
を
昌
徳
宮
の
正
殿
で
は
な
く
便
殿
に
招
き
、
百
官
が
迎
恩
門
で
清
使
を

見
送
っ
た
。

②
諫
官
不
在
の
習
儀

こ
の
年
三
月
一
八
日
の
聖
節
に
先
立
ち
、
望
闕
礼
の
習
儀
は
吉
日
の
一
四
日
に

行
う
こ
と
が
す
で
に
決
定
し
て
い
た
。
前
例
に
な
ら
っ
て
議
政
府
で
は
早
朝
よ
り

宗
親
な
ら
び
に
文
武
百
官
が
黒
団
領
の
出
で
立
ち
で
習
儀
を
執
り
行
い
、
聖
節
当

日
の
国
王
出
御
に
つ
い
て
は
承
政
院
が
直
前
に
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て

も
前
例
を
踏
襲
し
て
い
る
。
で
は
、
清
使
が
漢
城
に
滞
在
す
る
な
か
、
は
た
し
て
百

官
は
望
闕
礼
の
習
儀
を
実
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
清
使
の
帰
国
後
に
承

政
院
と
粛
宗
は
聖
節
の
望
闕
礼
に
つ
い
て
い
か
な
る
措
置
を
執
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。Ｌ 

一
、
曹
単
子
、
聖
節
望
闕
礼
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
諫
院
之
官
皆
有
故
不

得
進
参
云
、
雖
無
諫
院
、
依
前
例
仍
為
行
礼
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
、（『
勅

使
謄
録
』
第
六
、
壬
戌
三
月
一
四
日
条
）

Ｍ 

①
宋
昌
啓
曰
、
明
日
聖
節
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
196
）
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道
、（『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
一
七
日
乙
丑
条
）

Ｍ 
②
一
、
政
院
啓
辞
、
明
日
聖
節
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、

知
道
、（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
壬
戌
三
月
一
七
日
条
）

習
儀
当
日
の
一
四
日
に
な
っ
て
、
司
諫
院
の
官
員
が
み
な
都
合
に
よ
り
参
加
で

き
な
い
と
の
報
告
に
接
し
た
も
の
の
、
礼
曹
は
「
諫
院
無
し
と
雖
も
、
前
例
に
依

り
仍
り
て
行
礼
を
為
す
は
何
如
」
と
上
奏
し
て
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
（
史
料
Ｌ
）。

司
諫
院
が
迎
勅
儀
礼
の
習
儀
の
み
な
ら
ず
、
慕
華
館
で
の
郊
迎
に
も
扈
従
し
な
か
っ

た
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
（
史
料
Ｋ
①
②
）。
清
使
が
帰
国
す
る

と
、
聖
節
の
前
日
に
右
承
旨
宋
昌
は
「
明
日
聖
節
の
望
闕
礼
、
近
例
に
依
り
之
を

為
す
の
意
、
敢
え
て
啓
す
」
と
報
告
し
、
粛
宗
の
了
承
を
得
た
（
史
料
Ｍ
①
②
）。

清
使
一
行
は
二
日
前
に
漢
城
を
離
れ
て
お
り
、
粛
宗
が
百
官
を
率
い
て
聖
節
を
祝

う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
粛
宗
元
年
聖
節
の
承
旨
に
よ
る
事
前
報
告
（
史
料
Ｃ
）
に

み
た
よ
う
に
、「
近
例
」
と
は
略
式
の
権
停
礼
で
は
な
く
望
闕
礼
そ
れ
自
体
の
停
止

を
意
味
す
る
こ
と
は
、
繰
り
返
し
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

迎
接
都
監
の
事
後
報
告
に
よ
れ
ば
、
今
回
は
大
通
官
に
周
旋
を
依
頼
す
べ
き
懸

案
事
項
は
と
く
に
な
か
っ
た
た
め
、
前
例
に
な
ら
い
張
孝
礼
へ
の
「
密
贈
」
銀
は

千
両
、
尹
孫
に
は
七
百
両
を
上
限
額
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
孝
礼
、

前
に
一
千
五
百
両
を
得
る
を
以
て
、
今
数
を
減
ず
べ
か
ら
ず
と
云
え
り
」
と
受
け

取
り
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
大
臣
と
協
議
し
た
結
果
、
帰
路
で
問
題
を
起
こ
さ
ぬ

よ
う
早
馬
で
銀
千
五
百
両
を
松
都
（
開
城
）
へ
送
り
届
け
さ
せ
た
と
い
う
。
か
つ

て
粛
宗
六
年
閏
八
月
の
不
法
越
境
者
査
問
の
際
に
張
孝
礼
へ
渡
し
た
の
は
千
四
百

両
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欲
深
く
偽
っ
て
百
両
を
上
乗
せ
し
て
お
り
、「
孝

礼
の
人
と
為
り
、
渠
輩
之
れ
亦
た
賤
悪
す
る
所
の
者
な
り
」
と
不
評
を
買
っ
て
い

る
。
こ
の
迎
接
都
監
の
報
告
は
聖
節
前
日
の
こ
と
で
あ
り
、
承
政
院
が
粛
宗
に
仁
政

殿
出
御
の
意
向
を
伺
う
ま
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

当
時
、
朝
清
間
で
は
朝
鮮
人
の
不
法
越
境
に
加
え
て
外
交
文
書
の
書
式
を
め
ぐ

（
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）

る
問
題
も
発
生
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
み
た
謝
恩
使
李
佖
一
行
が
北
京

に
赴
い
た
の
は
前
年
の
粛
宗
七
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
本
来
の
赴

京
目
的
は
三
藩
の
乱
に
関
す
る
情
報
収
集
で
は
な
い
。
実
録
記
事
に
は
「
是
れ
よ

り
先
、
我
が
辺
民
彼
の
境
に
越
入
す
る
者
有
り
、
清
、
使
を
遣
わ
し
て
査
勘
す
。

又
た
文
書
差
誤
有
る
に
因
り
て
、
該
部
奏
し
て
當す

な
わ

ち
罰
銀
を
請
う
も
、
清
主
、
特

に
除
免
を
行
え
り
。
故
に
使
を
遣
わ
し
て
之
を
謝
せ
し
む
る
な
り
」
と
簡
潔
に
記

さ
れ
て
い
る
。
礼
部
の
議
奏
に
よ
っ
て
粛
宗
に
科
さ
れ
た
「
罰
銀
一
萬
両
」
が
康
熙

帝
の
寛
恕
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
た
め
、
粛
宗
は
宗
親
を
派
遣
し
て
深
謝
し
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
正
月
に
帰
途
の
鳳
凰
城
よ
り
漢
城
に
届
い
た
謝
恩
使
李

佖
の
急
報
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
が
奉
呈
し
た
表
箋
に
は
「
称
謝
」（
謝
意
を
述
べ
る
）

の
「
謝
」
字
を
改
行
せ
ず
に
連
書
す
る
な
ど
、
書
式
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
礼
部

に
詰
問
さ
れ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
礼
部
の
咨
文
に
は
康
熙
帝
の
配
慮
に
よ
り
「
従

寛
（
＝
寛
大
に
も
）
罰
を
免
ず
」
と
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
文
で
は
こ
れ

を
忠
実
に
引
用
す
る
こ
と
な
く
「
罰
銀
一
萬
両
を
減
ず
」
と
書
き
記
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
清
使
に
よ
る
査
問
の
回
避
と
引
き
換
え
に
賄
賂
を
要
求
さ
れ
、「
罰
銀

五
千
両
」
で
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。
同
年
一
一
月
に
帰
国
し
た
陳
賀
使
瀛
昌
君
李

沈
（
宣
祖
庶
六
男
順
和
君
𤣰
の
孫
）・
副
使
尹
以
済
の
復
命
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
礼
部
尚
書
は
朝
鮮
を
加
護
し
て
き
た
が
、「
人
と
為
り
甚
だ
苛
察
」
な
額エ

星セ
ン

格コ

が
礼
部
左
侍
郎
に
就
任
す
る
と
、
朝
鮮
で
は
か
ね
て
よ
り
悪
評
を
買
う
通
官
李
一

善
で
さ
え
「
星
格
若
し
久
し
く
礼
部
に
在
ら
ば
、
則
ち
此
の
後
ち
事
を
生
ぜ
ん
こ

と
慮
る
べ
し
」
と
漏
ら
し
た
と
い
う
。
既
述
の
ご
と
く
、
そ
の
後
も
三
道
溝
事
件
に

よ
り
朝
鮮
政
府
は
粛
宗
一
二
年
六
月
に
左
議
政
南
九
萬
一
行
を
清
に
派
遣
し
て
「
罰

銀
二
萬
両
」
を
納
め
て
お
り
、
朝
清
相
互
の
緊
張
関
係
は
つ
づ
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
不
安
定
な
朝
清
関
係
を
背
景
に
、
望
闕
礼
の
習
儀
の
監
察
は
し
だ
い

に
弛
緩
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
粛
宗
一
二
年
冬
至
の
場
合
、
左

承
旨
洪
萬
鍾
は
習
儀
が
予
定
さ
れ
て
い
る
一
一
月
五
日
に
は
政
務
を
一
時
停
止
す

（
198
）

（
199
）

（
200
）
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る
よ
う
粛
宗
に
事
前
に
要
請
し
（「
視
事
頉
稟
」
と
い
う
）、
当
日
は
都
承
旨
李
選

が
習
儀
に
参
席
す
べ
く
退
出
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
。
す
で
に
「
康
熙
壬
寅
」（
顕

宗
三
年
）
に
は
、
宗
廟
大
祭
の
前
日
・
当
日
の
ほ
か
望
闕
礼
の
習
儀
は
政
務
に
優

先
せ
よ
、
と
の
王
命
が
下
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
諫
院
の
官
員
の
大
半

は
都
合
に
よ
り
習
儀
に
進
参
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
例
に
な
ら
っ
て
諫
官
不
在

の
ま
ま
習
儀
を
執
り
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
習
儀
当
日
に
は
司
諫
院

の
み
な
ら
ず
司
憲
府
監
察
一
三
名
も
ほ
と
ん
ど
都
合
が
つ
か
な
い
と
い
う
異
例
の

事
態
が
生
じ
た
た
め
、
礼
曹
は
承
政
院
を
通
じ
て
善
処
す
る
よ
う
上
奏
し
た
。
こ
れ

を
受
け
た
承
政
院
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
司
憲
府
監
察
一
三
名
は
祭
祀
儀
礼
、
親
の

病
気
、
任
命
資
格
審
査
中
な
ど
正
当
な
事
情
に
よ
り
習
儀
に
参
席
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
た
だ
監
察
李
相
頊
の
み
参
席
可
能
だ
と
い
う
。
本
人
は
病
気
を
患
っ

て
い
る
も
の
の
、
い
ま
の
と
こ
ろ
彼
以
外
に
監
察
官
が
い
な
い
た
め
、
病
を
押
し

て
習
儀
に
進
参
す
る
よ
う
、
司
憲
府
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
李
相
頊
が
実

際
に
出
仕
で
き
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
が
、
儀
礼
を
管
掌
す
る
礼
曹

は
そ
の
職
務
上
、
台
諫
（
司
憲
府
と
司
諫
院
）
不
在
の
ま
ま
習
儀
を
執
り
行
う
こ

と
は
躊
躇
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
翌
六
日
に
は
承
旨
が
望
闕
礼
の
習
儀
の
た
め
に

退
出
を
願
い
出
た
記
録
が
断
片
的
な
が
ら
残
っ
て
お
り
、
監
察
の
都
合
に
よ
り
習
儀

は
順
延
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
一
月
七
日
の
冬
至
に
昌
徳
宮
に
て
望
闕
礼
が
実
施
さ
れ
た
と
の
記
録
は
な
い

が
、
当
日
は
大
王
大
妃
の
誕
日
で
も
あ
り
、
承
政
院
・
弘
文
館
の
ほ
か
二
品
以
上

の
高
官
と
六
曹
の
長
官
が
大
王
大
妃
・
粛
宗
・
中
宮
の
三
殿
に
問
安
し
た
。
こ
の

日
は
右
議
政
李
端
夏
が
持
病
の
た
め
「
今
日
の
朝
賀
両
礼
、
趨
参
す
る
を
得
ず
、

臣
の
職
を
罷
め
、
以
て
朝
綱
を
粛た

だ

さ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
上
奏
文
を
奉
っ
た
と
こ

ろ
、
粛
宗
は
慰
留
し
て
お
り
、「
朝
賀
両
礼
」
つ
ま
り
冬
至
と
大
王
大
妃
の
誕
日
を

あ
わ
せ
て
祝
う
朝
賀
礼
（
陳
賀
礼
）
が
催
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
年
五

月
に
は
大
王
大
妃
の
還
暦
を
祝
っ
て
尊
号
が
加
上
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
粛
宗

（
201
）

（
202
）

（
203
）

（
204
）

（
205
）

（
206
）

（
207
）

（
208
）

に
よ
り
朝
鮮
王
室
の
威
厳
が
高
め
ら
れ
る
な
か
、
文
武
百
官
が
略
式
で
あ
れ
康
熙

帝
の
た
め
に
冬
至
を
祝
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
習
儀
欠
席
者
の
処
分

名
節
の
望
闕
礼
が
た
と
え
大
清
皇
帝
の
た
め
と
は
い
え
、
事
前
の
習
儀
は
文
武

百
官
に
と
っ
て
義
務
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
習
儀
に
際
し
て
は
司
憲
府

と
司
諫
院
が
監
察
に
あ
た
る
こ
と
も
す
で
に
検
討
済
み
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
粛
宗
代
に
は
百
官
が
望
闕
礼
の
習
儀
を
怠
っ
て
告
発
さ
れ
た
事
例
を
少
な
く

と
も
二
件
確
認
で
き
る
。

Ｎ 

府
啓
、（
中
略
）
新
啓
、
百
隷
怠
慢
之
習
為
近
日
痼
弊
、
今
此
正
朝
望
闕
礼
習

儀
時
、
東
班
正
三
品
以
上
来
参
者
只
有
両
人
、
而
西
班
亦
甚
虚
疎
、
不
成
貌

様
、
誠
極
寒
心
、
除
実
病
公
故
者
外
、
應
参
不
参
者
、
請
並
命
従
重
推
考
、

（
中
略
）
答
曰
、
不
允
、
推
考
及
処
置
事
、
依
啓
、（『
承
政
院
日
記
』
第
三
〇

六
冊
、
粛
宗
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
丙
辰
条
）

Ｏ 

司
諫
李
頤
晩
啓
曰
、
日
昨
政
府
肄
儀
時
、
一
依
親
臨
挙
動
例
為
之
、
則
東
西

班
百
官
所
當
一
斉
進
参
、
而
西
班
則
二
品
以
上
只
二
員
、
東
班
則
堂
上
以
上

無
一
人
来
参
者
、
其
在
事
体
殊
渉
未
妥
、
請
東
班
三
品
以
上
除
呈
告
及
公
故

應
頉
外
、
無
故
不
参
人
員
並
従
重
推
考
、（
中
略
）
答
曰
、
依
啓
、（
同
書
第

四
四
七
冊
、
粛
宗
三
五
年
三
月
一
四
日
乙
酉
条
）

ま
ず
、
粛
宗
一
〇
年
一
二
月
下
旬
に
司
憲
府
は
新
啓
（
告
発
文
書
）
に
「
百
隷

怠
慢
の
習
い
は
近
日
の
痼
弊
為
り
」
と
前
置
き
し
つ
つ
、
正
朝
に
向
け
て
実
施
さ

れ
た
望
闕
礼
の
習
儀
に
つ
い
て
問
題
視
し
た
。
こ
の
日
、
習
儀
に
参
席
し
た
正
三

品
以
上
の
文
官
は
わ
ず
か
二
名
に
す
ぎ
ず
、「
西
班
も
亦
た
甚
だ
虚
疎
に
し
て
貌
様

を
成
さ
ず
、
誠
に
極
め
て
寒
心
す
」
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
武
官
の
班
列
も
閑
散

と
し
て
儀
礼
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
司
憲
府
は
、
病
気

も
し
く
は
公
務
に
よ
る
欠
席
者
を
例
外
と
し
て
、
習
儀
に
参
席
し
な
か
っ
た
文
武
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官
僚
を
厳
格
に
尋
問
す
る
よ
う
要
請
し
て
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
（
史
料
Ｎ
）。
二
年

前
に
司
憲
府
は
慕
華
館
で
の
迎
接
儀
礼
に
扈
従
し
な
い
司
諫
院
を
弾
劾
し
た
ば
か

り
で
あ
っ
た
（
史
料
Ｋ
②
）
か
ら
、
文
武
百
官
の
怠
業
は
い
ま
だ
改
善
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
み
え
る
。
こ
の
年
は
暦
が
甲
子
を
迎
え
た
こ
と
を
祝
っ
て
天
下
に
詔

書
を
頒
布
す
べ
く
、
武
英
殿
大
学
士
勒レ

デ
ホ
ン

徳
洪
一
行
が
一
二
月
一
二
日
に
入
京
し
、

一
九
日
に
帰
国
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
清
使
帰
国
後
と
は
い
え
、
司
憲
府
は
官
僚

の
怠
慢
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
使
帰
国
直
前
に
は

領
中
枢
府
事
金
寿
興
の
進
言
に
よ
り
、
二
年
前
の
継
妃
閔
氏
冊
封
に
際
し
て
大
通

官
金
巨
軍
に
銀
二
千
両
を
「
密
贈
」
し
た
前
例
に
準
じ
、
今
回
の
大
通
官
金
大
憲

に
は
銀
千
七
百
両
が
渡
さ
れ
て
い
た
。
史
臣
は
「
我
が
国
の
民
窮
ま
り
財
竭
く
る

は
、
未
だ
近
歳
よ
り
甚
だ
し
き
こ
と
有
ら
ざ
れ
ど
も
、
又
た
蕩
竭
の
財
を
捐
て
、

以
て
谿
壑
の
慾
を
充
た
せ
り
。
是
れ
真
に
六
国
の
地
を
割
き
、
以
て
秦
に
事
う
る

な
り
。
地
盡
く
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
秦
の
求
め
は
已
む
こ
と
無
き
者
な
り
。
痛
む

に
勝
う
べ
け
ん
や
」
と
批
判
す
る
。
凶
荒
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
通
官
へ
の
「
密
贈
」

も
常
態
化
し
て
お
り
、
官
僚
の
な
か
に
は
不
満
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
年

末
年
始
に
昌
慶
宮
で
は
例
に
よ
っ
て
承
政
院
・
弘
文
館
の
ほ
か
二
品
以
上
の
高
官

と
六
曹
長
官
が
問
安
の
た
め
参
内
し
て
い
る
が
、
正
朝
の
望
闕
礼
に
関
す
る
記
録

は
な
い
。

ま
た
、
粛
宗
三
五
年
三
月
に
も
同
様
の
「
百
隷
怠
慢
の
習
い
」
が
司
諫
李
頤
晩

に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
た
（
史
料
Ｏ
）。
望
闕
礼
の
肄
儀
（
習
儀
）
に
あ
た
っ
て
は

「
一
に
親
臨
挙
動
の
例
に
依
り
之
を
為
す
」
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
文
武
百

官
は
み
な
名
節
当
日
の
国
王
出
御
を
想
定
し
て
議
政
府
に
進
参
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
節
を
控
え
て
望
闕
礼
の
習
儀
に
参
席
し
た
二
品
以

上
の
武
官
は
わ
ず
か
二
名
に
す
ぎ
ず
、
文
官
の
堂
上
官
に
い
た
っ
て
は
だ
れ
ひ
と

り
参
席
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
司
諫
院
は
二
〇
年
前
の
司
憲
府
の
弾
劾
（
史

料
Ｎ
）
と
同
様
、
公
務
な
ど
特
別
な
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
無
断
欠
席
者
を
厳
格

（
209
）

（
210
）

（
211
）

に
尋
問
す
る
よ
う
上
奏
し
て
許
可
さ
れ
た
。
当
時
は
す
で
に
粛
宗
が
昌
徳
宮
後
苑
の

大
報
壇
に
て
対
明
義
理
論
を
可
視
化
す
る
宮
中
儀
礼
を
挙
行
し
て
お
り
、
こ
の
年

三
月
六
日
に
粛
宗
は
王
世
子
陪
従
の
も
と
萬
暦
帝
を
祀
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
一
週

間
後
、
康
熙
帝
の
聖
節
を
祝
う
望
闕
礼
の
習
儀
の
た
め
に
議
政
府
に
赴
く
官
僚
は
、

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
む
ろ
ん
、
粛
宗
が
三
月
一
八
日
に
王
世
子

と
百
官
を
率
い
て
聖
節
の
望
闕
礼
を
挙
行
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も

司
諫
院
は
言
官
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
べ
く
「
百
隷
怠
慢
の
習
い
」
を
正
さ
ね

ば
な
ら
ず
、
粛
宗
も
ま
た
司
諫
院
の
上
奏
に
裁
可
を
下
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
望
闕
礼
の
習
儀
を
め
ぐ
る
「
百
隷
怠
慢
の
習
い
」
が
、
大
報
壇
創
設
以
前

よ
り
す
で
に
「
近
日
の
痼
弊
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た

い
。た

だ
し
、
清
使
に
対
す
る
当
時
の
朝
鮮
民
衆
の
ま
な
ざ
し
は
朝
鮮
官
人
層
と
は

異
な
っ
て
い
た
。
一
カ
月
後
の
粛
宗
三
五
年
四
月
に
義
州
府
尹
権
𢜫
よ
り
、

儀イ
ド
ゥ
＝
エ
ジ
ェ
ン

度
額
真
頭
等
侍
衛
敖ア
ォ
ダ
イ垈

・
内
閣
学
士
兼
礼
部
侍
郎
年
羹
堯
が
皇
太
子
の
復
位
を

天
下
に
布
告
す
べ
く
詔
書
を
持
参
し
て
出
来
と
の
急
報
が
漢
城
に
入
る
や
、
五
月

に
粛
宗
は
郊
外
の
慕
華
館
ま
で
こ
の
頒
詔
使
一
行
を
出
迎
え
た
。
遠
接
使
に
任
じ

ら
れ
た
礼
曹
判
書
姜
鋧
は
副
使
に
つ
い
て
「
副
勅
年
羹
堯
、
即
ち
内
閣
学
士
、
文

を
以
て
用
い
ら
る
と
云
え
ど
も
、
其
の
詩
句
を
見
る
に
、
僅
か
に
押
韻
を
知
る
の

み
。
人
物
敏
け
れ
ど
も
頗
る
苛
し
」
と
報
告
し
、
副
使
の
従
者
の
な
か
に
は
「
東

方
の
山
川
」
を
遊
観
す
る
た
め
に
同
行
し
た
応
天
府
の
長
老
も
い
た
と
い
う
。
御
駕

が
昌
徳
宮
に
戻
る
と
、
粛
宗
は
仁
政
殿
に
お
い
て
「
胡
勅
」
を
授
か
り
、「
虜
使
」

に
接
見
し
た
。
そ
の
一
方
、
漢
城
で
は
「
虜
使
入
城
の
日
、
士
夫
の
女
子
多
く
路

傍
の
家
舎
を
占
め
、
競
い
て
観
光
を
為
す
」
ば
か
り
で
な
く
、
士
大
夫
も
「
訳
舌
」

（
訳
官
）
を
介
し
て
内
閣
学
士
年
羹
堯
の
書
跡
を
求
め
て
い
た
。
丙
子
胡
乱
よ
り
す

で
に
半
世
紀
が
経
ち
、
尊
周
の
大
義
も
し
だ
い
に
忘
れ
去
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
史
官
は
慨
嘆
す
る
。
い
ま
や
漢
城
の
民
間
人
に
と
っ
て
、
清
の
使
節
入
京
は
異
国

（
212
）

（
213
）

（
214
）（

215
）

（
216
）
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情
緒
あ
ふ
れ
る
行
列
を
参
観
で
き
る
稀
な
る
機
会
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
頒
詔

使
敖
垈
一
行
も
ま
た
入
京
翌
日
に
早
朝
よ
り
三
田
渡
碑
閣
と
関
王
廟
へ
の
遊
覧
を

楽
し
み
、
南
別
宮
に
戻
っ
た
副
使
年
羹
堯
は
碑
文
の
謄
写
と
帖
装
を
求
め
て
許
さ

れ
た
。
頒
詔
使
の
帰
国
前
日
に
は
迎
接
都
監
の
判
断
に
よ
り
、「
密
贈
の
地
銀
」
と

し
て
大
通
官
白
海
宝
・
洪
二
哥
に
各
千
両
、
一
次
通
官
文
以
善
に
は
当
初
の
予
定

よ
り
百
両
増
の
三
百
両
、
二
次
通
官
柳
汝
土
に
は
そ
の
分
百
両
を
減
じ
て
百
両
が

渡
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
粛
宗
三
八
年
一
一
月
に
冬
至
兼
謝
恩
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た

判
中
枢
府
事
金
昌
集
（
金
寿
恒
の
嫡
男
）
一
行
に
打
角
夫
（
器
物
の
監
守
者
）
の

名
目
で
北
京
を
遊
覧
し
た
実
弟
金
昌
業
は
、
大
通
官
洪
二
哥
が
話
す
朝
鮮
語
は
幼

児
の
よ
う
に
拙
か
っ
た
と
記
録
す
る
。
こ
う
し
た
朝
鮮
出
身
の
清
使
に
対
す
る
「
外

交
機
密
費
」
の
負
担
も
、
漢
城
の
庶
民
に
と
っ
て
は
無
縁
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

（
４
）
習
儀
停
止
の
特
例

『
勅
使
謄
録
』
に
よ
れ
ば
、
粛
宗
代
に
は
礼
曹
が
「
即
今
の
事
勢
、
常
時
と
異
な

る
有
り
」
と
の
事
情
か
ら
望
闕
礼
の
習
儀
を
「
今
の
み
権
に
停
む
る
は
何
如
」
と

上
奏
し
て
停
止
し
た
事
例
が
二
件
、「
朝
市
を
停
む
」
と
の
事
情
か
ら
や
は
り
習
儀

を
「
今
の
み
権
に
停
む
る
は
何
如
」
と
要
請
し
て
停
止
し
た
事
例
が
一
件
確
認
で

き
る
。
前
者
は
粛
宗
一
四
年
冬
至
と
同
二
七
年
冬
至
の
事
例
で
あ
り
、
礼
曹
の
上

奏
に
は
い
か
な
る
事
情
が
発
生
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
記
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
粛
宗
一
四
年
八
月
に
は
仁
祖
継
妃
趙
氏
が
、
同
二
七
年
八
月
に
は
粛
宗
継

妃
閔
氏
が
死
去
し
て
お
り
、
そ
の
二
カ
月
後
に
い
わ
ゆ
る
「
巫
蠱
獄
」
に
よ
り
粛
宗

は
王
世
子
の
生
母
禧
嬪
張
氏
（
張
玉
貞
）
に
自
盡
を
賜
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
礼
曹

は
、
王
室
の
不
幸
と
い
う
「
即
今
の
事
勢
」
に
よ
り
望
闕
礼
の
習
儀
を
取
り
や
め

る
よ
う
要
請
し
、
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
件
の
事
例
か
ら
推
せ

ば
、
粛
宗
六
年
冬
至
に
向
け
て
実
施
予
定
で
あ
っ
た
望
闕
礼
の
習
儀
も
、
粛
宗
妃

金
氏
の
急
死
に
よ
り
停
止
さ
れ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

（
217
）

（
218
）

（
219
）

（
220
）

（
221
）

（
222
）

（
223
）

（
224
）

後
者
は
粛
宗
二
六
年
聖
節
の
事
例
で
あ
り
、
望
闕
礼
の
習
儀
を
予
定
し
て
い
た

吉
日
の
三
月
一
六
日
に
右
議
政
閔
鎮
長
（
国
舅
閔
維
重
の
甥
）
が
死
去
し
た
こ
と

に
よ
る
。
こ
の
日
、
礼
曹
は
「
今
日
よ
り
十
八
日
に
至
る
ま
で
朝
市
を
停
め
ん
こ

と
を
」
と
上
奏
し
た
う
え
、「
聖
節
望
闕
礼
の
習
儀
、
當
に
今
日
に
於
い
て
行
う
べ

け
れ
ど
も
、
朝
市
を
停
む
る
と
相
値
え
ば
、
今
の
み
権
に
停
む
る
は
何
如
」
と
要

請
し
、
裁
可
を
得
て
い
る
。
文
武
百
官
に
よ
る
事
前
の
習
儀
を
今
回
の
み
「
権
に
停

む
」
と
は
、
略
式
の
権
停
礼
で
は
な
く
習
儀
の
停
止
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
顕
宗

三
年
に
は
宗
廟
大
祭
の
前
日
・
当
日
と
な
ら
び
、「
停
朝
市
日
」（
政
務
と
市
場
の

停
止
期
間
）
も
ま
た
各
官
衙
で
は
政
務
を
執
り
行
わ
な
い
よ
う
、
王
命
が
下
っ
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
臣
の
急
逝
に
よ
り
聖
節
の
一
八
日
に
国
王
が
文
武
百
官
を
率

い
て
望
闕
礼
を
催
す
こ
と
も
日
程
上
は
不
可
能
と
な
り
、
礼
曹
は
国
王
の
出
御
に

つ
い
て
伺
い
を
立
て
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
。
名
節
に
朝
鮮
国
王
が
王
宮
の
正
殿

に
出
御
し
て
大
清
皇
帝
の
た
め
に
望
闕
礼
を
挙
行
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
朝
鮮
政

府
内
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
同
じ
く

「
朝
市
を
停
む
」
と
の
事
情
か
ら
望
闕
礼
の
習
儀
を
延
期
し
た
事
例
も
確
認
で
き

る
。
粛
宗
二
一
年
三
月
一
四
日
に
楽
善
君
李
潚
（
仁
祖
の
庶
次
男
）
が
死
去
す
る

と
、
礼
曹
は
当
初
予
定
し
て
い
た
三
月
一
五
日
の
習
儀
を
聖
節
前
日
の
一
七
日
に

延
期
す
る
よ
う
上
奏
し
て
裁
可
を
得
た
。
宗
親
の
不
幸
に
よ
り
政
務
と
市
場
を
三
日

間
停
止
し
た
と
し
て
も
日
程
上
、
名
節
以
前
に
習
儀
を
執
り
行
う
こ
と
は
可
能
で

あ
る
と
礼
曹
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
武
官
僚
と
し
て
も
、
議
政
府
に
て
習

儀
さ
え
実
施
す
れ
ば
臣
下
と
し
て
の
名
分
は
立
つ
、
と
考
え
て
い
た
に
相
違
な
い
。

こ
う
し
て
三
月
一
七
日
に
延
期
さ
れ
た
望
闕
礼
の
習
儀
は
、
諫
官
不
在
の
ま
ま
行

わ
れ
た
。『
承
政
院
日
記
』『
議
政
府
謄
録
』
は
粛
宗
二
一
年
の
記
録
を
す
べ
て
欠

く
が
、
翌
一
八
日
の
聖
節
に
粛
宗
が
文
武
百
官
を
率
い
て
望
闕
礼
を
催
す
こ
と
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
国
王
が
痘
瘡
を
患
っ
て
い
た
た
め
、
礼
曹
が
大
臣
に
上
奏
し
て
習
儀
を

（
225
）

（
226
）

（
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）

（
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）

（
229
）
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事
前
に
中
止
さ
せ
た
事
例
（
粛
宗
九
年
冬
至
）
や
、
降
雪
（
同
一
三
年
正
朝
）・
風

雨
（
同
一
九
年
聖
節
）
な
ど
悪
天
候
の
場
合
に
は
議
政
府
の
前
庭
が
ぬ
か
る
ん
で

し
ま
う
た
め
、
望
闕
礼
の
習
儀
が
停
止
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
。
粛
宗
八
年
暮
れ
に
粛

宗
は
、「
天
災
地
異
、
畳
ね
て
現
れ
層
ね
て
出
で
、
国
は
民
の
憂
い
を
計
る
も
一
の

恃
む
べ
き
も
の
無
く
、
大
廈
の
将
に
傾
か
ん
と
す
る
が
如
く
、
川
を
渉
れ
ど
も
涯

ま
り
無
し
」
と
、
異
常
気
象
に
よ
る
凶
荒
を
憂
え
て
い
た
。
二
日
後
の
粛
宗
九
年
正

朝
は
天
変
地
異
と
み
な
さ
れ
て
い
た
日
食
と
重
な
り
、
宮
中
儀
礼
が
催
さ
れ
た
形

跡
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
年
始
の
謁
見
に
参
内
し
た
官
僚
が
わ
ず

か
四
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
粛
宗
は
「
百
隷
、
官
を
怠
る
は
已
に
痼
弊
を
成
し
、

良ま
こ
と

に
寒
心
す
べ
し
」「
怠
慢
の
習
い
、
誠
に
甚
だ
駭
然
た
り
」
と
驚
き
、
無
断
欠

席
者
を
取
り
調
べ
て
戒
め
る
よ
う
王
命
を
下
し
た
。
粛
宗
一
八
年
正
朝
は
大
風
に
加

え
て
午
前
中
に
日
食
を
観
測
し
て
お
り
、
天
候
は
「
或
い
は
雨
、
或
い
は
晴
れ
」

で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
も
そ
も
宮
中
儀
礼
を
執
り
行
う
に
は
適
切
で
は
あ
る

ま
い
。
粛
宗
二
九
年
冬
至
の
場
合
は
事
前
に
習
儀
を
済
ま
せ
て
い
た
が
、
月
食
と
重

な
っ
た
一
一
月
一
五
日
冬
至
に
望
闕
礼
に
関
す
る
記
録
は
な
く
、
陳
賀
礼
を
翌
一

六
日
に
延
期
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
朝
鮮
初
期
の
成
宗
（
在
位
一
四
六
九

～
九
四
年
）
代
に
は
国
喪
の
ほ
か
国
王
の
病
気
、
気
象
条
件
に
よ
り
望
闕
礼
の
挙

行
を
停
止
し
て
い
た
か
ら
、
朝
鮮
後
期
も
慣
例
に
よ
り
習
儀
を
取
り
や
め
る
こ
と

は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
明
清
交
替
後
に
お
い
て
も
文
武
官
僚
が
望
闕
礼
の
習
儀
を
実
施
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
の
ち
英
祖
二
二
年
（
一
七
四
六
）
に

『
経
国
大
典
』
の
続
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
続
大
典
』
に
、
用
刑
衙
門
（
義
禁
府

お
よ
び
三
法
司
の
刑
曹
・
漢
城
府
・
司
憲
府
）
に
お
い
て
は
「
事
過
ぎ
た
る
後
ち

開
坐
し
刑
を
用
う
る
の
日
」
と
し
て
「
迎
勅
の
日
、
拝
表
の
日
」
に
つ
づ
い
て
「
望

闕
礼
習
儀

4

4

の
日
」
を
定
め
た
よ
う
に
、
望
闕
礼
の
習
儀
は
迎
勅
・
拝
表
の
儀
と
な

ら
ぶ
重
要
な
対
清
外
交
儀
礼
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。「
望
闕
礼
の
日
」
で

（
230
）

（
231
）

（
232
）

（
233
）

（
234
）

（
235
）

（
236
）

（
237
）

は
な
く
「
望
闕
礼
習
儀
4

4

の
日
」
と
法
典
に
明
文
化
し
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
国
王
と

百
官
に
よ
る
名
節
の
望
闕
礼
が
も
は
や
空
文
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ

う
。
そ
の
習
儀
も
す
で
に
粛
宗
代
に
は
二
度
か
ら
一
度
の
み
に
減
省
と
な
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
百
隷
怠
慢
の
習
い
」
は
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
台
諫
不
在

の
ま
ま
習
儀
を
執
り
行
う
こ
と
も
常
態
化
し
て
お
り
、
国
王
を
諫
め
る
司
諫
院
も

百
官
の
風
紀
を
取
り
締
ま
る
司
憲
府
も
、
大
清
皇
帝
の
た
め
の
望
闕
礼
の
予
行
演

習
さ
え
忌
避
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

 

（
次
号
に
つ
づ
く
）

【
附
記
】
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
二
〇
Ｋ
〇
〇
九
二
七
）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
一
部
は
第
七
三
回
朝
鮮
学
会
大
会
（
二
〇
二
二
年

一
〇
月
二
日 

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
研
究
発
表
会
第
三
部
門
（
歴
史
学
・
考
古

学
・
文
化
人
類
学
・
そ
の
他
の
分
野
）
に
て
報
告
し
た
。

註
（
1
）『
国
朝
五
礼
儀
』
巻
三
、
嘉
礼
、
正
至
及
聖
節
望
闕
行
礼
儀
お
よ
び
迎
詔
書
儀
条
。

（
2
）
許
泰
玖
『
병
자
호
란
과 

예
、
그
리
고 

중
화
』（
召
命
出
版
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
九
年

四
月
）「
제
４
장　

전
후
처
리
와 

척
화
론
斥
和
論
의 

함
의
」
二
二
二
～
二
二
三
頁
。

（
3
）『
清
太
宗
実
録
』
巻
三
三
、
崇
徳
二
年
正
月
庚
午
（
三
〇
日
）
条
。
李
益
柱
・
金
秉
駿
・

金
昌
錫
・
尹
栄
寅
・
桂
勝
範
・
丘
凡
真
・
裵
京
漢
『
동
아
시
아 

국
제
질
서 

속
의 

한
중
관

계
사
―
제
언
과 

모
색
』（
東
北
亜
歴
史
財
団
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）「
동
아
시

아 

국
제
질
서
의 

변
동
과 

조
선-

청 

관
계
」（
執
筆
は
丘
凡
真
）
三
四
七
～
三
四
八
頁
。
丘

凡
真
「
大
清
帝
国
の
朝
鮮
認
識
と
朝
鮮
の
位
相
」（『
中
国
史
学
』
第
二
二
巻
、
二
〇
一
二

年
一
〇
月
）
九
七
～
九
八
頁
。
同
『
병
자
호
란
、
홍
타
이
지
의 

전
쟁
』（
까
치
글
방
、
ソ

ウ
ル
、
二
〇
一
九
年
二
月
）「
제
７
장　

대
미
―
삼
전
도 

의
례
로 

전
쟁
의 

막
을 

내
리
다
」

二
九
八
～
三
〇
〇
頁
。

（
4
）
桂
勝
範
「
삼
전
도
항
복
과 

조
선
의 

국
가
정
체
성 

문
제
―
허
태
구
、『
병
자
호
란
과 

예
、

그
리
고 

중
화
』（
소
명
출
판
、
二
〇
一
九
）
에 

대
한 

종
합
비
평
」（『
朝
鮮
時
代
史
学
報
』
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九
一
、
城
南
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
。

（
5
）
全
海
宗
『
韓
中
関
係
史
研
究
』（
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
〇
年
五
月
：
ａ
）「
清
代

韓
中
朝
貢
関
係
考
」（
初
出
は
『
震
檀
学
報
』
第
二
九
・
三
〇
号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
六
年

一
二
月
）
五
九
～
六
〇
・
七
七
～
一
〇
〇
頁
。

（
6
）
全
海
宗
『
東
亜
文
化
의 

比
較
史
的
研
究
』（
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
八
月
：

ｂ
）「
清
代 
韓
・
中
関
係
의 

一
考
察
―
朝
貢
制
度
를 

통
하
여 

본 

清
의 

態
度
의 

変
遷
에 

대
하
여
」（
初
出
は
『
東
洋
学
（
檀
国
大
学
校
東
洋
学
研
究
所
）』
第
一
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一

九
七
一
年
一
〇
月
）。

（
7
）
崔
韶
子
『
清
과 

朝
鮮
―
근
세 

동
아
시
아
의 

상
호
인
식
』（
慧
眼
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇

五
年
七
月
）「
제
１
부
Ⅰ　

康
熙
시
기
（
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）：
清
・
朝
관
계
의 

확
립
」

（
初
出
は
『
明
清
史
研
究
』
第
五
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
四
九
～
五
〇
頁
。

（
8
）
東
北
亜
歴
史
財
団
韓
国
外
交
史
編
纂
委
員
会
編
『
한
국
의 

대
외
관
계
와 

외
교
사
―
조

선
편
』（
東
北
亜
歴
史
財
団
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）「
제
10
장　

병
자
호
란 

이

후 

조
선
의 

대
청 

외
교
、
一
六
三
七
～
一
七
〇
〇
」（
執
筆
は
禹
景
燮
）
四
三
九
頁
。

（
9
）
김
창
수
「
17
～
18
세
기 

조
선 

사
신
의 

외
교
활
동
과 
조
선
・
청 

관
계 

구
조
」（『
朝
鮮

時
代
史
学
報
』
八
八
、
城
南
、
二
〇
一
九
年
三
月
）。

（
10
）
李
在
璟
「
大
清
帝
国
体
制 

내 

조
선
국
왕
의 

법
적 

위
상
―
국
왕
에 

대
한 

議
処
・
罰
銀

을 

중
심
으
로
」（『
민
족
문
화
연
구
』
第
八
三
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
九
年
五
月
）。

（
11
）
金
雨
鎮
『
숙
종
의 

대
청
인
식
과 

수
도
권 

방
어
정
책
』（
民
俗
苑
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
二

二
年
三
月
）「
Ⅱ　

국
내
외 

정
세
와 

위
기
의
식
」。

（
12
）
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
粛
宗
代
の
王
妃
冊
封
に
み
る
朝
清
関
係
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀

要
（
国
際
文
化
学
科
編
）』
第
三
七
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
13
）
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
粛
宗
代
の
王
世
子
冊
封
に
み
る
朝
清
関
係
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部

紀
要
』
第
三
八
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）。

（
14
）
松
浦
章
『
近
世
中
国
朝
鮮
交
渉
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

「
第
四
部
第
二
章　

康
熙
盛
京
海
運
と
朝
鮮
賑
済
」（
初
出
は
石
橋
秀
雄
編
『
清
代
中
国
の

諸
問
題
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
七
月
）
二
六
八
～
二
六
九
頁
。
金
文
基
「
17
세
기 

중
국
과 

조
선
의 

기
근
과 

국
제
적 

곡
물
유
통
」（『
역
사
와 

경
계
』
八
五
、
釜
山
、
二
〇
一

二
年
一
二
月
）
三
五
六
～
三
五
七
頁
。

（
15
）『
国
朝
五
礼
儀
』
巻
三
、
嘉
礼
、
正
至
及
聖
節
望
闕
行
礼
儀
お
よ
び
皇
太
子
千
秋
節
望

宮
行
礼
儀
条
。『
経
国
大
典
』
巻
三
、
礼
典
、
朝
儀
条
。

（
16
）
檀
上
寛
『
明
代
海
禁
＝
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

〇
一
三
年
一
二
月
）「
第
一
章　

明
初
の
海
禁
と
朝
貢
―
明
朝
専
制
支
配
の
理
解
に
寄
せ

て
」（
初
出
は
森
正
夫
等
編
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
（
中
国
史
学
の
基
本
問
題
４
）』

汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
七
二
～
七
三
頁
。
岩
井
茂
樹
『
朝
貢
・
海
禁
・
互
市

―
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
二
月
）「
第
一

章　

明
の
朝
貢
拡
大
策
と
礼
制
の
覇
権
主
義
」（
初
出
は
『
東
洋
文
化
』
第
八
五
号
、
二
〇

〇
五
年
三
月
）
五
〇
～
五
一
頁
。

（
17
）
桑
野
栄
治
「
高
麗
末
期
の
儀
礼
と
国
際
環
境
―
対
明
遥
拝
儀
礼
の
創
出
」（『
久
留
米

大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）。
同
「
朝
鮮
初
期
の
対
明
遥
拝
儀
礼

―
そ
の
概
念
の
成
立
過
程
を
中
心
に
」（『
久
留
米
大
学
比
較
文
化
年
報
』
第
一
〇
輯
、
二

〇
〇
一
年
三
月
）。
同
「
朝
鮮
世
祖
代
の
儀
礼
と
王
権
―
対
明
遥
拝
儀
礼
と
圜
丘
壇
祭
祀

を
中
心
に
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
一
九
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）。
同
「
朝
鮮

成
宗
代
の
儀
礼
と
外
交
―『
経
国
大
典
』
成
立
期
の
対
明
遥
拝
儀
礼
」（『
同
』
第
二
〇
号
、

二
〇
〇
三
年
三
月
）。
こ
れ
ら
四
本
の
論
考
は
増
補
・
修
正
の
う
え
桑
野
栄
治
『
高
麗
末
期

か
ら
李
朝
初
期
に
お
け
る
対
明
外
交
儀
礼
の
基
礎
的
研
究
』（
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
三
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
） （
２
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
に

収
録
し
た
。
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
桑
野
栄
治
「
正
朝
・
冬
至
の
宮
中
儀
礼
を
通
し

て
み
た
一
五
世
紀
朝
鮮
の
儒
教
と
国
家
―
朝
鮮
燕
山
君
代
の
対
明
遥
拝
儀
礼
を
中
心
に
」

（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
三
四
集
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）、
同
「
朝
鮮
中
宗
代
に
お

け
る
対
明
遥
拝
儀
礼
―
一
六
世
紀
前
半
の
朝
鮮
と
明
・
日
本
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀

要
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）、
同
「
朝
鮮
明
宗
代
の
対
明
遥
拝
儀
礼
―
戚
臣
政

治
と
王
権
」（『
同
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
同
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
文
禄
・
慶

長
の
役
―
朝
鮮
・
琉
球
・
日
本
に
お
け
る
対
明
外
交
儀
礼
の
観
点
か
ら
」（
日
韓
歴
史
共

同
研
究
委
員
会
編
『
第
２
期
日
韓
歴
史
共
同
研
究
報
告
書
（
第
２
分
科
会
篇
）』
同
委
員

会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
同
「
朝
鮮
光
海
君
代
の
儀
礼
と
王
権
―
対
明
遥
拝
儀
礼
を
中

心
に
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
九
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
18
）
た
と
え
ば
、
望
闕
礼
の
ほ
か
迎
詔
・
迎
勅
・
拝
表
な
ど
の
嘉
礼
を
「
親
王
の
礼
」
と
位

置
づ
け
た
韓
亨
周
「
対
明
儀
礼
를 

통
해 

본 

15
세
기 

朝-

明
관
계
」（『
역
사
민
속
학
』
第

二
八
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）、
明
清
交
替
後
に
望
闕
礼
の
自
発
性
が
退
色
す

る
と
い
う
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
を
提
示
し
た
윤
석
호
「
조
선
조 

望
闕
礼
의 

중
층
적 

의

례
구
조
와 
성
격
」（『
韓
国
思
想
史
学
』
第
四
三
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
三
年
四
月
）
の
ほ

か
、
元
明
交
替
期
の
望
闕
遥
賀
儀
を
再
検
討
し
た
崔
鍾
奭
「
고
려
시
대 

朝
賀
儀 

의
례 

구
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조
의 

변
동
과 

국
가 

위
상
」（『
한
국
문
화
（
서
울
大
学
校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
）』
五

一
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）、
鄭
殷
禎
「
14
세
기 

元
明
교
체
기
의 

胡
・
漢
共
存
과 

개
경
의 

望
闕
礼 

공
간
」（『
한
국
중
세
사
연
구
』
第
四
九
号
、
釜
山
、
二
〇
一
七
年
五
月
）、

同
『
고
려 

開
京
・
京
畿 

연
구
』（
慧
眼
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
八
年
四
月
）「
제
５
장　

胡

漢
共
存
과 
開
京
・
京
畿
의 

도
시
왜
곡
」
二
九
三
～
二
九
五
頁
、
崔
鍾
奭
「
원 

복
속
기 

遥

賀
礼
（
望
闕
礼
）
의 

거
행
과 

예
식 

변
화
상
―
원
종
・
충
렬
왕
대
를 

중
심
으
로
」（『
한
국

학
연
구
』
第
五
九
輯
、
仁
川
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。
朴
美
善
「
조
선
시

대 

嘉
礼 

연
구
의 
현
황
과 

과
제
」（『
史
学
研
究
』
第
一
四
四
号
、
果
川
、
二
〇
二
一
年
一

二
月
）
九
四
～
九
六
頁
、
参
照
。

（
19
）
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
仁
祖
代
に
お
け
る
対
明
遥
拝
儀
礼
の
変
容
―
明
清
交
替
期
の
朝
鮮
」

（『
お
茶
の
水
女
子
大
学 

比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
第
一
二
号
、
二
〇

一
六
年
三
月
）。
同
「
朝
鮮
孝
宗
代
の
望
闕
礼
に
み
る
朝
清
関
係
」（
須
川
英
徳
編
『
韓
国
・

朝
鮮
史
へ
の
新
た
な
視
座
―
歴
史
・
社
会
・
言
説
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
五
月
）。
同

「
朝
鮮
顕
宗
代
の
朝
清
関
係
と
望
闕
礼
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
六
号
、
二
〇

一
九
年
九
月
）。

（
20
）
中
村
栄
孝
「
朝
鮮
の
慕
明
思
想
と
大
報
壇
」（『
天
理
大
学
学
報
』
第
七
八
輯
、
一
九
七

二
年
三
月
）。
鄭
玉
子
『
조
선
후
기 

조
선
중
화
사
상 
연
구
』（
一
志
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九

九
八
年
五
月
）「
一
２　

대
보
단
（
大
報
壇
）
의 

창
설
」（
初
出
は
刊
行
委
員
会
編
『
辺
太

燮
博
士
華
甲
紀
念 

史
学
論
叢
』
三
英
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
）。
李
泰
鎮
「
조

선
후
기 

対
明
義
理
論
의 

변
천
」（『
아
시
아
문
화
』
第
一
〇
号
、
春
川
、
一
九
九
四
年
一

二
月
）
四
～
七
頁
。
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
小
中
華
意
識
の
形
成
と
展
開
―
大
報
壇
祭
祀
の
整

備
過
程
を
中
心
に
」（
朴
忠
錫
・
渡
辺
浩
編
『
国
家
理
念
と
対
外
認
識 

17
～
19
世
紀
（
日

韓
共
同
研
究
叢
書
３
）』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
五
月
）。
李
迎
春
「
朝
鮮

後
期
의 

祀
典
의 

再
編
과 

国
家
祭
祀
」（『
韓
国
史
研
究
』
一
一
八
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
二

年
九
月
）
二
一
一
～
二
一
二
頁
。
李
旭
「
조
선
후
기 

전
쟁
의 

기
억
과 

대
보
단
（
大
報
壇
）

제
향
」（『
宗
教
研
究
』
第
四
二
輯
、
城
南
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。
韓
明
基
「̒
再
造
之
恩
ʼ

과 

조
선
후
기 

정
치
사
―
임
진
왜
란
～
정
조
대 

시
기
를 

중
심
으
로
」（『
大
東
文
化
研
究
』

第
五
九
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）
二
一
四
～
二
二
〇
頁
。
林
富
淵
「
유
교 

의
례

화
의 

정
치
학
―
만
동
묘
와 

대
보
단
을 

중
심
으
로
」（『
종
교
문
화
비
평
』
通
巻
一
五
号
、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
一
七
一
～
一
八
〇
頁
。
桂
勝
範
『
정
지
된 

시
간
―
조
선
의 

대
보
단
과 

근
대
의 

문
턱
』（
西
江
大
学
校
出
版
部
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
一
年
六
月
）「
제

２
장　

대
보
단
의 

설
립
과 

그 

배
경
」。
な
お
、
大
報
壇
の
空
間
分
析
と
現
状
調
査
に
つ
い

て
は
정
우
진
・
심
우
경
「
창
덕
궁 

대
보
단
（
大
報
壇
）
의 

공
간
구
성
과 

단
제
（
壇
制
）

특
성
에 

관
한 

고
찰
」（『
文
化
財
』
第
四
六
巻
第
一
号
、
大
田
、
二
〇
一
三
年
三
月
）、
参

照
。

（
21
）
禹
景
燮
『
조
선
중
화
주
의
의 

성
립
과 

동
아
시
아
』（
유
니
스
토
리
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇

一
三
年
五
月
）「
Ⅰ　

총
설
：
조
선
중
화
주
의
에 

대
한 

학
설
사
적 

검
토
」（
初
出
は
『
韓

国
史
研
究
』
一
五
九
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
八
頁
。

（
22
）
桂
勝
範
、
前
掲
書
「
제
８
장　

대
보
단
의 

정
치
・
문
화
적 

함
의
와 

근
대
의 

문
턱
」
二

六
四
～
二
六
五
頁
。

（
23
）
桂
勝
範
「
조
선
후
기 

조
선
중
화
주
의
와 

그 

해
석 

문
제
」（『
韓
国
史
研
究
』
一
五
九
、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
七
八
～
二
七
九
頁
。

（
24
）
英
祖
二
〇
年
の
火
災
に
よ
り
『
承
政
院
日
記
』
は
仁
祖
元
年
か
ら
景
宗
元
年
（
一
七
二

一
）
ま
で
九
九
年
間
分
の
記
録
が
焼
失
し
た
た
め
、
王
室
で
作
成
さ
れ
た
「
内
下
日
記
」

の
ほ
か
、『
備
辺
司
謄
録
』
な
ど
各
官
庁
の
謄
録
類
、
私
家
所
蔵
の
史
草
・
日
記
類
を
収
集

し
て
編
纂
さ
れ
た
。
中
村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
（
下
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

九
年
一
二
月
）「
別
編
四　

朝
鮮
英
祖
の
『
承
政
院
日
記
』
改
修
事
業
」（
初
出
は
小
田
先

生
頌
寿
記
念
会
編
『
朝
鮮
論
集
』
大
阪
屋
號
書
店
、
京
城
、
一
九
三
四
年
一
一
月
）。
鄭
萬

祚
「『
承
政
院
日
記
』
의 

作
成
과 

史
料
的
価
値
」（『
승
정
원
일
기
의 

사
료
적 

가
치
와 

정

보
화
방
안 

연
구
（
한
국
사
론
37
）』
国
史
編
纂
委
員
会
、
果
川
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
三

五
～
三
六
頁
。
강
성
득
「
英
祖
代 

改
修
本
『
承
政
院
日
記
』
에 

나
타
난
ʻ
内
下
日
記
検̓

討
」（『
도
시
역
사
문
화
』
第
四
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）。

（
25
）
粛
宗
代
の
『
議
政
府
謄
録
』（
保
景
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
九
年
四
月
）
は
粛
宗

三
年
～
同
一
三
年
、
粛
宗
一
八
年
～
同
二
一
年
、
粛
宗
二
五
年
～
同
二
八
年
、
そ
し
て
粛

宗
四
一
年
以
降
の
記
録
を
欠
く
。
ま
た
、『
備
辺
司
謄
録
』（
国
史
編
纂
委
員
会
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
八
二
年
一
〇
月
）
の
場
合
は
粛
宗
六
年
～
同
七
年
、
粛
宗
二
二
年
～
同
二
四
年
、
粛

宗
二
七
年
・
同
三
五
年
の
記
録
を
欠
く
。

（
26
）
テ
キ
ス
ト
は
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
蔵
本
を
底
本
と
し
て
電
算
入
力
し
た
『
勅
使
謄
録

１
（
各
司
謄
録
90
）』『
勅
使
謄
録
11
・
朝
賀
謄
録
１
（
各
司
謄
録
91
）』（
国
史
編
纂
委
員

会
、
果
川
、
一
九
九
七
年
一
二
月
・
九
八
年
一
二
月
）
を
利
用
し
た
。

（
27
）
テ
キ
ス
ト
は
高
宗
二
五
年
（
一
八
八
八
）
の
最
終
重
刊
本
を
底
本
と
し
た
朝
鮮
史
編
修

会
編
『
通
文
館
志
（
朝
鮮
史
料
叢
刊
第
二
一
）』（
朝
鮮
総
督
府
、
京
城
、
一
九
二
四
年
二

月
）
を
利
用
し
た
。
同
書
の
編
纂
目
的
お
よ
び
構
成
体
系
と
叙
述
内
容
に
つ
い
て
は
、
金

允
済
「
奎
章
閣
所
蔵
『
通
文
館
志
』
의 

간
행
과 

판
본
」（『
奎
章
閣
』
第
二
九
輯
、
ソ
ウ
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ル
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
の
ほ
か
、
李
迎
春
「『
通
文
館
志
』
의 

편
찬
과 

조
선
후
기 

韓

中
関
係
의 

성
격
」（『
歴
史
와 

実
学
』
三
三
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）、
金
暻
緑

「
조
선
의 『
通
文
館
志
』
편
찬
과 

대
청
관
계
」（『
震
檀
学
報
』
第
一
三
四
号
、
ソ
ウ
ル
、
二

〇
二
〇
年
六
月
）、
参
照
。

（
28
）『
同
文
彙
考
』（
国
史
編
纂
委
員
会
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）。
国
家
的
事
業

と
し
て
外
交
文
書
を
事
案
別
に
体
系
的
に
分
類
整
理
し
た
『
同
文
彙
考
』
が
も
つ
歴
史
的

意
味
に
つ
い
て
は
、
金
暻
緑
「
朝
鮮
後
期 『
同
文
彙
考
』
의 

編
纂
過
程
과 

性
格
」（『
朝
鮮

時
代
史
学
報
』
三
二
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）、
同
「
조
선
의 

対
清
関
係 

認
識
과 

外
交
体
系
―
조
선
후
기 
외
교
문
서
의 

정
리
를 

중
심
으
로
」（『
梨
花
史
学
研
究
』
第
三
七

輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）、
参
照
。

（
29
）
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
東
宮
日
記
訳
註
チ
ー
ム
編
『
影
印 

景
宗
輔
養
庁
日

記
・
景
宗
春
宮
日
記
』（
民
俗
苑
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
所
収
）。

（
30
）「
一
、
勅
使
三
員
、
以
冊
封
・
賜
諡
・
賜
吊
賜
祭
事
、
出
来
牌
文
入
来
」（『
勅
使
謄
録
』

第
五
、
乙
卯
正
月
二
七
日
条
）。『
粛
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
正
月
丁
亥
（
二
八
日
）
条
。

『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
四
冊
、
粛
宗
元
年
正
月
二
八
日
丁
亥
条
。『
備
辺
司
謄
録
』
第
三

一
冊
、
粛
宗
元
年
正
月
二
八
日
条
。
駅
遞
の
証
明
書
に
相
当
す
る
牌
文
の
書
式
に
つ
い
て

は
『
通
文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
牌
文
条
の
ほ
か
、
阿
風
（
黄
素
英
訳
）「
明
清
時

代
の
「
信
牌
」」（
小
島
道
裕
・
田
中
大
喜
・
荒
木
和
憲
編
『
古
文
書
の
様
式
と
国
際
比
較
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
二
月
）
二
七
一
～
二
七
二
頁
、
参
照
。

（
31
）「
領
議
政
許
積
・
刑
曹
堂
上
・
三
司
入
侍
、（
中
略
）
上
出
示
奏
請
使
状
啓
曰
、
北
京
危

急
矣
、
積
曰
、
此
等
伝
聞
不
可
盡
信
、
然
相
持
之
久
、
則
北
京
勢
必
難
支
、
呉
三
桂
之
子
、

果
為
太
極
㺚
子
之
壻
、
而
與
之
同
心
、
則
尤
似
危
急
、
木
柿
蔽
海
亦
是
遼
野
之
虞
、
上
又

以
李
寿
慶
所
進
小
札
示
積
、
積
曰
、
麗
朝
果
有
此
患
、
而
迎
勅
之
礼
不
可
廃
之
、
兵
曹
・

総
府
則
以
此
意
申
飭
無
妨
、
至
於
両
西
則
若
有
事
変
、
何
以
不
防
守
也
、
然
分
付
帥
臣
可

矣
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
正
月
丙
子
〔
一
七
日
〕
条
）。
洪
性
鳩
「『
朝

鮮
王
朝
実
録
』
에 

비
친 

17
세
기 

내
륙
아
시
아 

정
세
와
ʻ
寧
古
塔
回
帰
説
」̓（『
中
国
史

研
究
』
第
六
九
輯
、
大
邱
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
二
九
四
～
二
九
五
頁
に
よ
れ
ば
、
当

時
、
康
熙
帝
が
疑
心
を
抱
い
て
い
た
「
太
極
㺚
子
」
と
は
オ
イ
ラ
ー
ト
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
勢

力
を
指
す
と
い
い
、
金
雨
鎮
「
숙
종
대 

몽
고
・
러
시
아
에 

대
한 

知
識
・
情
報 

분
석
―
청

과 

몽
고
・
러
시
아
간
의 

交
戦 

정
보
를 

중
심
으
로
」（『
인
문
학
연
구
』
第
三
七
号
、
ソ
ウ

ル
、
二
〇
一
八
年
九
月
）
八
二
～
八
三
頁
で
は
ガ
ル
ダ
ン
と
特
定
す
る
。

（
32
）
矢
木
毅
『
朝
鮮
朝
刑
罰
制
度
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
）「
第
五
章　

朝
鮮
時
代
に
お
け
る
三
司
の
言
論
と
官
人
の
処
罰
」（
初
出
は
『
東
方
学
報
』
第
八
九
冊
、

二
〇
一
四
年
一
二
月
）
二
二
五
～
二
二
六
頁
。
そ
の
後
、
粛
宗
六
年
ま
で
辺
境
の
慶
尚
道

長
鬐
（
の
ち
済
州
島
へ
移
配
）
に
追
放
処
分
と
な
る
宋
時
烈
の
生
涯
に
つ
い
て
は
さ
し
あ

た
り
、
李
迎
春
「
尤
菴 

宋
時
烈
의 

尊
周
思
想
」（『
清
溪
史
学
』
二
、
城
南
、
一
九
八
五

年
一
二
月
）
一
三
一
～
一
三
四
頁
、
参
照
。

（
33
）
こ
の
南
人
の
政
界
進
出
（
甲
寅
換
局
）
に
つ
い
て
は
洪
順
敏
「
粛
宗
初
期
의 

政
治
構

造
와
「
換
局
」」（『
韓
国
史
論
（
서
울
大
学
校
国
史
学
科
）』
一
五
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
六

年
八
月
）
一
六
八
～
一
六
九
頁
の
ほ
か
、
池
斗
煥
『
조
선
시
대 

사
상
사
의 

재
조
명
』（
歴

史
文
化
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
八
年
七
月
）「
第
２
篇
第
３
章　

朝
鮮
後
期 

礼
訴
研
究
」（
初

出
は
『
釜
大
史
学
』
第
一
一
輯
、
釜
山
、
一
九
八
七
年
六
月
）
三
三
二
～
三
四
四
頁
、
国

史
編
纂
委
員
会
編
『
한
국
사
（
30 

조
선 

중
기
의 

정
치
와 

경
제
）』（
同
委
員
会
、
果
川
、

一
九
九
八
年
一
二
月
）「
Ⅱ
４　

붕
당
정
치
의 

동
요
와 

환
국
의 

빈
발
」（
執
筆
は
洪
順
敏
）

一
五
三
～
一
五
五
頁
、
李
熙
煥
『
조
선
정
치
사
』（
慧
眼
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
五
年
五
月
）

「
제
４
장　

숙
종
대 

환
국
과 

당
쟁
」
二
〇
〇
～
二
〇
五
頁
、
参
照
。

（
34
）『
粛
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
正
月
丁
亥
（
二
八
日
）
条
。
韓
㳓
劤
『
朝
鮮
時
代
思
想
史

研
究
論
攷
』（
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
六
年
九
月
）「
第
４
章　

白
湖
尹
鑴
研
究
―
人

間 

白
湖
尹
鑴
와 

그
의 

経
世
論
을 

中
心
으
로
」（
初
出
は
『
歴
史
学
報
』
第
一
五
・
一
六
・

一
九
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
一
年
九
月
・
一
二
月
・
六
二
年
一
二
月
）
一
八
三
～
一
八
四

頁
。
李
善
娥
『
윤
휴
의 

학
문
세
계
와 

정
치
사
상
』
韓
国
学
術
情
報
、
坡
州
、
二
〇
〇
八

年
一
一
月
）「
Ⅳ　

国
家
自
尊
的 

北
伐
大
義
論
」
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
。
김
창
수
「
조
선

후
기 

조
선
・
청 

관
계
와 

국
왕
의 

건
강 

문
제
―
숙
종 

초
반 

교
영
례
（
郊
迎
礼
）
를 

둘

러
싼 

갈
등
을 

중
심
으
로
」（『
医
史
学
』
第
二
九
巻
第
三
号
、
ソ
ウ
ル
、
大
韓
医
史
学
会
、

二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
一
〇
〇
八
頁
。

（
35
）『
粛
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
二
月
丁
酉
（
九
日
）
条
。
洪
鍾
佖
「
三
藩
乱
을 

前
後
한 

顕

宗 

粛
宗
年
間
의 

北
伐
論
―
特
히 

儒
林
과 

尹
鑴
를 

中
心
으
로
」（『
史
学
研
究
』
第
二
七

号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
七
年
六
月
）
一
〇
二
頁
。

（
36
）
北
伐
論
者
の
宋
時
烈
が
満マ

ン
ジ
ユ洲

人
を
「
北
虜
」「
犬
羊
」
と
み
な
し
た
の
は
典
型
的
か
つ

観
念
的
な
中
国
認
識
で
あ
ろ
う
。
中
純
夫
「
北
伐
と
北
学
―
近
世
朝
鮮
の
対
清
認
識
」（
岡

本
隆
司
編
『
交
隣
と
東
ア
ジ
ア
―
近
世
か
ら
近
代
へ
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一

年
一
一
月
）
五
三
～
五
五
頁
。

（
37
）
粛
宗
の
御
前
で
記
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
広
州
李
氏
家 

承
政
院
史
草
Ⅱ
』（
ソ
ウ

ル
歴
史
博
物
館
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
通
番
14
、
乙
卯
正
月
初
一
〇
日
召
対
中
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草
条
に
「（
司
業
尹
）
鑴
曰
、
丙
子
後
、
仁
祖
遇
望
闕
礼
之
日
、
必
西
望
痛
哭
、
孝
廟
嘗
流

涕
言
之
云
矣
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
清
書
し
た
同
書
通
番
16
、
乙
卯
正
月
初
一
〇
日
午
時
条

に
も
「
尹
曰
、
仁
祖
望
闕
礼
之
日
、
丙
子
後
、
必
西
望
痛
哭
、
孝
廟
嘗
流
涕
言
之
云
矣
」

と
あ
る
。
し
か
し
、『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
四
冊
、
粛
宗
元
年
正
月
初
一
〇
日
己
巳
条
に

は
「
召
対
入
侍
、
領
議
政
許
積
・
司
業
尹
鑴
・
承
旨
鄭
維
岳
・
玉
堂
李
濡
・
李
夏
鎮
・
仮

注
書
李
聃
命
・
史
官
李
后
沆
・
南
益
熏
」
と
記
録
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
末
尾
に
は
「
以
上

朝
報
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
の
記
録
は
承
政
院
が
毎
朝
頒
布
す
る
「
朝
報
」（
朝
紙
と

も
い
い
、
官
報
に
あ
た
る
）
に
よ
っ
て
英
祖
代
に
補
わ
れ
て
お
り
、
李
聃
命
に
よ
る
長
文

の
議
事
録
は
『
承
政
院
日
記
』
に
残
っ
て
い
な
い
。

（
38
）『
粛
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
二
月
戊
午
（
三
〇
日
）
条
。
同
書
巻
三
、
元
年
三
月
朔
己

未
条
。

（
39
）「
清
使
寿マ

マ
西
泰
・
桑
額
・
阿
達
哈
哈
等（
番
）到
弘
済
院
、
領
議
政
許
積
・
右
議
政
権
大
運
・

都
承
旨
沈
梓
往
問
起
居
後
復
命
、
上
引
見
大
臣
及
備
局
諸
宰
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』

巻
三
、
元
年
三
月
庚
申
〔
二
日
〕
条
）。
清
使
の
職
名
・
姓
名
に
つ
い
て
は
『
同
文
彙
考
』

補
編
巻
九
所
収
の
「
詔
勅
録
」
を
検
討
し
た
丘
凡
真
「
清
의 

朝
鮮
使
行 

人
選
과
ʻ
大
清

帝
国
体
制
」̓（『
人
文
論
叢
（
서
울
大
学
校
人
文
学
研
究
院
）』
第
五
九
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二

〇
〇
八
年
一
月
）
の
ほ
か
、『
接
勅
攷
』
一
冊
（
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー

校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
蔵
。
請
求
記
号
は
19-

15
。
高
麗
大
学
校
海
外
韓
国
学
資
料
セ
ン
タ
ー

http:// kostm
a.korea.ac.kr/

よ
り
入
手
）
を
あ
わ
せ
て
活
用
し
た
李
明
済
「
강
희 

연
간 

清
使
의 

사
행 

기
록
과 

조
선 

인
식
의 

양
상
―
揆
叙
와 

阿
克
敦
을 
중
심
으
로
」（『
한
국
문

화
』
八
八
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）
八
八
～
八
九
頁
の
「〈
表
５
〉
강
희 

연
간 

칙
사 

명
단 

및 

사
행 

목
적
」
を
参
照
し
た
。

（
40
）『
粛
宗
実
録
』
巻
三
、
元
年
三
月
庚
申
（
二
日
）・
辛
酉
（
三
日
）
条
。
神
田
信
夫
『
清

朝
史
論
考
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）「
三
藩
の
乱
と
朝
鮮
」（
初
出
は
『
駿
台

史
学
』
第
一
号
、
一
九
五
一
年
三
月
）
二
六
九
頁
。
韓
㳓
劤
、
前
掲
書
「
第
４
章　

白
湖

尹
鑴
研
究
」
一
八
四
頁
。
洪
鍾
佖
、
前
掲
「
三
藩
乱
을 

前
後
한 

顕
宗 

粛
宗
年
間
의 

北
伐

論
」
九
一
～
九
四
頁
。
李
花
子
『
清
朝
与
朝
鮮
関
係
史
研
究
―
以
越
境
交
渉
為
中
心
』（
延

辺
大
学
出
版
社
、
延
吉
、
二
〇
〇
六
年
七
月
：
ａ
）「
第
二
章　

入
関
初
朝
鮮
人
越
境
問

題
」
四
八
頁
。
同
『
朝
清
国
境
問
題
研
究
』（
集
文
堂
、
坡
州
、
二
〇
〇
八
年
七
月
：
ｂ
）

「
제
２
장　

입
관 

초 

조
선
인 

월
경
문
제
」
八
二
頁
。

（
41
）「
陳
慰
兼
進
香
使
霊
慎
君
瀅
等
還
到
山
海
関
、
因
先
来
馳
啓
曰
、（
中
略
）
通
官
金
徳
之

附
耳
密
謂
張
炫
曰
、
兵
部
以
呉
兵
日
盛
、
欲
取
用
朝
鮮
鳥
銃
之
意
、
已
達
於
皇
帝
、
而
以

国
王
新
薨
、
姑
待
請
封
嗣
王
後
、
可
以
取
用
云
云
、
訳
官
問
曰
、
只
請
鳥
銃
、
而
不
請
放

銃
之
兵
乎
云
、
則
答
以
此
則
未
有
聞
、
故
仍
令
訳
官
、
探
得
兵
部
題
奏
、
則
果
如
所
伝
」

（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
、
即
位
年
一
一
月
丙
寅
〔
七
日
〕
条
）。『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
一
、

使
臣
別
単
一
、
甲
寅
、
陳
慰
兼
進
香
行
書
状
官
姜
碩
耉
聞
見
事
件
。
伍
躍
「
朝
貢
関
係
と

情
報
収
集
―
朝
鮮
王
朝
対
中
国
外
交
を
考
え
る
に
際
し
て
」（
夫
馬
進
編
『
中
国
東
ア
ジ

ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
二
〇
〇
～
二
〇

三
頁
。
金
雨
鎮
、
前
掲
書
「
Ⅱ　

국
내
외 

정
세
와 

위
기
의
식
」
四
七
～
四
九
頁
。

（
42
）『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
一
、
使
臣
別
単
一
、
甲
寅
、
進
賀
兼
冬
至
行
書
状
官
洪
萬
鍾
聞

見
事
件
。
김
창
수
「
17
세
기 

후
반 

朝
鮮
使
臣
의 

공
식
보
고
와 

정
치
적 

파
장
」（『
사
학
연

구
』
第
一
〇
六
号
、
果
川
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
一
四
九
頁
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
張
孝
礼

の
よ
う
に
「
自
身
の
利
益
の
た
め
に
清
朝
の
意
図
と
関
係
な
く
不
正
確
な
情
報
を
持
っ
て

朝
鮮
に
圧
力
を
加
え
て
い
た
者
も
い
た
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
福
昌
君
李
楨
・
副
使
尹

深
・
書
状
官
洪
萬
鍾
の
三
使
は
三
月
五
日
に
領
議
政
許
積
と
と
も
に
粛
宗
に
召
し
出
さ
れ

て
復
命
報
告
す
る
が
、
鳥
銃
の
徴
発
に
関
し
て
は
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
（『
粛
宗
実
録
』

巻
三
、
元
年
三
月
癸
亥
〔
五
日
〕
条
）。
そ
れ
ゆ
え
、
朝
鮮
政
府
内
で
は
洪
萬
鍾
に
よ
る
北

京
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
43
）『
華
夷
変
態
』
巻
三
上
、
朝
鮮
伝
説
、
延
宝
三
年
乙
卯
正
月
一
六
日
、
宗
対
馬
守
、
お

よ
び
同
書
巻
三
下
、
朝
鮮
国
ニ
而
風
説
之
覚
書
、
乙
卯
一
一
月
八
日
、
宗
対
馬
守
。
石
原

道
博
『
明
末
清
初 

日
本
乞
師
の
研
究
』（
冨
山
房
、
一
九
四
五
年
一
一
月
）「
明
末
の
日
本

乞
師
と
鄭
経
」（
初
出
は
『
史
潮
』
七
年
四
号
、
一
九
三
七
年
一
二
月
）
九
一
～
九
二
頁
。

（
44
）「
一
、
三
月
初
三
日
、
勅
使
入
京
時
、
親
臨
郊
迎
」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
乙
卯
三
月

初
二
日
条
）。「
迎
勅
時
、
上
具
吉
服
、
百
官
皆
従
吉
、
上
先
還
宮
、
清
使
宣
勅
於
仁
政
殿
、

往
留
南
別
宮
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
三
、
元
年
三
月
辛
酉
〔
三
日
〕
条
）。『
議
政
府
謄
録
』

乙
卯
三
月
初
三
日
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
、
封
典
一
、
甲
寅
、
頒
誥
命
彩
幣
勅
〔
一

等
侍
衛
桑
額
等
来
、
乙
卯
〕・
冊
封
誥
。
同
書
原
編
巻
五
、
哀
礼
一
、
甲
寅
、
諭
祭
文
〔
内

大
臣
寿マ

マ
西
泰
等
来
〕・
賜
諡
文
。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
元
年
乙
卯
条
。

（
45
）『
清
聖
祖
実
録
』
巻
五
二
、
康
熙
一
四
年
正
月
乙
亥
（
一
六
日
）
条
。
正
使
に
つ
い
て

は
『
清
史
稿
』
巻
五
二
六
、
列
伝
三
一
三
、
属
国
一
、
朝
鮮
、
康
熙
一
三
年
一
二
月
条
に

も
「
内
大
臣
寿
西
特
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
内
大
臣
は
中
和
殿
大
学
士
兼
吏
部
尚

書
巴
泰
で
あ
り
、
老
病
の
た
め
い
っ
た
ん
致
仕
し
た
も
の
の
、
康
熙
一
四
年
に
再
度
入
閣

し
て
『
清
太
宗
実
録
』
編
纂
の
総
裁
官
に
任
じ
ら
れ
た
（『
清
聖
祖
実
録
』
巻
三
四
、
康
熙

九
年
一
〇
月
甲
午
〔
一
〇
日
〕
条
。
同
書
巻
四
一
、
康
熙
一
二
年
三
月
己
亥
〔
二
九
日
〕
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条
。
同
書
巻
五
三
、
康
熙
一
四
年
三
月
戊
子
〔
三
〇
日
〕
条
。
同
書
巻
五
四
、
康
熙
一
四

年
四
月
庚
戌
〔
二
二
日
〕
条
）。
な
お
、
顕
宗
の
賜
諡
と
王
妃
金
氏
の
冊
封
を
め
ぐ
る
朝
清

間
の
外
交
交
渉
に
つ
い
て
は
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
粛
宗
代
の
王
妃
冊
封
に
み
る
朝
清

関
係
」
三
～
五
頁
、
参
照
。

（
46
）
李
賢
珍
「
명
・
청
의 

賜
祭
・
賜
諡
에 

대
한 

조
선
의 

대
응
」（『
朝
鮮
時
代
史
学
報
』
六

三
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
一
五
〇
～
一
五
一
頁
。

（
47
）『
清
世
祖
実
録
』
巻
一
二
八
、
順
治
一
六
年
九
月
戊
寅
（
二
〇
日
）
条
。
桑
野
栄
治
、

前
掲
「
朝
鮮
顕
宗
代
の
朝
清
関
係
と
望
闕
礼
」
三
頁
。

（
48
）
清
か
ら
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
使
臣
が
五
品
以
下
の
下
級
官
員
で
は
な
く
、
三
品
以
上
の

旗
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
丘
凡
真
、
前
掲
「
清
의 

朝
鮮
使
行 

人
選
과
ʻ
大
清
帝
国
体
制
」̓

三
～
一
三
・
二
四
～
二
九
頁
に
明
快
に
説
か
れ
、
同
、
前
掲
「
동
아
시
아 

국
제
질
서
의 

변

동
과 

조
선-

청 

관
계
」
三
四
七
～
三
四
八
頁
、
同
、
前
掲
「
大
清
帝
国
の
朝
鮮
認
識
と
朝

鮮
の
位
相
」
九
七
～
九
八
頁
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）
張
乙
演
「
清
代 

조
선
왕
실 

冊
封
誥
命
과 
조
선 
教
命
의 

형
태 

비
교
연
구
」（『
蔵
書
閣
』

第
二
四
輯
、
城
南
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
一
四
八
頁
の
ほ
か
、
丘
凡
真
「
崇
徳
年
間 

清

朝
의 

朝
鮮
王
室 

冊
封
과 

冊
封
文
書
」（『
明
清
史
研
究
』
第
五
二
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一

九
年
一
〇
月
）
七
四
頁
、
参
照
。

（
50
）「
清
使
致
祭
于
孝
敬
殿
、
許
積
・
金
錫
冑
請
罷
祭
後
親
往
館
所
、
上
従
之
、
上
毎
発
言
、

積
輒
従
傍
賛
之
、
罷
後
、
上
素
服
還
宮
」「
清
使
行
二
次
祭
于
孝
敬
殿
」（
順
に
『
粛
宗
実

録
』
巻
三
、
元
年
三
月
壬
戌
〔
四
日
〕・
甲
子
〔
六
日
〕
条
）。
顕
宗
の
魂
殿
は
昌
徳
宮
に

隣
接
す
る
昌
慶
宮
の
文
政
殿
が
充
て
ら
れ
、
孝
敬
殿
と
命
名
さ
れ
た
。
朝
鮮
時
代
の
魂
殿

と
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
尹
晶
「
조
선
시
대 

魂
殿 

운
영
에 

대
한 

기
초
적 

정
리
」（『
奎
章

閣
』
二
八
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
の
ほ
か
、
李
賢
珍
「
조
선
왕
실
의 
혼
전
」

（
鄭
玉
子
外
『
조
선
시
대 

문
화
사
（
상
）―
문
물
의 

정
비
와 

왕
실
문
화
』
一
志
社
、
ソ
ウ

ル
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
一
七
五
～
一
七
七
頁
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
粛
宗
代
に
造
成

さ
れ
た
魂
殿
の
空
間
構
造
は
신
지
혜
「
조
선
조 

숙
종
대 

혼
전
조
성
과 

그 

특
징
에 

관
한 

연
구
―
창
경
궁 

문
정
전
을 

중
심
으
로
」（『
건
축
역
사
연
구
』
第
一
九
巻
三
号
、
龍
仁
、
二

〇
一
〇
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
51
）「
諭
礼
部
、
朝
鮮
国
王
李
棩
、
襲
封
以
来
、
殫
竭
忠
忱
、
克
盡
藩
屛
之
職
、
今
聞
溘
逝
、

朕
心
深
為
憫
惻
、
可
従
優
給
與
恤
典
、
於
常
例
外
、
加
祭
一
次
」（『
清
聖
祖
実
録
』
巻
五

二
、
康
熙
一
四
年
正
月
乙
丑
〔
六
日
〕
条
）。
亡
き
顕
宗
に
対
す
る
康
熙
帝
の
礼
遇
に
つ
い

て
は
崔
韶
子
、
前
掲
書
「
제
１
부
Ⅰ　

康
熙
시
기
（
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）：
清
・
朝
관

계
의 

확
립
」
二
七
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
康
熙
年
間
に
朝
鮮
が
「
忠
実
な
朝
貢
国
家
」

と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
同
、
四
九
頁
）
と
い
う
根
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

（
52
）『
粛
宗
実
録
』
巻
三
、
元
年
三
月
辛
酉
（
三
日
）
条
。
二
度
の
弔
祭
を
め
ぐ
る
呉
始
寿

と
尹
鑴
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
裵
祐
晟
「
粛
宗
代 

초
반 

臣
強
説
과 

그 

정
치
적 

파
장
」（
鄭

玉
子
外
、
前
掲
『
조
선
시
대 

문
화
사
（
상
）』、
所
収
）
二
一
一
～
二
一
三
頁
に
指
摘
が
あ

る
。
な
お
、
呉
始
寿
ら
の
南
人
は
こ
の
強
い
臣
下
を
宋
時
烈
と
み
な
し
て
い
た
（
同
、
二

〇
九
頁
）。

（
53
）
森
川
哲
雄
「
チ
ャ
ハ
ル
の
ブ
ル
ニ
親
王
の
乱
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
学
報
』
第
六
四
巻

第
一
・
二
号
、
一
九
八
三
年
一
月
）
一
一
四
～
一
二
二
頁
。

（
54
）『
承
政
院
日
記
』
や
各
種
謄
録
類
に
転
写
さ
れ
て
い
る
無
啓
目
単
子
は
、
繰
り
返
さ
れ

る
単
純
な
報
告
の
際
に
使
用
さ
れ
る
書
式
で
「
何
如
」
と
結
ば
れ
、「
啓
」
字
に
つ
づ
け
て

「
依
所
啓
施
行
」（
吏
読
を
含
む
場
合
は
「
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」）
と
決
裁
さ
れ
る
。

명
경
일
「
無
啓
目
単
子
의 

서
식
과 

용
례
」（『
古
文
書
研
究
』
第
三
七
号
、
城
南
、
二
〇

一
〇
年
八
月
）。

（
55
）『
経
国
大
典
』
巻
三
、
礼
典
、
朝
儀
条
。
し
か
し
、『
経
国
大
典
』
成
立
時
に
は
望
闕
礼

の
習
儀
に
関
す
る
直
截
的
な
規
定
は
な
か
っ
た
。
の
ち
判
中
枢
府
事
具
允
明
が
正
祖
（
在

位
一
七
七
六
～
一
八
〇
〇
年
）
の
支
援
を
得
て
正
祖
一
〇
年
（
一
七
八
六
）
に
完
成
さ
せ

た
『
典
律
通
補
』（
沈
載
祐
解
題
『
典
律
通
補
（
奎
章
閣
資
料
叢
書 

法
典
篇
）』
ソ
ウ
ル
大

学
校
奎
章
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）
巻
三
、
礼
典
、
朝
儀
条
で
は
「
正
・
至
・

聖
節
に
殿
下
は
王
世
子
以
下
を
率
い
て
望
闕
礼
を
行
う
」
と
の
『
経
国
大
典
』
の
規
定
に

つ
づ
け
て
、
そ
の
割
註
に
「
百
官
は
期
に
先
ん
じ
て
儀
を
政
府
に

4

4

4

習
う
」
と
補
足
さ
れ
た
。

（
56
）「
上
御
集
祥
殿
、
入
診
入
侍
、（
中
略
）
許
積
曰
、
冬
至
習
儀
之
挙
、
乃
為
彼
国
而
設
行

也
、
至
於
［
一二

カ
字
缺
］
度
、
事
渉
虚
文
、
莫
如
革
罷
其
事
矣
、
上
曰
、
初
不
為
之
、
則
可

也
、
為
之
而
今
遽
革
罷
如
何
、（
後
略
）」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
一
七
冊
、
顕
宗
一
〇
年

一
一
月
二
五
日
甲
寅
条
）。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
顕
宗
代
の
朝
清
関
係
と
望
闕
礼
」
二

一
～
二
二
頁
。
そ
の
許
積
も
領
議
政
と
し
て
粛
宗
を
支
え
る
立
場
に
な
る
と
、『
議
政
府
謄

録
』
丙
辰
一
一
月
一
〇
日
条
に
「
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
時
領
議
政
許
積
・
司
録
李
東
植
進
、

左
議
政
権
大
運
薬
房
進
、
右
議
政
許
穆
病
、
右
参
賛
閔
點
実
録
庁
進
、
三
宰
（
＝
左
参
賛
）・

舎
人
未
差
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
粛
宗
二
年
に
文
武
百
官
を
代
表
し
て
望
闕
礼
の
習
儀
に

参
席
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
週
間
後
に
は
「
冬
至
、
四
殿
、
百
官
陳
賀
、
時
領
議
政

許
積
・
左
議
政
権
大
運
・
右
議
政
許
穆
・
右
参
賛
閔
點
・
司
録
李
東
植
進
参
、
三
宰
・
舎

人
未
差
」
と
あ
る
（
同
書
丙
辰
一
一
月
一
七
日
条
）
よ
う
に
、
許
積
は
百
官
を
率
い
て
冬
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至
の
陳
賀
礼
を
行
っ
て
お
り
、
望
闕
礼
挙
行
に
関
す
る
記
録
は
な
い
。

（
57
）「（
同
副
承
旨
）
李
之
翼
啓
曰
、
小
臣
、
冬
至
望
闕
礼
二
度

4

4

習
儀
進
去
、
下
直
、
伝
曰
、

知
道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
一
七
冊
、
顕
宗
一
〇
年
一
一
月
二
五
日
甲
寅
条
）。「
一
、

曹
単
子
、
今
三
月
十
八
日
聖
節
望
闕
礼
習
儀
吉
日
、
令
日
官
推
択
、
則
今
月
十
五
日
為
吉

云
、
同
日
早
朝
、
百
官
以
黒
団
領
、
議
政
府
良ニ中
行
礼
為セ
ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
正
日
挙
動
、
則
依
前

例
自
政
院
臨
時
稟
旨
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
四
、
壬
子
三
月
一

四
日
条
）。
後
者
の
顕
宗
一
三
年
の
記
録
が
史
料
Ａ
の
よ
う
に
定
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
58
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
五
冊
、
粛
宗
元
年
三
月
初
九
日
丁
卯
条
。

（
59
）「
午
時
、
上
御
熙
政
堂
、
諸
承
旨
持
留
院
公
事
入
侍
、
行
都
承
旨
申
厚
載
・
左
承
旨
安

如
石
・
右
承
旨
李
允
修
・
左
副
承
旨
姜
世
亀
・
右
副
承
旨
李
雲
徴
・
同
副
承
旨
李
元
齢
・

仮
注
書
全
命
三
・
記
事
官
李
瀏
・
李
柱
天
入
侍
、（
中
略
）
允
修
以
礼
曹
望
闕
礼
択
日
単
子

進
読
、
上
曰
、
啓
下
、（
中
略
）
允
修
以
礼
曹
来
十
一
月
冬
至
陳
賀
儀
奏
進
読
、
上
曰
、
権

停
可
也
、（
中
略
）
仍
罷
出
〔
以
上
燼
餘
移
謄
〕」（『
承
政
院
日
記
』
第
三
五
四
冊
、
粛
宗

一
九
年
一
〇
月
二
七
日
丁
酉
条
）。『
勅
使
謄
録
』
第
七
、
癸
酉
一
〇
月
二
七
日
条
に
は

「
一
、
曹
単
子
、
来
十
一
月
二
十
五
日
冬
至
望
闕
礼
習
儀
吉
日
、
令
日
官
推
択
、
則
同
月
二

十
日
為
吉
云
、
同
日
早
朝
、
宗
親
・
文
武
百
官
以
黒
団
領
、
議
政
府
良ニ中
行
礼
為セ
ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、

正
日
挙
行
、
依
前
例
自
政
院
臨
時
稟
旨
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」
と
あ

り
、
史
料
Ａ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
定
型
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
承
政
院
に
留
め
置
か
れ
て
い

た
礼
曹
の
啓
目
（
小
事
に
か
か
る
上
奏
文
）
は
具
体
的
で
あ
る
。

（
60
）「
礼
曹
啓
言
、
自
前
国
恤
三
年
内
、
三
名
日
陳
賀
・
進
箋
、
不
為
挙
行
、
而
各
殿
誕
日
、

百
官
只
進
表
裏
、
今
宜
依
此
挙
行
、
允
之
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
、
即
位
年
八
月
甲
寅
〔
二

三
日
〕
条
）。

（
61
）「
上
接
見
虜
使
于
熙
政
堂
、
許
積
・
金
錫
冑
・
承
旨
・
史
官
等
並
入
侍
、
上
與
虜
使
循

例
叙
話
、
上
問
曰
、
南
方
叛
乱
今
已
討
平
乎
、
使
曰
、
俺
等
在
京
時
、
聞
有
処
処
伐
賊
之

報
、
来
此
之
後
、
未
聞
消
息
云
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
三
、
元
年
三
月
辛
未
〔
一
三
日
〕
条
）。

（
62
）
禹
仁
秀
『
朝
鮮
後
期
山
林
勢
力
研
究
』（
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
九
年
八
月
）「
제

３
장　

山
林
의 

政
治
参
与
와 

政
局
運
営
」
一
七
四
一
～
七
七
頁
。
李
在
喆
『
朝
鮮
後
期

備
辺
司
研
究
』（
集
文
堂
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）「
附
録　

粛
宗
代 

備
辺
司 

運

営
의 

性
格
」（
初
出
は
『
大
丘
史
学
』
第
五
三
輯
、
大
邱
、
一
九
九
七
年
六
月
）
二
八
一

～
二
八
二
頁
。
李
熙
煥
、
前
掲
書
「
제
４
장　

숙
종
대 

환
국
과 

당
쟁
」
二
一
〇
～
二
一

六
頁
。

（
63
）
張
永
起
『
조
선
시
대 

궁
궐 

운
영 

연
구
』（
歴
史
文
化
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
四
年
六
月
）

「
제
５
편
제
２
장　

청
（
清
）
사
신
접
견
과 

궁
궐
의 

운
영
」
三
三
三
～
三
三
八
頁
。

（
64
）「（
同
副
承
旨
崔
文
湜
）
又
以
迎
接
都
監
郎
庁
、
以
領
議
政
意
啓
曰
、
勅
使
即
刻
来
到
迎

恩
門
百
官
班
前
、
良
久
相
議
後
下
馬
、
臣
等
依
例
行
再
拝
礼
、
則
使
之
回
班
背
立
後
、
騎

馬
過
去
、（
中
略
）
臣
即
自
迎
恩
門
、
不
及
陛
辞
、
直
往
弘
済
院
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知

道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
六
冊
、
粛
宗
元
年
三
月
一
六
日
甲
戌
条
）。

（
65
）
李
康
旭
「
啓
辞
에 

대
한 

考
察
―『
承
政
院
日
記
』
를 

중
심
으
로
」（『
古
文
書
研
究
』

第
三
七
号
、
城
南
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）
一
三
七
～
一
三
九
頁
。

（
66
）「
鄭
重
徽
啓
曰
、
小
臣
與
右
承
旨
丁
昌
燾
、
冬
至
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
下
直
、
伝
曰
、

知
道
」「（
丁
昌
燾
）
又
啓
曰
、
明
日
冬
至
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、

知
道
」（
順
に
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
七
冊
、
粛
宗
二
年
一
一
月
初
一
〇
日
戊
子
・
一
六

日
甲
午
条
）。

（
67
）
た
と
え
ば
粛
宗
二
六
年
冬
至
の
場
合
、
承
政
院
仮
注
書
権
斗
紀
に
よ
る
『
堂
后
日
録
』

乾
（『
朝
鮮
時
代
史
草
Ⅱ
（
畢
斎
堂
后
日
記
外
）』
国
史
編
纂
委
員
会
、
果
川
、
一
九
九
六

年
一
一
月
、
所
収
）
に
は
「（
左
承
旨
）
沈
枰
啓
曰
、
小
臣
、
冬
至
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
下

直
、
伝
曰
、
知
道
」「（
右
承
旨
崔
錫
恒
）
又
啓
曰
、
明
日
冬
至
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
之

意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」（
順
に
同
書
、
康
熙
三
九
年
一
一
月
初
九
日
丁
酉
・
一
一
日
己

亥
条
）
と
あ
る
。『
承
政
院
日
記
』
の
当
該
年
月
日
条
は
焼
失
し
た
と
み
え
、
こ
れ
ら
の
記

録
は
残
っ
て
い
な
い
。

（
68
）「
政
院
啓
曰
、
来
初
二
日
冬
至
望
闕
礼
、
何
以
為
之
、
敢
稟
、
伝
曰
、
依
近
例
為
之
」

（『
承
政
院
日
記
』
第
一
二
九
冊
、
孝
宗
四
年
一
一
月
初
一
日
癸
巳
条
）。「（
右
承
旨
）
洪
処

亮
啓
曰
、
明
日
聖
節
望
闕
礼
、
依
近
例
為
之
乎
、
敢
稟
、
伝
日
、
依
啓
」（
同
書
第
一
四
四

冊
、
孝
宗
八
年
正
月
二
九
日
壬
申
条
）。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
孝
宗
代
の
望
闕
礼
に
み

る
朝
清
関
係
」
六
九
～
七
一
頁
。

（
69
）「
正
言
趙
重
晦
上
疏
、
略
曰
、（
中
略
）
噫
、
国
家
皮
幣
・
珠
玉
之
事
、
百
年
于
玆
、
而

列
聖
薪
膽
之
志
、
志
士
風
泉
之
感
、
未
嘗
少
衰
、
毎
於
望
闕
・
陳
賀
等
事
、
輒
曰
依
近
例

為
之
、
雖
似
不
誠
、
於
此
亦
可
見
本
心
之
難
誣
、
而
其
所
以
永
有
辞
於
天
下
萬
世
者
、
亦

惟
在
此
、
今
番
瀋
陽
使
价
之
行
也
、
擺
脱
常
規
、
祗
迎
於
五
十
里
之
外
、
大
被
恩
数
、
皇

恩
罔
極
之
説
、
伝
笑
一
世
、
而
駿
馬
・
金
鞍
得
得
而
帰
、
殿
下
又
特
賜
儀
仗
・
鼓
吹
以
迎

之
、（
後
略
）」（『
英
祖
実
録
』
巻
五
八
、
一
九
年
一
一
月
丁
未
〔
二
八
日
〕
条
）。
四
日
前

に
正
言
に
就
い
た
ば
か
り
の
趙
重
晦
は
当
時
の
言
路
の
閉
塞
状
態
、
宗
廟
奉
審
（
検
分
）

の
遅
延
の
ほ
か
、
瀋
陽
問
安
使
趙
顕
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
高
宗
乾
隆
帝
（
在
位
一
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七
三
五
～
九
五
年
）
下
賜
の
扁
額
・
鞍
馬
・
弓
矢
（『
清
高
宗
実
録
』
巻
二
〇
一
、
乾
隆
八

年
九
月
乙
巳
〔
二
六
日
〕
条
）
へ
の
対
処
を
批
判
し
た
。

（
70
）
趙
重
晦
は
英
祖
一
二
年
に
仮
注
書
に
任
じ
ら
れ
、
の
ち
世
子
侍
講
院
説
書
に
転
じ
た
。

『
承
政
院
日
記
』
第
八
三
五
冊
、
英
祖
一
二
年
一
〇
月
初
三
日
癸
亥
条
。
同
書
第
八
三
五

冊
、
英
祖
一
五
年
二
月
二
〇
日
丁
酉
条
。

（
71
）『
英
祖
実
録
』
巻
五
八
、
一
九
年
一
一
月
戊
申
（
二
九
日
）・
一
二
月
戊
午
（
九
日
）
条
。

『
正
祖
実
録
』
巻
一
三
、
六
年
四
月
丙
申
〔
三
〇
日
〕
条
、
原
任
吏
曹
判
書
趙
重
晦
卒
伝
。

趙
重
晦
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
金
東
煥
「
趙
重
晦 

贐
行 ｢

餞
別
詩
帖｣

에 

관
한 

研
究
｝

（『
書
誌
学
研
究
』
第
四
五
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）
一
二
四
～
一
三
一
頁
、
参

照
。

（
72
）「
御
昼
講
、（
中
略
）
鑴
又
曰
、
北
人
求
火
砲
、
臣
猶
以
数
柄
為
多
、
聞
所
給
将
至
五
十

柄
、
国
之
利
器
、
軽
易
與
人
、
流
毒
中
華
、
得
罪
天
下
、
豈
非
慨
然
之
甚
乎
、
上
曰
、
此

乃
我
国
長
技
、
豈
有
出
給
之
心
、
而
終
不
得
不
給
、
可
恨
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』
巻

三
、
元
年
三
月
丙
子
〔
一
八
日
〕
条
）。
韓
㳓
劤
、
前
掲
書
「
第
４
章　

白
湖
尹
鑴
研
究
」

一
八
四
頁
。
な
お
、
洪
鍾
佖
、
前
掲
「
三
藩
乱
을 
前
後
한 

顕
宗 

粛
宗
年
間
의 

北
伐
論
」

九
三
頁
で
は
「
清
は
要
請
事
項
を
変
更
し
、
鳥
銃
に
代
え
て
火
砲
を
要
請
す
る
と
、
朝
鮮

は
清
の
今
回
の
要
請
だ
け
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
火
砲
五
〇
挺
を
清
に
給
与
し
て

や
っ
た
」
と
叙
述
す
る
が
、
誤
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
、
右
議
政
権
大
運
と
と
も
に
粛
宗

に
面
会
し
た
許
積
が
「
今
番
の
勅
使
、
時
に
鳥
銃
持
ち
去
ら
ん
と
す
る
の
故
を
以
て
、
礼

単
も
て
給
す
る
所
の
馬
匹
及
び
環
刀
は
終
に
之
を
受
け
ず
。
而
し
て
其
の
鳥
銃
は
則
ち
皆

な
各
軍
門
よ
り
取
り
用
う
」
と
発
言
し
た
こ
と
が
「
御
営
庁
謄
録
」
に
残
っ
て
お
り
（『
承

政
院
日
記
』
第
二
四
六
冊
、
粛
宗
元
年
三
月
一
八
日
丙
子
条
）、
尹
鑴
が
い
う
「
火
砲
」
と

は
訓
錬
都
監
・
禁
衛
営
・
御
営
庁
な
ど
各
軍
営
衙
門
よ
り
取
り
寄
せ
た
鳥
銃
を
指
す
。

（
73
）「
使
於
路
上
、
若
遇
聖
節
・
冬
至
・
正
朝
、
則
於
站
上
闕
室
之
庭
行
望
闕
礼
、
而
遠
接

使
該
道
監
司
・
差
使
員
・
差
備
官
等
随
班
行
礼
、
留
館
時
、
則
移
設
闕
牌
於
西
宴
庁
、
而

都
監
堂
上
以
下
行
礼
、
如
右
〔
崇
徳
己
卯
（
＝
仁
祖
一
七
年
）、
馬
将
（
＝
戸
部
承
政
マ
フ

タ
）
之
来
、
適
値
冬
至
日
、
因
上
候
未
寧
、
大
君
・
大
臣
率
百
官
来
会
館
所
、
使
一
時
行

礼
、
出
備
局
謄
録
〕」（『
通
文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
望
闕
礼
条
）。

（
74
）「
一
、
曹
為
知シ

ラ
セ音
事
、
今
月
三
十
日
聖
節
望
闕
礼
、
依
礼
文
當
為
行
礼
事
是デ
ア
ル
モ置
、
勅
使

若
有
相
値
於
我
境
、
則
所
到
処
儀
物
精
備
、
依
例
行
礼
事
、
前
期
知
委
、
俾
無
闕
礼
之
弊

為ス

ル

ニ
乎
矣
、
到
付
日
時
、
移
文
向ナ
ス
ベ
キ
コ
ト事

」「
一
、
伴
送
使
状
啓
、
勅
行
二
十
九
日
聖
節
望
闕
礼

後
、
発
向
順
安
云
云
、
而
勅
使
分
付
内
、
聖
節
日
、
本
道
監
兵
使
及
道
内
守
令
没
数
聚
会

参
礼
、
而
義
州
府
尹
・
江
界
府
使
叱ノ

ミ分
俾
勿
来
参
為セ
ラ
レ
マ
シ
タ
ノ
デ

白
去
乙
、
臣
謂
、
江
辺
守
令
則
道
路

遥
遠
、
勢
未
及
来
、
以
近
邑
散
官
代
充
其
数
、
冠
帯
入
参
、
於
礼
合
當
是ト如
、
反
覆
開
諭
、

則
鄭
使
（
＝
三
使
戸
部
主
事
鄭
命
寿
。
満
洲
名
は
グ
ル
マ
フ
ン
）
答
云
、
依
此
無
妨
、
冠

帯
各
別
整
斉
、
行
礼
亦
為イ

タ
シ
マ
ス
カ
ラ

白
乎
等
以
、
本
道
監
司
処
以
此
意
知
委
事
」（
順
に
『
勅
使
謄

録
』
第
三
、
丙
戌
正
月
一
七
日
・
二
九
日
条
）。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
仁
祖
代
に
お
け

る
対
明
遥
拝
儀
礼
の
変
容
」
一
八
四
頁
。

（
75
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
六
冊
、
粛
宗
元
年
三
月
一
九
日
丁
丑
条
。

（
76
）
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
第
一
一
冊
（
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
一
年
三
月
。

名
著
出
版
、
一
九
七
三
年
三
月
復
刻
）、
朝
鮮
時
代
、
客
舎
、
一
五
八
〇
頁
、「
五
〇
九
二　

客
舎
太
平
館
殿
牌
及
闕
牌
」。
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
한
국
사
（
31 

조
선 

중
기
의 

사
회
와 

문
화
）』（
同
委
員
会
、
果
川
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）「
Ⅴ
２　

미
술
（
５
） 

건
축
」（
執

筆
は
朱
南
哲
）
五
二
七
頁
。

（
77
）「
清
使
入
京
、
以
冊
封
太
子
頒
詔
也
、
上
出
仁
政
殿
迎
勅
、
仍
接
見
勅
使
」（『
粛
宗
実

録
』
巻
五
、
二
年
二
月
丁
卯
〔
一
五
日
〕
条
）。「
一
、
勅
使
入
京
時
、
自
上
勿
為
郊
迎
、

出
迎
於
仁
政
殿
殿
庭
、
而
只
百
官
郊
迎
訖
、
先
導
詣
仁
政
殿
行
礼
、
自
上
接
見
時
、
仍
以

迎
勅
時
黒
団
領
袍
、
行
茶
礼
」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
二
月
一
五
日
条
）。『
同
文
彙

考
』
原
編
巻
一
〇
、
進
賀
四
、
乙
卯
、
頒
冊
立
皇
太
子
詔
〔
散
秩
大
臣
卜
等
来
〕。『
通
文

館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
二
年
丙
辰
条
。

（
78
）「
一
、
曹
啓
曰
、
今
此
勅
使
既
以
頒
詔
出
来
、
迎
詔
翌
日
、
當
有
仁
政
殿
権
停
例
頒
教

之
挙
、
應
行
節
目
、
依
前
例
預
為
磨
鍊
挙
行
何
如
、
伝
曰
、
允
〔
冊
封
皇
太
子
頒
詔
〕」

（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
二
月
初
二
日
条
）。

（
79
）「
伝
曰
、
痘
疫
之
遍
満
城
中
、
諒
闇
之
中
累
然
衰
服
之
身
、
襲
袞
冕
衣
錦
繡
、
以
示
群

黎
瞻
仰
之
地
、
俱
為
未
安
、
故
勿
為
郊
迎
事
、
方
為
停
當
矣
、
以
此
辞
縁
添
入
下
之
、
使

大
臣
亦
為
知
之
」（『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
二
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
一
一
日
条
）。
実
際
に
、

『
議
政
府
謄
録
』
丙
辰
二
月
一
五
日
条
に
は
「
慕
華
館
良ニ中
迎
勅
挙
動
、
時
領
議
政
許
積
・

右
議
政
許
穆
進
参
、
大
駕
教ニ

オ
カ
レ
テ
ハ是
挙
動
不
為
之
、
而
百
官
仍
為
詣
闕
、
陳
賀
為
之
」
と
あ

り
、
慕
華
館
へ
は
粛
宗
の
名
代
と
し
て
領
議
政
許
積
と
右
議
政
許
穆
が
出
向
い
て
い
る
。

李
花
子
『
한
중
국
경
사 

연
구
』（
慧
眼
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
一
年
一
月
：
ｃ
）「
제
５
장　

한
중
관
계
사
론
」
三
二
四
頁
。
同
『
明
清
時
期
中
朝
辺
界
史
研
究
』（
知
識
産
権
出
版
社
、

北
京
、
二
〇
一
一
年
六
月
：
ｄ
）「
附
論　

清
代
中
朝
関
係
史
論
」
二
七
七
頁
。
李
花
子
氏

は
『
粛
宗
実
録
』
に
み
え
る
迎
接
儀
礼
関
連
史
料
を
抽
出
し
、
粛
宗
一
一
年
に
発
生
し
た

三
道
溝
事
件
（
後
述
）
以
後
、
粛
宗
は
迎
接
儀
礼
を
正
常
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
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す
る
（
同
ｃ
、
三
一
〇
～
三
一
七
頁
。
同
ｄ
、
二
六
七
～
二
七
二
頁
）。
김
창
수
、
前
掲

「
조
선
후
기 

조
선
・
청 

관
계
와 

국
왕
의 

건
강 

문
제
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
粛
宗
が
迎

接
儀
礼
を
避
け
て
い
た
の
は
粛
宗
自
身
の
疾
病
の
ほ
か
、
痘
瘡
に
罹
患
す
る
こ
と
を
憂
慮

し
た
か
ら
で
あ
る
。

（
80
）「
領
議
政
許
積
・
戸
曹
判
書
呉
挺
緯
・
都
承
旨
鄭
榏
自
弘
済
院
還
、
上
引
見
、
積
曰
、

郊
迎
及
儺
礼
、
彼
即
順
従
、
而
先
見
大
通
官
、
言
及
動
楽
事
、
則
勃
然
変
色
曰
、
不
顧
有

害
而
欲
言
於
勅
使
、
則
當
言
之
、
勢
難
開
諭
矣
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
二
月
丙
寅

〔
一
四
日
〕
条
）。

（
81
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
、
即
位
年
九
月
己
巳
（
八
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
一

冊
、
粛
宗
即
位
年
九
月
初
八
日
己
巳
条
。『
勅
使
謄
録
』
第
二
、
甲
寅
八
月
一
三
日
・
二
一

日
・
二
二
日
お
よ
び
九
月
一
五
日
条
。
李
花
子
、
前
掲
書
ｃ
「
제
５
장　

한
중
관
계
사
론
」

三
二
四
頁
。
同
、
前
掲
書
ｄ
「
附
論　

清
代
中
朝
関
係
史
論
」
二
七
七
頁
。
な
お
、
こ
の

清
使
入
京
の
目
的
は
難
産
に
よ
り
崩
御
し
た
孝
誠
仁
皇
后
の
冊
諡
を
通
達
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
（『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
九
、
詔
勅
録
、
甲
寅
、
康
熙
一
三
年
七
月
二
一
日
冊
諡
皇
后
詔

一
道
）。

（
82
）「
一
、
備
忘
記
、
凡
迎
勅
習
儀
再
度
、
則
自
慕
華
館
至
議
政
府
、
三
度
則
至
仁
政
殿
、

累
次
習
儀
、
蓋
重
其
事
体
、
而
亦
無
臨
時
失
儀
之
意
、
迎
勅
之
挙
、
非
特
今
日
大
小
執
事

莫
不
解
知
者
、
至
於
三
度
甚
為
文
具
、
今
番
則
以
一
度
定
行
、
今
後
毎
以
一
度
習
儀
為
之

事
、
言
于
礼
曹
定
式
挙
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
二
月
初
三
日
条
）。
こ
の
王
命
は

二
日
後
の
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
初
五
日
丁
巳
条
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
83
）「
以
司
饔
院
茶
礼
習
儀
単
子
、
伝
于
鄭
樸
曰
、
仁
政
殿
茶
礼
習
儀
、
以
三
度
定
行
、
乃

是
規
例
也
、
而
似
為
文
具
、
只
為
一
度
習
儀
於
十
二
日
事
、
分
付
廚
院
」（『
承
政
院
日
記
』

第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
初
五
日
丁
巳
条
）。

（
84
）「
慕
華
館
迎
勅
時
及
仁
政
殿
庭
行
礼
時
、
文
武
百
官
及
宗
班
、
衆
所
共
知
、
老
病
有
故

人
外
、
不
参
之
員
、
姑
先
従
重
推
考
、
観
其
緘
辞
後
処
之
事
、
榻
前
定
奪
」（『
承
政
院
日

記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
一
四
日
丙
寅
条
）。
朝
鮮
後
期
の
編
年
史
料
・
法
典
に

散
見
す
る
「
従
重
」
と
は
「
厳
格
に
」「
仮
借
な
く
」
と
い
う
修
辞
に
す
ぎ
ず
、「
従
重
推

考
」
と
い
う
場
合
は
、
と
く
に
重
い
量
刑
を
想
定
し
て
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
る
。
田
中
俊

光
「
朝
鮮
時
代
の
法
典
に
見
え
る
「
従
重
」
の
意
味
」（『
亜
細
亜
大
学
学
術
文
化
紀
要
』

第
三
二
号
、
二
〇
一
八
年
一
月
）。
矢
木
毅
、
前
掲
書
「
第
五
章　

朝
鮮
時
代
に
お
け
る
三

司
の
言
論
と
官
人
の
処
罰
」
二
一
九
頁
。

（
85
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
一
五
日
丁
卯
・
一
六
日
戊
辰
条
。『
備

辺
司
謄
録
』
第
三
二
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
一
五
日
条
。

（
86
）
臨
時
機
構
の
迎
接
都
監
は
館
伴
（
判
書
・
判
尹
・
参
賛
な
ど
正
二
品
官
が
兼
任
）
と
提

調
（
慣
例
と
し
て
戸
曹
判
書
が
兼
任
）
が
全
般
的
な
業
務
を
監
督
す
る
。『
通
文
館
志
』
巻

四
、
事
大
〔
下
〕、
都
監
堂
上
以
下
各
務
差
備
官
条
。
金
暻
緑
「
朝
鮮
時
代 

使
臣
接
待
와 

迎
接
都
監
」（『
韓
国
学
報
』
第
一
一
七
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
九
七
頁
。

（
87
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
一
九
日
辛
未
条
。
な
お
、
庚
辛
大
飢

饉
と
そ
の
後
の
乙
丙
大
飢
饉
（
粛
宗
二
一
～
二
五
年
）
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
金
盛

祐
「
17
세
기
의 

위
기
와 

숙
종
대 

사
회
상
」（『
역
사
와 

현
실
』
第
二
五
号
、
ソ
ウ
ル
、
一

九
九
七
年
九
月
）、
金
文
基
「
17
세
기 

중
국
과 

조
선
의 

재
해
와 

기
근
」（『
梨
花
史
学
研

究
』
第
四
三
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）、
参
照
。

（
88
）「
以
備
忘
記
伝
于
金
徳
遠
曰
、
自
前
勅
使
留
館
時
、
求
請
鳥
銃
不
過
数
三
柄
、
通
官
輩

求
得
亦
至
数
三
柄
、
我
国
鳥
銃
、
自
壬
辰
倭
乱
之
後
、
依
倣
体
制
、
造
作
習
熟
、
銃
之
微

妙
精
鋭
、
不
下
於
倭
物
、
即
我
国
之
長
技
、
而
彼
人
以
溪
壑
之
慾
、
求
請
必
至
於
多
数
、

過
於
前
例
、
則
此
所
謂
藉
寇
兵
而
齎
盗
糧
者
也
、
都
監
堂
上
堅
執
前
例
、
俾
勿
過
数
」（『
承

政
院
日
記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
二
〇
日
壬
申
条
）。

（
89
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
一
冊
、
粛
宗
二
年
二
月
二
七
日
己
卯
条
。

（
90
）「
一
、
曹
単
子
、
今
此
迎
詔
翌
日
頒
教
事
、
啓
下
矣
、
頒
教
時
節
目
、
参
考
前
例
磨
錬

為セ
ラ
レ
マ
ス
モ
ノ
デ
ア
レ
バ

白
去
乎
、
令
各
該
司
依
此
挙
行
何
如
、（
中
略
）
一
、
宗
親
及
文
武
百
官
以
白
衣
・

白
帽
・
布
裹
帯
、
仁
政
殿
権
停
例
行
礼
為セ

ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、（
中
略
）
一
、
未
盡
条
件
、
追追
ッ
テ乎
磨
錬

為セ
ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
三
月
初
四
日
条
）。

（
91
）
史
料
Ｄ
に
み
え
る
礼
曹
の
上
奏
は
『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
三
月
一
一
日
条
に
も
記

録
さ
れ
て
い
る
。

（
92
）「
一
、
曹
単
子
、
今
三
月
十
八
日
聖
節
望
闕
礼
、
只
百
官
行
礼
事
啓
下
矣
、
同
日
質
明
、

宗
親
及
文
武
百
官
以
黒
団
領
・
烏
紗
帽
・
黒
角
帯
、
仁
政
殿
権
停
例
行
礼
為セ

ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
都

監
堂
上
以
下
、
則
具
黒
団
領
・
烏
紗
帽
・
品
帯
、
行
礼
於
館
所
之
意
、
知
委
何
如
、
啓
依

所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
辰
三
月
一
四
日
条
）。

（
93
）「
一
、
曹
為
相
考
事
、
今
月
十
八
日
聖
節
望
闕
礼
時
、
勅
使
則
率
都
監
堂
上
以
下
、
行

礼
於
館
所
事
、
既
已
定
奪
矣
、
闕
牌
自
闕
内
詣
館
所
時
、
前
導
黄
儀
仗
・
香
亭
・
龍
亭
・

鼓
吹
等
事
乙ヲ

バ良
、
同
日
罷
漏
時
、
待
令
於
闕
内
、
而
行
礼
時
、
司
香
二
員
、
床
卓
・
床
巾
・

香
爐
・
香
燭
・
香
合
排
設
、
軒
架
等
事
乙ヲ

バ良
、
同
日
罷
漏
時
、
待
令
於
館
所
事
、
分
付
各

司
為ス

ル

ニ
去
乎
、
自
都
監
検
飭
挙
行
事
〔
都
監
及
各
司
移
牒
捧
甘
〕」（『
勅
使
謄
録
』
第
五
、
丙
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辰
三
月
一
四
日
条
）。

（
94
）『
通
文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
望
闕
礼
条
。
南
別
宮
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
は
鄭

貞
男
「
壬
辰
倭
乱 

이
후 

南
別
宮
의 

公
廨
的 

역
할
과 

그 

공
간 

활
용
―
장
서
각 

소
장
『
소

공
동
홍
고
양
가
도
형
』・『
사
대
부
가
배
치
도
형
』
의 

분
석
을 

통
하
여
」（『
건
축
역
사
연

구
』
第
一
八
巻
四
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
八
月
）
五
七
～
五
九
頁
、
参
照
。

（
95
）「
清
使
入
京
、
以
其
国
所
謂
太
皇
太
后
・
皇
太
后
加
上
徽
号
、
頒
詔
事
也
、
上
出
迎
于

慕
華
館
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
三
月
丁
酉
〔
一
五
日
〕
条
）。「（
前
略
）
同
日
、
勅

使
入
来
、
時
大
駕
慕
華
館
良ニ中
挙
動
、
時
三
公
及
司
録
李
東
植
進
参
後
、
随
駕
則
領
・
左

議
政
及
司
録
進
、
還
宮
、
時
領
議
政
許
積
大
駕
随
駕
進
、
左
議
政
権
大
運
・
右
議
政
許
穆
・

司
録
李
東
植
、
勅
使
班
列
以
進
、
大
駕
還
宮
後
、
二
品
以
上
、
大
殿
口
伝
問
安
為
之
」（『
議

政
府
謄
録
』
丙
辰
三
月
一
五
日
条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
〇
、
進
賀
四
、
乙
卯
、
頒

尊
号
太
皇
太
后
皇
太
后
詔
〔
丙
辰
、
一
等
侍
衛
噶
等
来
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、

粛
宗
大
王
二
年
丙
辰
条
。
正
使
と
副
使
は
覃
恩
に
よ
り
と
も
に
太
子
少
師
を
拝
し
た
「
一

等
公
噶
布
喇
」
と
「
三
等
公
内
大
臣
費
颺（

揚
）古
」
で
あ
ろ
う
（『
清
聖
祖
実
録
』
巻
五
九
、
康

熙
一
五
年
正
月
庚
戌
〔
二
七
日
〕
条
）。
な
お
、
洪
性
鳩
「
국
립
중
앙
도
서
관 

소
장
「
清

太
宗
詔
諭
」
에 

대
하
여
」（『
大
丘
史
学
』
第
一
二
三
輯
、
大
邱
、
二
〇
一
六
年
五
月
）
一

七
～
一
九
頁
、
お
よ
び
同
「
韓
国
所
蔵
清
朝
（
満
文
）
文
書
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学

国
際
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
五
号
、
二
〇
一
九
年
二
月
）
八
五
～
八
六
頁
に
よ
れ
ば
、
国
立

中
央
図
書
館
蔵
の
太
宗
撰
「
清
太
宗
詔
諭
」
一
冊
一
〇
張
（
請
求
記
号
は
한
貴
古
朝
51-

다

23
）
の
な
か
に
漢
語
と
満
洲
語
に
よ
る
康
熙
一
五
年
正
月
一
二
日
付
け
の
「
康
熙
皇
帝
詔

勅
漢
満
文
」
漢
文
二
張
・
満
文
二
張
（
印
記
：
皇
帝
之
宝
）
が
現
存
す
る
。

（
96
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
五
日
丁
酉
条
。『
備
辺
司
謄
録
』
第

三
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
五
日
条
。

（
97
）「
明
日
開
門
未
明
、
望
闕
礼
待
開
門
即
為
行
礼
事
、
榻
前
下
教
」「（
南
天
澤
）
又
以
迎

接
都
監
言
啓
曰
、
勅
使
、
明
日
聖
節
望
闕
礼
時
、
闕
牌
・
儀
仗
依
例
排
設
於
西
宴
庁
、
司

香
官
勿
入
、
臨
時
豫
為
焚
香
、
則
平
明
行
礼
云
、
依
此
挙
行
之
意
、
分
付
各
該
司
矣
、
敢

啓
、
伝
曰
、
知
道
」（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
七
日

己
亥
条
）。

（
98
）『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
三
月
己
亥
（
一
七
日
）
条
。
李
一
善
に
つ
い
て
は
『
通
文

館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
勅
使
行
、
大
通
官
条
に
「
擅
に
威
福
を
作
す
」
平
安
道
殷
山

出
身
の
鄭
命
寿
と
な
ら
ん
で
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
。

（
99
）「
大
殿
南
別
宮
入
幕
次
後
、
政
院
・
玉
堂
問
安
、
答
曰
、
知
道
」「
勅
使
曰
、（
中
略
）

勅
曰
、
俺
等
自
少
近
侍
皇
帝
之
左
右
、
已
有
年
矣
、
知
皇
帝
恤
民
之
志
、
俺
等
往
来
、
雖

為
省
約
、
猶
未
知
果
合
於
皇
帝
意
否
也
、
上
請
行
茶
礼
、
勅
曰
、
可
、（
中
略
）
上
曰
、
方

在
喪
中
、
故
只
行
茶
礼
、
未
参
宴
享
、
留
大
臣
等
行
宴
耳
、
勅
曰
、
如
是
来
待
、
感
恩
之

外
、
未
安
之
至
、
上
請
拝
礼
、
勅
曰
、
未
安
」「
大
駕
還
宮
後
、
薬
房
問
安
、
答
曰
、
知

道
」（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
八
日
庚
子
条
）。

（
100
）「
南
天
澤
啓
曰
、
今
日
望
闕
礼
時
、
闕
牌
及
香
爐
・
香
盒
、
雖
送
於
館
所
、
而
仁
政
殿

望
闕
礼
時
、
香
爐
・
香
盒
次担

当
ス
ル知
司
鑰
不
為
待
令
、
事
甚
可
駭
、
當
該
司
鑰
令
攸
司
推
治
何

如
、
伝
曰
、
待
令
只
有
一
件
、
元
無
豫
差
待
令
、
則
似
非
渠
罪
、
勿
為
推
治
」（『
承
政
院

日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
八
日
庚
子
条
）。

（
101
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
一
八
日
庚
子
条
。
申
善
温
と
李
沃
は

二
日
前
に
司
諫
院
に
配
属
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
（『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
三
月
戊

戌
〔
一
六
日
〕
条
）。

（
102
）「
因
清
国
慶
、
叙
用
前
左
参
賛
閔
鼎
重
等
二
十
二
人
、
前
承
旨
金
萬
重
等
四
人
、
職
牒

還
授
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
三
月
壬
寅
〔
二
〇
日
〕
条
）。

（
103
）「（
李
溟
翼
）
又
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
勅
使
帰
到
東
関
王
廟
前
路
、
馳
入
廟
内
、
行
拝

礼
周
視
後
、
仍
即
出
還
、
急
遽
之
間
、
未
即
啓
、
到
館
所
、
始
為
啓
達
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、

知
道
」「
金
徳
遠
啓
曰
、
勅
使
還
入
館
所
後
、
自
都
監
郎
庁
依
例
問
安
、
則
答
以
俺
等
皇
帝

徳
分
来
見
太
祖（

宗
）碑
石
、
心
甚
喜
幸
、
且
国
王
徳
分
無
事
還
館
云
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」

（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
〇
日
壬
寅
条
）。

（
104
）
裵
祐
晟
「
서
울
에 

온 

청
의 

칙
사 

馬
夫
大
와 

삼
전
도
비
」（『
서
울
학
연
구
』
第
三
八

号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）
二
六
三
～
二
六
五
頁
。
李
明
済
、
前
掲
「
강
희 

연
간 

清
使
의 

사
행 

기
록
과 

조
선 

인
식
의 

양
상
」
七
六
～
七
九
頁
。

（
105
）
沈
勝
求
「
조
선
후
기 

무
묘
（
武
廟
）
의 

창
건
과 

향
사
（
享
祀
）
의 

정
치
적 

의
미
」

（
鄭
萬
祚
・
金
海
栄
外
『
조
선
시
대
의 

정
치
와 

제
도
（
조
선
시
대 

양
반
사
회
와 

문
화
２
）』

集
文
堂
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
三
年
八
月
）
四
三
一
頁
。
남
호
현
「
조
선
후
기 

관
왕
묘
（
関

王
廟
）
에 

대
한 

인
식
의 

전
환
과 

그 

의
미
―
18
세
기 

서
울 

동
・
남
관
왕
묘
를 

중
심
으

로
」（『
역
사
와 

현
실
』
第
一
〇
一
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
六
年
九
月
）
二
九
〇
頁
。
金
芝

英
「
조
선
후
기 

관
왕
묘 

향
유
의 

두 

양
상
」（『
奎
章
閣
』
四
九
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
六
年

一
二
月
）
五
〇
九
～
五
一
五
頁
。

（
106
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
二
日
甲
辰
条
。
翌
日
、
正
使
・
副

使
に
鳥
銃
各
五
挺
、
大
通
官
に
は
戸
曹
が
貿
易
に
よ
り
入
手
し
た
鳥
銃
を
宛
が
い
、
次
通

官
に
も
弥
縫
策
は
通
用
し
ま
い
と
判
断
し
て
各
一
挺
を
贈
る
こ
と
に
し
た
（
同
書
第
二
五
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二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
三
日
乙
巳
条
）。

（
107
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
三
日
乙
巳
・
二
四
日
丙
午
条
。『
通

文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
請
留
節
次
条
に
よ
れ
ば
、
迎
接
都
監
・
承
旨
・
大
臣
・
中

使
（
王
命
を
奉
じ
た
内
侍
）
の
順
に
、
清
使
の
帰
国
を
引
き
留
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
108
）「（
南
天
澤
）
又
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
即
者
礼
単
銀
子
入
給
、
則
大
通
官
・
次
通
官
等

出
坐
西
宴
庁
、
無
弊
受
之
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、

粛
宗
二
年
三
月
二
五
日
丁
未
条
）。

（
109
）『
通
文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
礼
単
条
。
清
使
に
対
す
る
贈
与
物
品
に
つ
い
て
は

張
存
武
『
清
韓
宗
藩
貿
易 
一
六
三
七
～
一
八
九
四
』（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
台

北
、
一
九
七
八
年
六
月
：
ａ
）「
第
一
章
第
二
節　

宗
藩
関
係
之
規
制
」
四
五
頁
の
「
表
一

三　

朝
鮮
贈
清
使
人
員
礼
物
」
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
110
）「
積
曰
、
今
日
則
無
大
段
稟
定
之
事
、
而
今
番
勅
使
、
則
省
弊
不
貲
、
誠
異
事
也
、
大

運
曰
、
此
非
本
情
也
、
積
曰
、
勅
使
則
其
中
良
善
之
人
、
間
或
来
之
、
而
至
於
一
善
、
則

自
前
作
弊
之
人
也
、
今
則
如
此
、
誠
為
怪
事
也
、
上
曰
、
馬
匹
無
事
捧
納
乎
、
挺
緯
曰
、

無
事
受
之
矣
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
五
日
丁
未
条
）。
の
ち

粛
宗
六
年
に
謝
恩
兼
陳
奏
使
沈
益
顕
・
副
使
申
晸
ら
は
赴
京
す
る
際
に
「
臣
等
、
大
臣
の

言
を
聞
く
に
、
彼
中
の
通
官
中
、
李
一
善
・
張
孝
礼
輩
の
如
き
は
、
性
頗
る
順
わ
ず
」
と

発
言
し
て
い
る
（『
粛
宗
実
録
』
巻
九
、
六
年
六
月
丁
卯
〔
一
〇
日
〕
条
）。

（
111
）「
積
曰
、
今
日
之
事
、
呉
挺
緯
以
彼
人
接
待
事
、
多
稟
定
矣
、
挺
緯
曰
、
礼
単
依
例
給

之
、
而
即
今
定
奪
有
密
贈
之
物
、
而
今
番
異
於
前
時
、
彼
有
減
定
之
数
、
此
則
定
奪
然
後
、

可
以
給
之
矣
、
積
曰
、
一
善
則
或
給
二
千
両
、
或
給
三
千
両
、
或
給
五
千
両
、
此
則
査
事

之
時
也
、
不
可
歯
論
於
常
時
矣
、
上
曰
、
査
事
時
則
必
如
此
矣
、
挺
緯
曰
、
従
前
所
贈
逐

年
不
同
、
壬
寅
年
則
五
千
両
、
丙
午
則
三
千
両
矣
、
大
運
曰
、
雖
無
事
之
時
、
必
有
所
贈

之
物
也
、
積
曰
、
金
巨
昆マ

マ

、
則
以
不
為
郊
迎
為
執
言
、
故
已
給
一
千
五
百
両
、
而
今
番
一

善
、
則
毎
称
除
弊
、
而
凡
求
請
一
切
不
為
、
若
計
其
減
省
之
数
、
則
不
止
於
一
千
五
百
両

矣
、
且
一
善
與
巨
昆マ
マ

結
為
兄
弟
、
巨
昆マ
マ

所
贈
之
物
、
一
善
必
無
不
知
之
理
、
誠
難
減
数
也
、

一
依
金
巨
昆マ

マ

所
贈
之
数
、
不
為
生
梗
於
彼
人
、
宜
當
矣
、（
中
略
）
呉
挺
緯
曰
、
従
前
則
勅

使
・
通
官
輩
求
請
甚
多
、
而
今
番
則
時
無
所
索
之
物
、
一
善
但
云
、
上
使
與
朔
閣
老
相
親
、

有
相
約
之
事
、
上
使
雖
不
求
請
、
文
房
之
物
・
南
草
竹
・
南
草
、
不
可
不
備
給
各
種
云
、

若
干
之
物
似
當
給
之
矣
、
上
曰
、
量
宜
為
之
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二

年
三
月
二
五
日
丁
未
条
）。

（
112
）『
通
文
館
志
』
巻
三
、
事
大
〔
上
〕、
方
物
数
目
、
歳
幣
〔
崇
徳
丁
丑
始
定
〕
条
に
「
白

銀
一
千
両
〔
添
二
十
両
、
○
康
熙
辛
卯
免
〕」
と
あ
る
よ
う
に
、
歳
幣
の
う
ち
銀
千
両
の
貢

献
は
、
清
朝
が
安
定
期
を
迎
え
た
康
熙
帝
在
位
五
〇
周
年
を
節
目
に
免
除
さ
れ
た
。『
清
聖

祖
実
録
』
巻
二
四
八
、
康
熙
五
〇
年
一
〇
月
戊
寅
（
二
三
日
）
条
。『
粛
宗
実
録
』
巻
五

〇
、
三
七
年
一
一
月
辛
亥
（
二
六
日
）
条
。『
備
辺
司
謄
録
』
第
六
三
冊
、
粛
宗
三
七
年
一

一
月
二
六
日
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
二
四
、
節
使
七
、
辛
卯
、
礼
部
知
会
免
白
金
紅
豹

及
修
葺
沿
途
館
舎
咨
〔
互
蠲
弊
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
三
七
年
辛
卯

条
。

（
113
）「
積
曰
、
左
相
赴
北
時
、
李
一
善
私
求
鳥
銃
三
柄
、
而
答
以
帰
国
與
領
相
議
定
云
、
彼

必
欲
得
倭
銃
三
柄
矣
、
臣
自
戸
曹
覓
給
事
分
付
、
而
不
可
不
啓
達
為
之
、
故
敢
陳
矣
、
上

曰
、
依
為
之
、
積
曰
、
彼
又
求
東
医
宝
鑑
、
而
此
冊
則
従
前
頻
頻
求
索
、
故
戸
曹
多
措
置
、

而
必
求
臣
在
案
之
件
、
以
小
臣
私
覧
一
件
給
之
之
意
、
敢
達
矣
、
上
曰
、
倭
銃
當
自
内
出

之
矣
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
五
日
丁
未
条
）。
こ
の
史
料
は

朴
現
圭
「『
東
医
宝
鑑
』
의 

중
국 

전
래 

시
기
와 

활
용
에 

관
한 

고
찰
」（『
韓
中
人
文
学
研

究
』
第
四
四
輯
、
春
川
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
三
七
一
頁
に
引
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
「
전

통
시
기 

동
아
시
아
에 

표
상
된 

조
선 

許
浚
의 《
東
医
宝
鑑
》」（『
中
国
学
報
』
第
七
六
輯
、

春
川
、
二
〇
一
六
年
五
月
）
三
八
九
頁
、
お
よ
び
邦
訳
版
の
同
（
黄
昱
訳
）「
東
ア
ジ
ア
伝

統
医
学
の
真
髄
―
朝
鮮
許
浚
の
『
東
医
宝
鑑
』」（
陳
捷
編
『
医
学
・
科
学
・
博
物
―
東
ア

ジ
ア
古
典
籍
の
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
二
月
）
七
六
頁
、
参
照
。

（
114
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
二
冊
、
粛
宗
二
年
三
月
二
七
日
己
酉
条
。『
議
政
府
謄
録
』
丙

辰
三
月
二
七
日
条
。

（
115
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
八
月
癸
卯
（
一
五
日
）
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
四

五
、
交
易
一
、
乙
丑
、
因
牛
畜
疫
斃
請
停
互
市
奏
〔
文
闕
、
互
陳
奏
〕・
同
咨
。
夫
馬
進

『
朝
鮮
燕
行
使
と
朝
鮮
通
信
使
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
二
月
）「
第
Ⅰ
部
第

二
章　

明
清
中
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
「
礼
」
と
「
問
罪
」」（
初
出
は
夫
馬
進
編
、

前
掲
『
中
国
東
ア
ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』、
所
収
）
七
五
～
七
六
頁
。
李
在
璟
、
前
掲

「
大
清
帝
国
体
制 

내 

조
선
국
왕
의 

법
적 

위
상
」
四
一
二
～
四
一
三
頁
。

（
116
）『
清
聖
祖
実
録
』
巻
一
二
一
、
康
熙
二
四
年
六
月
甲
寅
（
二
五
日
）
条
。『
同
文
彙
考
』

原
編
巻
四
五
、
交
易
一
、
乙
丑
、
礼
部
知
会
不
許
停
市
及
寛
免
咨
〔
互
飭
諭
〕。『
備
辺
司

謄
録
』
第
三
九
冊
、
粛
宗
一
一
年
八
月
一
八
日
条
。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大

王
一
一
年
乙
丑
条
。
韓
明
基
『
정
묘
・
병
자
호
란
과 

동
아
시
아
』（
푸
른
역
사
、
ソ
ウ
ル
、

二
〇
〇
九
年
四
月
）「
９
장　

병
자
호
란 

이
후 

조
선
의 

대
청
ʻ
순
치

과̓
정
」（
初
出
は

『
韓
国
史
学
報
』
第
一
三
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）
五
三
八
～
五
三
九
頁
。
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（
117
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
八
月
甲
辰
（
一
六
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
一

〇
冊
、
粛
宗
一
一
年
八
月
一
六
日
甲
辰
条
。

（
118
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
一
〇
月
丙
申
（
九
日
）・
己
酉
（
二
二
日
）
条
。『
備

辺
司
謄
録
』
第
三
九
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
〇
月
初
九
日
・
二
二
日
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編

巻
五
一
、
犯
越
三
〔
我
国
人
〕、
乙
丑
、
礼
部
知
会
犯
越
人
等
厳
査
候
審
咨
・
遣
官
査
擬
勅

〔
護
軍
統
領
佟
保
等
来
、
互
飭
諭
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
一
一
年
乙
丑

条
。

（
119
）
清
朝
に
よ
る
不
法
越
境
者
処
罰
強
化
の
契
機
と
な
る
こ
の
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

李
洪
烈
「
三
道
溝
事
件
과 
그 
善
後
策
―
施
策
面
에
서 

본 

事
件
의 

時
代
性
」（『
白
山
学

報
』
第
五
号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
八
年
一
二
月
）
一
六
九
～
一
八
〇
頁
の
ほ
か
、
以
下
の

論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
金
慧
子
「
朝
鮮
後
期
北
辺
越
境
問
題
研
究
」（『
梨
大
史
苑
』
第

一
八
・
一
九
合
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
二
年
一
二
月
）
六
六
～
六
八
頁
。
張
存
武
『
清
代

中
韓
関
係
論
文
集
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
台
北
、
一
九
八
七
年
一
一
月
：
ｂ
）「
三　

朝

鮮
対
清
外
交
機
密
費
之
研
究
」
一
二
四
頁
。
崔
韶
子
、
前
掲
書
「
제
１
부
Ⅰ　

康
熙
시
기

（
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）：
清
・
朝
관
계
의 

확
립
」
三
六
～
三
七
頁
。
全
海
宗
「
청
대 

조

선
인
과 

청
국
인 

범
월
의 

특
징
―
양
국 

범
월
사
례
의 
분
석
을 

중
심
으
로
」（『
明
清
史
研

究
』
第
二
六
輯
、
全
州
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）
七
六
～
七
七
頁
。
李
花
子
、
前
掲
書
ａ

「
第
三
章　

朝
鮮
人
越
境
問
題
的
寛
容
交
渉
」
五
五
～
六
一
頁
。
同
ｂ
「
제
３
장　

조
선
인 

월
경
문
제
에 

대
한 

청
의 

유
화
책
」
九
一
～
一
〇
〇
頁
。
山
本
進
『
大
清
帝
国
と
朝
鮮
経

済
―
開
発
・
貨
幣
・
信
用
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）「
第
Ⅰ
部
第
一

章　

近
世
鴨
緑
江
流
域
の
開
発
と
国
境
管
理
」（
初
出
は
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三

九
号
、
二
〇
一
一
年
五
月
）
一
六
～
二
一
頁
。
東
北
亜
歴
史
財
団
韓
国
外
交
史
編
纂
委
員

会
編
、
前
掲
書
「
제
12
장　

18
～
19
세
기 

조
선
의 

대
청 

외
교
」（
執
筆
は
盧
大
煥
）
四
九

五
～
五
〇
一
頁
。
李
在
璟
、
前
掲
「
大
清
帝
国
体
制 

내 

조
선
국
왕
의 

법
적 

위
상
」
四
一

三
・
四
三
〇
～
四
三
五
頁
。

（
120
）「
以
承
伝
色
伝
于
政
院
曰
、
曾
前
査
事
時
、
通
官
処
有
例
贈
之
物
、
而
初
則
従
略
及
之
、

及
其
生
怒
之
後
、
始
為
加
給
、
此
則
無
異
於
不
給
、
今
番
則
取
考
各
年
優
給
之
謄
録
、
依

此
給
之
可
也
」（『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
一
日
丁
丑
条
）。

「
戸
曹
判
書
柳
尚
運
以
贈
賂
胡
差
事
請
対
、
曾
前
査
事
時
、
胡
差
金
巨
軍
得
二
千
金
、
張
孝

礼
得
一
千
四
百
金
、
今
則
又
倍
其
数
云
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
一
一
月
己
卯

〔
二
三
日
〕
条
）。

（
121
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
〇
、
六
年
閏
八
月
庚
子
（
一
四
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
二
八

二
冊
、
粛
宗
七
年
三
月
二
七
日
庚
辰
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五
〇
、
犯
越
二
〔
我
国

人
〕、
庚
申
、
礼
部
知
会
遣
官
査
審
朴
時
雄
越
江
取
木
咨
〔
互
飭
諭
〕・
遣
官
確
審
定
罪
勅

〔
内
閣
学
士
希
福
等
、
互
飭
諭
〕・
礼
部
知
会
寛
免
咨
〔
辛
酉
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀

年
、
粛
宗
大
王
六
年
庚
申
・
七
年
辛
酉
条
。
夫
馬
進
、
前
掲
書
「
第
Ⅰ
部
第
二
章　

明
清

中
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
「
礼
」
と
「
問
罪
」」
七
〇
頁
。
李
花
子
、
前
掲
書
ａ
「
第

二
章　

入
関
初
朝
鮮
人
越
境
問
題
」
四
六
～
四
九
頁
。
同
、
前
掲
書
ｂ
「
제
２
장　

입
관 

초 

조
선
인 

월
경
문
제
」
八
〇
～
八
三
頁
。

（
122
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
一
一
月
丁
丑
（
二
一
日
）・
一
二
月
戊
子
（
二
日
）
条
。

副
使
の
姓
に
つ
い
て
は
『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五
一
、
犯
越
三
〔
我
国
人
〕、
乙
丑
、
遣
官

査
擬
勅
の
ほ
か
、『
接
勅
攷
』
康
熙
二
四
年
乙
丑
一
二
月
犯
越
罪
人
査
勅
条
に
も
「
丹4

代
」

と
記
録
す
る
が
、「
温4

代
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
筆
帖
式
か
ら
起
家
し
た
温
代
は
康
熙
一
六

年
に
内
閣
学
士
兼
礼
部
侍
郎
と
な
っ
て
経
筵
講
官
に
充
て
ら
れ
、
同
二
二
年
に
は
黒
龍
江

左
翼
副
都
統
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
（『
清
聖
祖
実
録
』
巻
六
七
、
康
熙
一
六
年
六
月
辛
未

〔
二
六
日
〕
条
。
同
書
巻
六
九
、
同
一
六
年
九
月
己
卯
〔
五
日
〕
条
。
同
書
巻
一
一
二
、
同

二
二
年
一
〇
月
癸
亥
〔
二
六
日
〕
条
）。
温
代
の
経
歴
に
つ
い
て
は
内
田
直
文
「
清
代
康
熙

年
間
に
お
け
る
奏
摺
政
治
の
展
開
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
五

年
五
月
）
一
四
九
頁
の
「
表
１　

旗
人
経
筵
講
官
（
康
熙
10
～
26
年
）」
№
12
、
参
照
。

（
123
）「
一
、
政
院
啓
辞
、
今
日
迎
勅
習
儀
、
両
司
當
為
進
参
、
而
諫
院
無
行
公
之
員
、
在
前

諫
院
雖
不
備
員
、
亦
有
仍
行
之
規
、
使
之
仍
為
行
礼
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」（『
勅

使
謄
録
』
第
六
、
乙
丑
一
一
月
一
九
日
条
）。

（
124
）「
南
九
萬
馳
往
坡
州
、
以
勿
許
郊
迎
事
、
屢
請
於
勅
使
、
而
終
不
許
、
更
遣
右
議
政
鄭

載
嵩
再
三
力
請
、
勅
使
始
許
以
便
殿
受
勅
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一
年
一
一
月
丙

子
〔
二
〇
日
〕
条
）。『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
〇
日
丙
子

条
。『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
乙
丑
一
一
月
二
〇
日
条
。

（
125
）『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
九
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
一
九
日
条
。

（
126
）『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
一
日
丁
丑
条
。
た
だ
し
、
清

使
接
見
の
際
に
粛
宗
は
熙
政
堂
に
て
冠
帯
を
整
え
て
い
た
（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
六
、
一
一

年
一
一
月
丁
丑
〔
二
一
日
〕
条
）。
そ
れ
ゆ
え
、
김
창
수
、
前
掲
「
조
선
후
기 

조
선
・
청 

관
계
와 
국
왕
의 

건
강 

문
제
」
一
〇
一
〇
～
一
〇
一
一
頁
に
よ
れ
ば
、
迎
勅
儀
礼
と
査
問

に
出
席
で
き
な
い
ほ
ど
粛
宗
が
重
病
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
確
で
な
い
と
い
う
。

（
127
）『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五
一
、
犯
越
三
〔
我
国
人
〕、
乙
丑
、
礼
部
知
会
呈
文
陪
臣
免
厳

拿
発
與
該
国
治
罪
咨
〔
互
飭
諭
〕。
李
花
子
、
前
掲
書
ｃ
「
제
５
장　

한
중
관
계
사
론
」
三
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一
四
～
三
一
五
頁
。
同
、
前
掲
書
ｄ
「
附
論　

清
代
中
朝
関
係
史
論
」
二
六
九
～
二
七
〇

頁
。
김
창
수
、
前
掲
「
조
선
후
기 

조
선
・
청 

관
계
와 

국
왕
의 

건
강 

문
제
」
一
〇
〇
四
～

一
〇
〇
五
頁
。

（
128
）
史
料
Ｇ
①
の
礼
曹
の
上
奏
は
「
已
上
謄
録
」
に
よ
る
と
し
て
、『
承
政
院
日
記
』
第
三

一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
一
日
丁
丑
条
に
謄
写
さ
れ
て
い
る
。

（
129
）『
朝
賀
謄
録
』
第
二
、
乙
丑
一
〇
月
二
七
日
・
一
二
月
一
七
日
条
。

（
130
）「（
左
承
旨
宋
昌
）
又
以
礼
曹
言
啓
曰
、
自
前
勅
使
在
館
所
、
如
遇
節
日
、
則
例
有
礼
単

設
宴
之
挙
矣
、
今
月
廿
六
日
乃
是
冬
至
節
日
、
宴
享
・
礼
単
等
事
考
例
挙
行
之
意
、
分
付

都
監
及
該
曹
何
如
、
伝
曰
、
允
」「（
同
副
承
旨
成
虎
徴
）
又
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
即
者

大
通
官
使
差
備
訳
官
送
言
、
畢
査
之
後
、
則
即
當
発
行
、
勅
使
例
給
各
種
之
物
必
令
豫
為

備
待
、
俾
無
臨
時
窘
迫
之
弊
云
、
故
申
飭
各
該
司
、
使
之
備
待
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知

道
」（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
一
日
丁
丑
条
）。

（
131
）「
一
、
曹
単
子
、
今
十
一
月
二
十
六
日
冬
至
節
日
、
勅
使
館
所
望
闕
礼
時
、
應
行
諸
事
、

参
考
前
例
磨
錬
為セ

ラ
レ
マ
ス
モ
ノ
デ
ア
レ
バ

白
去
乎
、
令
各
該
司
照
例
挙
行
、
亦
令
迎
接
都
監
検
飭
施
行
為セ
ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、

一
、
闕
牌
自
闕
内
詣
館
所
時
、
前
導
黄
儀
仗
・
香
龍
亭
・
鼓
吹
等
事
乙ヲ

バ良
、
同
日
罷
漏
時
、

待
令
闕
内
、
司
鑰
陪
進
館
所
為セ

ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
床
卓
・
床
巾
・
香
燭
・
香
爐
・
香
合
・
軒
架
・

帳
幕
等
事
、
令
各
該
司
前
期
排
設
挙
行
為セ

ラ

レ

テ

白
乎
旀
、
司
香
二
員
、
本
曹
郎
庁
及
事
知
礼
貎

官
（
＝
儀
礼
に
熟
達
し
た
臨
時
官
員
）
四
員
、
進
去
指
揮
挙
行
為セ

ラ

レ

テ

白
乎
旀
、
此
外
未
盡
条

件
乙ヲ

バ良
、
令
都
監
分
付
挙
行
為セ
ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」「
一
、
曹
単
子
、
今

十
一
月
二
十
六
日
冬
至
望
闕
礼
、
只
百
官
行
礼
事
啓
下
矣
、
同
日
質
明
、
宗
親
及
文
武
百

官
以
黒
団
領
・
烏
紗
帽
・
品
帯
、
仁
政
殿
権
停
例
行
礼
事
、
知
委
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓

施
行
」（
い
ず
れ
も
『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
乙
丑
一
一
月
二
二
日
条
）。

（
132
）
史
料
Ｈ
Ｉ
は
若
干
の
省
略
は
あ
る
も
の
の
、「
已
上
謄
録
」
に
よ
る
と
し
て
、『
承
政
院

日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
三
日
己
卯
条
に
一
括
し
て
謄
写
さ
れ
て
い

る
。

（
133
）『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
二
六
日
壬
午
条
。

（
134
）「
礼
部
議
覆
、
差
往
朝
鮮
国
審
事
、
護
軍
統
領
佟
宝
疏
言
、
朝
鮮
国
王
李
焞
、
前
屢
次

獲
罪
、
俱
荷
皇
上
洪
恩
寛
宥
、
理
應
益
加
恪
慎
、
乃
平
日
不
将
人
民
禁
飭
、
以
致
韓
得
完

等
二
十
八
人
、
違
禁
越
江
採
参
、
復
擅
放
鳥
鎗
、
将
欽
差
絵
画
輿
図
官
役
打
傷
、
殊
干
法

紀
、
請
将
該
国
王
罰
銀
二
萬
両
、
以
警
疏
縦
、
應
如
所
請
、
従
之
」（『
清
聖
祖
実
録
』
巻

一
二
四
、
康
熙
二
五
年
二
月
丁
亥
〔
三
日
〕
条
）。

（
135
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
三
月
辛
酉
（
七
日
）
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五

一
、
犯
越
三
〔
我
国
人
〕、
乙
丑
、
礼
部
知
会
罰
銀
咨
。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛

宗
大
王
一
二
年
丙
寅
条
。

（
136
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
三
月
壬
戌
（
八
日
）
条
。

（
137
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
三
月
丁
卯
（
一
三
日
）
条
。
そ
の
後
、
南
九
萬
は
み

ず
か
ら
赴
京
を
志
願
し
、
司
憲
府
執
義
徐
宗
泰
が
「
国
家
此
く
無
前
の
恥
辱
に
遭
え
ば
、

謝
恩
の
行
、
宜
し
く
陳
弁
の
挙
有
る
べ
し
。
専
対
の
責
、
宜
し
く
廟
堂
に
委
ぬ
べ
し
」
と

上
奏
す
る
と
、
粛
宗
は
南
九
萬
を
正
使
と
し
て
清
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（『
粛
宗

実
録
補
闕
正
誤
』
巻
一
七
、
一
二
年
四
月
丁
酉
〔
一
三
日
〕
条
。『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、

一
二
年
四
月
庚
子
〔
一
六
日
〕
条
）。

（
138
）
清
使
の
帰
国
後
、
粛
宗
一
二
年
正
月
に
備
辺
司
の
上
奏
に
よ
り
「
西
北
沿
辺
、
凡
そ
彼

の
辺
に
犯
越
す
る
者
有
ら
ば
、
採
蔘
・
佃
猟
と
他
事
と
、
首
倡
と
随
従
と
、
事
を
彼
中
に

生
ず
と
否
と
を
論
ず
る
勿
く
、
一
併
境
上
に
梟
示
せ
ら
る
べ
し
」
な
ど
、
辺
民
の
不
法
越

境
を
厳
禁
す
る
全
一
三
条
の
「
南
北
蔘
商
沿
辺
犯
越
禁
断
事
目
〔
丙
寅
正
月
初
十
日
啓
下
〕」

が
決
裁
さ
れ
（『
備
辺
司
謄
録
』
第
四
〇
冊
、
粛
宗
一
二
年
正
月
初
六
日
条
）、
の
ち
粛
宗

二
四
年
に
完
成
す
る
『
受
教
輯
録
』
巻
五
、
刑
典
、
禁
制
条
に
も
「
康
熙
丙
寅
、
禁
蔘
」

と
し
て
全
七
条
に
わ
た
る
禁
令
を
収
録
す
る
。
李
洪
烈
、
前
掲
「
三
道
溝
事
件
과 

그 

善

後
策
」
一
九
三
～
一
九
四
・
二
〇
一
～
二
〇
三
頁
。
呉
星
『
朝
鮮
後
期
商
人
研
究
―
17
・

18
世
紀 

人
蔘
・
木
材
・
米
穀
・
塩
商
의 

活
動
을 

중
심
으
로
』（
一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、
一
九

八
九
年
一
〇
月
）「
第
１
章　

人
蔘
商
人
과 

禁
蔘
政
策
」
三
七
～
三
八
頁
。
金
春
善
「
조

선
후
기 

한
인
의 

만
주
로
의
ʻ
犯
越
과̓ 

정
착
과
정
」（『
白
山
学
報
』
第
五
一
号
、
ソ
ウ

ル
、
一
九
九
八
年
八
月
）
一
六
七
～
一
六
八
頁
。
ア
ン
デ
シ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
「
千
金
の
子

は
市
に
死
せ
ず
―
17
・
18
世
紀
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
死
刑
と
梟
首
」（
冨
谷
至
編
『
東
ア

ジ
ア
の
死
刑
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）
一
二
四
頁
。

（
139
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
閏
四
月
壬
午
（
二
九
日
）
条
。『
清
聖
祖
実
録
』
巻
一

二
五
、
康
熙
二
五
年
四
月
癸
丑
（
二
九
日
）
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五
一
、
犯
越
三

〔
我
国
人
〕、
乙
丑
、
呈
礼
部
文
・
礼
部
知
会
呈
文
陪
臣
免
厳
拿
発
與
該
国
治
罪
咨
〔
互
飭

諭
〕。

（
140
）
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
粛
宗
代
の
王
妃
冊
封
に
み
る
朝
清
関
係
」
五
頁
。
礼
部
の
咨

文
を
分
析
し
た
김
창
수
、
前
掲
「
17
～
18
세
기 

조
선 

사
신
의 

외
교
활
동
과 

조
선
・
청 

관

계 
구
조
」
八
九
～
九
一
頁
に
よ
れ
ば
、
鄭
載
嵩
の
呈
文
に
対
し
て
礼
部
は
強
硬
な
立
場
と

論
理
で
逐
一
反
駁
し
て
い
た
。

（
141
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
五
月
丁
酉
（
一
四
日
）・
六
月
戊
午
（
六
日
）
条
。『
承
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政
院
日
記
』
第
三
一
五
冊
、
粛
宗
一
二
年
五
月
一
四
日
丁
酉
条
。
同
書
第
三
一
六
冊
、
粛

宗
一
二
年
六
月
初
九
日
辛
酉
条
。

（
142
）『
清
聖
祖
実
録
』
巻
一
二
七
、
康
熙
二
五
年
九
月
己
亥
（
一
八
日
）・
庚
子
（
一
九
日
）

条
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
八
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
〇
月
二
三
日
甲
戌
条
。
同
書
第
三
一

九
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
二
二
日
壬
寅
条
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
五
二
、
犯
越
四
〔
我

国
人
〕、
封
進
罰
銀
咨
〔
丙
寅
〕・
謝
罰
銀
表
〔
製
金
昌
集
、
使
南
九
萬
〕・
方
物
表
・
謝
寛

免
陪
臣
表
。
張
存
武
、
前
掲
書
ｂ
「
三　

朝
鮮
対
清
外
交
機
密
費
之
研
究
」
一
二
四
頁
。

李
花
子
、
前
掲
書
ａ
「
第
三
章　

朝
鮮
人
越
境
問
題
的
寛
容
交
渉
」
六
〇
～
六
一
頁
。
同

ｂ
「
제
３
장　

조
선
인 

월
경
문
제
에 

대
한 

청
의 

유
화
책
」
九
九
～
一
〇
〇
頁
。
葉
泉
宏

「
조
선
후
기 

오
도
일
의 

사
대
사
행
（
事
大
使
行
）
연
구
」（『
淵
民
学
志
』
第
二
〇
輯
、
ソ

ウ
ル
、
二
〇
一
三
年
八
月
）
一
〇
六
～
一
〇
九
・
一
一
二
頁
。

（
143
）『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
二
、
使
臣
別
単
二
、
丙
寅
、
謝
恩
使
正
使
南
九
萬
副
使
李
奎
齢

別
単
・
謝
恩
行
書
状
官
呉
道
一
聞
見
事
件
。
김
창
수
、
前
掲
「
17
～
18
세
기 

조
선 

사
신

의 

외
교
활
동
과 

조
선
・
청 

관
계 

구
조
」
九
一
～
九
三
頁
。

（
144
）「
宋
昌
啓
曰
、
小
臣
與
右
承
旨
尹
以
道
、
正
朝
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
下
直
、
伝
曰
、
知

道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
二
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
二
月
二
五
日
辛
亥
条
）。

（
145
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
三
月
庚
午
（
一
六
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
一

四
冊
、
粛
宗
一
二
年
三
月
一
六
日
庚
午
条
。
백
기
인
「
조
선
후
기 
국
왕
의 

열
무 

시
행
과 

그 

성
격
」（『
韓
国
政
治
外
交
史
論
叢
』
第
二
七
輯
二
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）

四
八
～
五
一
頁
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
後
期
に
は
軍
事
権
の
掌
握
と
統
帥
体
系
の
確
立
と
い
う

政
治
的
目
的
か
ら
総
計
三
二
回
の
閲
武
（
閲
兵
）
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
粛
宗

代
の
七
回
が
最
多
で
あ
っ
て
、
英
祖
代
の
六
回
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

（
146
）
盧
永
九
「
조
선
후
기 

漢
城
에
서
의 

閲
武
시
행
과 

그 

의
미
―
大
閲 

사
례
를 
중
심
으

로
」（『
서
울
학
연
구
』
第
三
二
号
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）
二
二
～
二
四
頁
。

（
147
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
一
一
月
庚
戌
（
三
〇
日
）
条
。
許
太
榕
『
조
선
후
기 

중
화
론
과 

역
사
인
식
』（
아
카
넷
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）「
제
３
장　

중
화
계
승

의
식
의 

전
개
와 

북
방
영
토
의
식
의 

성
장
」（
初
出
は
『
震
檀
学
報
』
第
一
〇
三
号
、
ソ
ウ

ル
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）
一
一
五
～
一
一
六
頁
。

（
148
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
八
、
一
三
年
二
月
辛
亥
（
二
日
）
条
。
盧
大
煥
「
숙
종
・
영
조
대 

対
明
義
理
論
의 

정
치 

사
회
적 

기
능
」（『
韓
国
文
化
』
三
二
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
三
年
一

二
月
）
一
五
九
～
一
六
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
以
上
二
件
の
実
録
紀
事
を
三
道
溝
事
件
後
に
「
粛

宗
は
露
骨
に
清
に
対
す
る
反
感
を
表
出
し
た
」
事
例
と
し
て
引
用
し
、「
粛
宗
の
不
快
な
感

情
は
和
ら
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
が
、
む
し
ろ
現
実
問
題
と
し
て
北
伐
論
が
潰
え
た
こ
と

を
憂
い
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
149
）「
清
国
以
冊
封
皇
后
遣
使
頒
詔
、
上
出
迎
于
慕
華
館
」「
上
幸
南
別
宮
、
接
見
清
使
、
設

下
馬
宴
」（
順
に
『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
一
〇
月
癸
酉
〔
二
九
日
〕・
一
一
月
乙
亥
〔
二

日
〕
条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
〇
、
進
賀
四
、
丁
巳
、
頒
冊
立
皇
后
詔
〔
宜
都
額
真

阿
等
来
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
三
年
丁
巳
条
。

（
150
）「
一
、
曹
単
子
、
今
此
勅
使
時
、
遠
接
使
事
目
、
依
前
例
磨
鍊
開
坐
為セ
ラ
レ
マ
ス
モ
ノ
デ
ア
レ
バ

白
去
乎
、
依

此
挙
行
何
如
、（
中
略
）
一
、
館
駅
懸
板
、
天
使
所
製
外
、
悉
令
撤
去
、
壁
柱
所
書
、
亦
令

削
去
、（
中
略
）
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
四
、
丁
巳
一
〇
月
初
二
日
条
）。
後

述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
措
置
は
粛
宗
八
年
二
月
に
三
藩
の
乱
平
定
を
布
告
す
る
清
使
一
行

を
迎
え
入
れ
る
際
に
も
執
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
慣
例
と
な
っ
た
。

（
151
）『
輿
地
図
書
』
黄
海
道
黄
州
牧
、
楼
亭
条
、
太
虚
楼
の
項
。
朱
之
蕃
が
斉
安
館
滞
在
中

に
太
虚
楼
に
て
詩
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
金
翰
奎
『
사
조
선
록
（
使
朝
鮮
録
）
연
구
―
송

（
宋
）・
명
（
明
）・
청
（
清
）
시
대 

조
선 

사
행
록
（
使
行
録
）
의 

사
료
적 

가
치
』（
西
江

大
学
校
出
版
部
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
一
年
九
月
）「
제
２
부
제
５
장　

朝
明 

唱
和
詩
의 

宝

庫
―
明
使 

朱
之
蕃
의 

使
行 

唱
和
詩
集
『
奉
使
朝
鮮
稿
』」
三
一
三
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
152
）「
一
、
曹
単
子
、
今
此
勅
使
時
、
應
行
節
目
、
参
考
前
例
磨
鍊
開
坐
為セ
ラ
レ
マ
ス
モ
ノ
デ
ア
レ
バ

白
去
乎
、
依

此
挙
行
何
如
、（
中
略
）
一
、
東
南
関
王
廟
及
碑
石
諸
処
、
勅
使
若
欲
往
見
、
則
令
各
該
掌

修
掃
祭
物
乙ヲ

バ良
、
亦
令
該
司
磨
鍊
挙
行
、
都
監
検
飭
為セ
ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、（
中
略
）
啓
依
所
啓
施
行
」

（『
勅
使
謄
録
』
第
四
、
丁
巳
一
〇
月
一
七
日
条
）。
金
雨
鎮
「
조
선 

후
기 

粛
宗
의 

関
王
廟 

행
차
와 

의
미
」（『
史
学
志
』
第
六
一
輯
、
龍
仁
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
一
六
九
～
一
七

〇
頁
。

（
153
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
二
冊
、
粛
宗
三
年
一
一
月
初
五
日
戊
寅
・
初
六
日
己
卯
条
。

（
154
）「（
右
副
承
旨
金
徳
遠
）
又
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
両
勅
・
両
大
通
官
所
求
鳥
銃
、
依
例

入
給
、
而
両
大
通
官
則
各
減
一
柄
事
、
昨
已
啓
達
矣
、
一
大
通
官
金
大
憲
毎
色
慮
有
徳
色
、

懇
請
一
柄
之
加
給
、（
中
略
）
有
難
終
始
防
塞
、
且
有
三
柄
之
前
例
、
不
得
已
加
給
一
柄
之

意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
二
冊
、
粛
宗
三
年
一
一
月
初
七
日

庚
辰
条
）。
金
大
憲
は
か
つ
て
王
妃
金
氏
の
冊
封
奏
請
に
際
し
て
、
礼
部
と
の
仲
介
を
口
実

に
北
京
で
も
賄
賂
を
要
求
し
て
い
た
。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
粛
宗
代
の
王
妃
冊
封
に

み
る
朝
清
関
係
」
四
～
五
頁
。

（
155
）「（
右
承
旨
）
睦
昌
明
以
礼
曹
言
啓
曰
、
自
前
勅
行
在
我
境
、
如
遇
節
日
、
則
所
到
処
例
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有
遣
官
問
慰
設
宴
之
挙
矣
、
今
此
勅
行
、
冬
至
勢
将
経
過
於
我
境
、
依
前
例
令
該
曹
問
慰

官
豫
為
差
出
、
御
帖
・
礼
単
照
例
磨
錬
、
臨
時
下
送
所
到
処
、
依
例
設
行
事
、
知
委
何
如
、

伝
曰
、
允
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
二
冊
、
粛
宗
三
年
一
一
月
初
四
日
丁
丑
条
）。『
通

文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
問
安
節
次
条
に
も
「
中
路
、
若
し
疾
病
有
ら
ば
、
則
ち
政

院
、
問
慰
使
を
差
送
し
、
若
し
節
日
に
遇
わ
ば
、
則
ち
礼
曹
、
問
安
使
を
差
送
し
、
礼
単

を
呈
し
て
宴
を
設
く
」
と
あ
る
。
ま
た
金
暻
緑
、
前
掲
「
朝
鮮
時
代 

使
臣
接
待
와 

迎
接

都
監
」
一
一
〇
～
一
一
一
頁
の
「〈
표
12
〉
勅
使
行
의 

各
種
儀
式
」、
参
照
。

（
156
）
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
に
出
版
さ
れ
た
陳
建
編
・
陳
龍
可
増
訂
『
皇
明
十
六
朝
広
彙

紀
』
二
八
巻
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
書
誌
に
つ
い
て
は
新
宮
学
「
陳
建
『
皇
明
資
治

通
紀
』
の
禁
書
と
そ
の
続
編
出
版
（
二
）」（『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
第

七
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
一
二
〇
～
一
二
一
頁
、
参
照
。
岡
本
さ
え
『
清
代
禁
書
の
研

究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）「
第
一
部
第
三
章　

禁
書
に
対
す
る
清

朝
の
態
度
」
六
四
～
六
五
頁
に
よ
れ
ば
、
明
末
の
稗
史
野
乗
は
一
八
世
紀
後
半
の
乾
隆
年

間
に
禁
書
と
な
る
。

（
157
）
の
ち
粛
宗
六
年
に
南
人
か
ら
西
人
へ
政
権
が
交
替
す
る
（
庚
申
換
局
あ
る
い
は
庚
申
大

黜
陟
と
い
う
）
過
程
で
、
許
積
の
庶
子
許
堅
ら
が
福
善
君
李
柟
の
推
戴
を
謀
っ
た
と
の
嫌

疑
に
よ
り
、
李
柟
は
絞
首
刑
、
李
楨
も
死
を
賜
っ
た
。
洪
順
敏
、
前
掲
「
粛
宗
初
期
의 

政

治
構
造
와
「
換
局
」」
一
七
八
～
一
八
〇
頁
。
同
、
前
掲
「
Ⅱ
４　

붕
당
정
치
의 

동
요
와 

환
국
의 

빈
발
」
一
五
五
～
一
五
七
頁
。
李
熙
煥
、
前
掲
書
「
제
４
장　

숙
종
대 

환
국
과 

당
쟁
」
二
〇
五
～
二
〇
八
頁
。

（
158
）「
先
数
日
、
弁
誣
使
先
来
入
来
、
謄
送
咨
文
、
礼
部
議
奏
略
曰
、
明
史
修
正
是
非
、
一

出
於
至
公
、
筆
削
務
帰
於
允
當
、
該
国
癸
亥
事
（
＝
一
六
二
三
年
癸
亥
政
変
。
仁
祖
反
正

と
も
い
う
）
実
蹟
、
自
有
定
論
、
並
無
旁
採
野
史
之
事
、
又
私
買
史
記
犯
禁
、
請
遣
大
臣

往
査
、
題
本
到
日
、
臣
部
将
該
国
王
一
併
査
奏
、
仍
令
徼マ
マ

還
此
冊
云
云
、
清
皇
命
勿
遣
大

臣
、
只
令
本
国
行
査
、
餘
依
奏
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
一
二
月
癸
亥
〔
一

五
日
〕
条
）。『
清
聖
祖
実
録
』
巻
六
四
、
康
熙
一
五
年
一
一
月
己
卯
朔
条
。『
同
文
彙
考
』

原
編
巻
三
三
、
陳
奏
一
、
丙
辰
、
因
購
明
史
陳
弁
誣
衊
奏
〔
互
犯
禁
〕・
礼
部
回
咨
。『
通

文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
二
年
丙
辰
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
黄
元
九
『
東

亜
史
論
攷
』（
慧
眼
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
五
年
五
月
）「
Ⅱ
７　

清
代
七
種
書
所
載 

朝
鮮
記

事
의 

弁
正
」（
初
出
は
『
東
方
学
志
』
第
三
〇
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
二
年
三
月
）
一
〇

七
～
一
〇
八
頁
の
ほ
か
、
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
李
成
珪
「
明
・
清
史
書
의 

朝

鮮
ʻ
曲
筆
과̓ 

朝
鮮
의
ʻ
弁
誣
」̓（
刊
行
委
員
会
編
『
五
松
李
公
範
教
授
停
年
退
任
紀
念 

東
洋
史
論
叢
』
知
識
産
業
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
三
年
九
月
）
五
一
二
～
五
一
三
・
五
三

五
・
五
四
七
～
五
四
八
頁
。
韓
明
基
、
前
掲
書
「
９
장　

병
자
호
란 

이
후 

조
선
의 

대
청

ʻ
순
치

과̓
정
」
五
二
〇
～
五
二
七
頁
。
金
文
植
『
조
선
후
기 

지
식
인
의 

대
외
인
식
』（
새

문
사
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）「
제
１
장　

자
아
인
식
과 

타
자
인
식
」（
初
出
は

『
大
東
文
化
研
究
』
第
三
九
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
三
七
・
五
三
～
五
四

頁
。
李
在
璟
、
前
掲
「
大
清
帝
国
体
制 

내 

조
선
국
왕
의 

법
적 

위
상
」
四
一
一
頁
。

（
159
）『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
三
月
甲
午
（
一
八
日
）
条
。
李
善
娥
、
前
掲
書
「
Ⅳ　

国

家
自
尊
的 

北
伐
大
義
論
」
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
。
金
雨
鎮
、
前
掲
書
「
Ⅱ　

국
내
외 

정

세
와 

위
기
의
식
」
五
〇
頁
。
沈
勝
求
「
조
선
후
기 

무
과
의 

운
영
실
태
와 

기
능
―
萬
科
를 

중
심
으
로
」（『
朝
鮮
時
代
史
学
報
』
二
三
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
一
七
九
～

一
八
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
粛
宗
元
年
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
萬
科
の
初
試
（
一
次
試
験
）
に

は
士
族
・
農
民
・
賤
民
を
問
わ
ず
全
国
で
四
萬
八
千
名
あ
ま
り
が
受
験
し
、
翌
年
三
月
に

漢
城
で
実
施
さ
れ
た
殿
試
（
最
終
試
験
）
で
は
一
萬
七
千
六
百
名
を
越
え
る
及
第
者
を
輩

出
し
た
。

（
160
）「
陳
奏
使
福
昌
君
楨
等
赴
燕
、
上
引
見
、
楨
以
為
、
事
甚
重
大
、
請
齎
白
金
萬
五
千
両

以
去
、
従
之
、（
後
略
）」「
陳
奏
使
福
昌
君
楨
・
権
大
載
・
朴
純
等
自
燕
還
、
命
引
見
、
楨

曰
、（
中
略
）
大
載
曰
、（
中
略
）
至
於
史
冊
事
、
大
有
所
持
難
、
故
使
訳
官
輩
多
方
周
旋
、

而
猶
有
罰
金
之
議
、
其
論
奏
措
語
亦
多
痛
駭
者
、
皇
帝
特
減
罰
金
、
而
使
臣
以
下
犯
禁
者
、

皆
以
赦
前
事
勿
論
矣
」（
順
に
『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
四
月
乙
丑
〔
一
九
日
〕・
九
月

庚
寅
〔
一
六
日
〕
条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
三
三
、
陳
奏
一
、
謝
停
査
勅
箋
〔
丁
巳
〕・

陳
査
審
犯
官
謝
停
遣
査
勅
奏
・
礼
部
知
会
寛
免
罰
銀
咨
。
な
お
、
張
存
武
、
前
掲
書
ｂ
「
三　

朝
鮮
対
清
外
交
機
密
費
之
研
究
」
八
八
～
九
七
頁
に
よ
れ
ば
、
公
用
銀
の
支
出
額
は
数
百

両
か
ら
一
萬
六
千
両
と
い
う
か
ら
、
事
の
重
大
性
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

（
161
）『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
三
三
、
陳
奏
一
、
謝
寛
免
表
。
李
成
珪
、
前
掲
「
明
・
清
史
書

의 

朝
鮮
ʻ
曲
筆
과̓ 

朝
鮮
의
ʻ
弁
誣
」̓
五
四
八
頁
に
、
清
は
「
翌
年
（
一
六
七
七
）、
朝

鮮
の
誠
意
の
な
い
報
告
に
罰
金
銀
五
千
両
の
処
分
を
下
す
一
方
、
回
送
さ
れ
た
『
十
六
朝

記マ
マ

』
を
焼
い
た
と
い
う
」
と
叙
述
す
る
が
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
た
し
か
に
『
通
文

館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
三
年
丁
巳
条
に
は
「
礼
部
回
咨
、
節
該
、
本
部
題
、
史

書
不
許
収
買
禁
律
最
厳
、
拠
奏
、
其
犯
官
姓
名
盡
行
隠
匿
、
相
應
罰
銀
五
千
両
、
十
六
朝

紀
已
到
部
、
焼
毀
」
と
あ
り
、
礼
部
は
「
罰
銀
五
千
両
」
を
科
す
べ
し
と
議
奏
し
た
。
し

か
し
、
回
咨
の
末
尾
に
は
礼
部
が
奉
じ
た
康
熙
帝
の
諭
旨
と
し
て
「
奉
旨
、
従
寛
免
罰
、

前
後
陪
臣
事
在
赦
前
、
俱
免
、
餘
依
議
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
大
な
措
置
に
よ
り
粛
宗
は
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「
罰
銀
五
千
両
」
を
免
れ
て
い
る
。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
三
三
、
陳
奏
一
、
礼
部
知
会
寛

免
罰
銀
咨
の
末
尾
に
も
「
康
熙
十
六
年
七
月
十
六
日
題
、
本
月
二
十
日
奉
旨
、
該
王
従
寛

免
罰
、
餘
依
議
」
と
あ
り
、
す
で
に
矢
木
毅
「
漢
籍
購
入
の
旅
―
朝
鮮
後
期
知
識
人
た
ち

の
中
国
旅
行
記
を
ひ
も
と
く
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
漢
籍
の
遥
か
な
旅
路
―
出
版
・
流
通
・
収
蔵
の
諸
相
』
研
文
出
版
、

二
〇
一
八
年
三
月
）
一
二
二
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
162
）「
御
昼
講
、（
中
略
）
上
将
親
餞
清
使
于
郊
外
、
鑴
諫
曰
、
痘
疫
遍
満
城
中
、
殿
下
何
可

自
軽
乗
危
遠
出
、
上
欲
停
挙
動
、
命
迎
接
都
監
試
言
于
清
使
、
清
使
不
聴
、
都
監
啓
其
状
、

鑴
曰
、
都
監
諸
臣
不
能
反
覆
開
曉
、
期
於
得
請
、
甚
非
人
臣
之
道
也
、
彼
雖
終
始
不
聴
、

決
不
可
出
也
、
上
曰
、
彼
以
清
執
政
索
額
図
之
生
梗
為
慮
云
爾
、
鑴
曰
、
清
人
與
呉
三
桂

相
持
已
累
年
矣
、
天
下
中
分
、
干
戈
搶
攘
、
国
内
虚
耗
、
兵
民
愁
怨
、
我
以
全
盛
之
国
士

卒
精
鋭
、
當
此
之
時
、
声
大
義
率
大
衆
、
乗
虚
直
擣
、
則
乃
彼
国
滅
亡
之
日
也
、
彼
方
懼

我
国
之
生
梗
、
又
安
敢
生
梗
於
我
乎
、
上
又
命
都
監
極
力
周
旋
、
都
監
堂
上
呉
始
寿
請
対

言
、
今
雖
更
請
、
勢
難
動
聴
、
大
臣
亦
以
為
言
之
無
益
、
不
如
不
言
、
上
是
其
言
、
使
勿

復
言
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
一
一
月
壬
午
〔
九
日
〕
条
）。
こ
の
史
料
の
一
部
を
引

用
し
た
韓
㳓
劤
、
前
掲
書
「
第
４
章　

白
湖
尹
鑴
研
究
」
一
八
五
頁
に
よ
れ
ば
、
尹
鑴
は

「
こ
れ
を
機
会
に
北
伐
を
断
行
す
る
よ
う
建
議
し
た
が
、
都
監
堂
上
呉
始
寿
を
は
じ
め
大
臣

ら
の
反
対
に
よ
り
、
粛
宗
も
そ
の
問
題
は
再
論
し
な
い
よ
う
に
し
た
」
と
叙
述
す
る
が
、

誤
解
で
あ
る
。

（
163
）『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
一
一
月
癸
未
（
一
〇
日
）
条
。

（
164
）『
朝
賀
謄
録
』
第
一
、
丁
巳
五
月
初
二
日
・
八
月
初
三
日
・
八
月
一
九
日
条
。
翌
年
に

は
王
大
妃
・
粛
宗
の
誕
日
に
先
立
ち
、
陳
賀
礼
を
「
権
に
停
め
よ
」
と
の
王
命
が
下
り
（
同

書
第
二
、
粛
宗
大
王
四
年
戊
午
五
月
初
六
日
・
八
月
一
三
日
条
）、
一
一
月
七
日
に
大
王
大

妃
の
誕
日
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
礼
曹
が
「
在
前
、
三
名
日
陳
賀
の
時
、
百
官
は
則
ち
例

に
依
り
外
庭
に
於
い
て
行
礼
す
れ
ど
も
、
命
婦
の
朝
賀
に
至
り
て
は
則
ち
権
に
停
め
り
。

今
亦
た
此
れ
に
依
り
挙
行
せ
ん
こ
と
、
敢
え
て
稟
し
あ
ぐ
」
と
上
奏
す
る
と
、「
啓
に
依

れ
」
と
裁
可
を
得
て
い
る
（
同
書
第
二
、
戊
午
一
〇
月
二
四
日
条
）。

（
165
）『
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
三
年
九
月
庚
寅
（
一
六
日
）・
一
〇
月
丙
辰
（
一
二
日
）
条
。『
備

辺
司
謄
録
』
第
三
三
冊
、
粛
宗
三
年
九
月
一
四
日
・
一
〇
月
一
四
日
条
。

（
166
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
一
、
七
年
五
月
甲
戌
（
二
二
日
）
条
。
鄭
亨
芝
「
숙
종
대 

진
휼
정

책
의 

성
격
」（『
역
사
와 

현
실
』
第
二
五
号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
七
年
九
月
）
五
〇
頁
。

（
167
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
二
冊
、
粛
宗
三
年
一
二
月
初
三
日
乙
巳
条
に
「
伴
送
使
書
目
、

勅
行
二
十
九
日
還
為
渡
江
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
使
一
行
が
義
州
よ
り
鴨
緑
江
を
渡
っ

た
の
は
一
一
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
り
、
清
使
は
渡
江
以
前
に
朝
鮮
領
域
内
で
冬
至
を
迎

え
て
い
た
。【
表
１
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
仁
祖
二
四
年
正
月
末
の
聖
節
に
帰
国
途

中
の
清
使
は
平
壌
に
て
平
安
道
観
察
使
・
兵
馬
節
度
使
の
ほ
か
守
令
と
と
も
に
望
闕
礼
を

実
施
し
た
前
例
が
あ
る
。
ま
た
、
孝
宗
二
年
に
は
帰
国
途
中
の
清
使
が
渡
江
前
に
冬
至
を

迎
え
た
場
合
、
清
使
と
と
も
に
望
闕
礼
を
行
う
よ
う
伴
送
使
に
指
示
し
て
い
た
（『
承
政
院

日
記
』
第
一
二
二
冊
、
孝
宗
二
年
一
〇
月
二
九
日
癸
酉
条
。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
孝

宗
代
の
望
闕
礼
に
み
る
朝
清
関
係
」
六
五
頁
）。
し
か
し
、
粛
宗
代
に
清
使
が
地
方
の
客
館

で
名
節
の
望
闕
礼
を
実
施
し
た
と
の
報
告
は
確
認
で
き
な
い
。

（
168
）「
明
日
冬
至
陳
賀
時
、
開
門
差
早
」「
四
殿
、
政
院
・
玉
堂
冬
至
問
安
、
答
曰
、
知
道
」

（
順
に
『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
二
冊
、
粛
宗
三
年
一
一
月
二
六
日
己
亥
・
二
七
日
庚
子

条
）。

（
169
）『
朝
賀
謄
録
』
第
一
、
丁
巳
一
一
月
一
八
日
条
に
は
史
料
Ｊ
に
つ
づ
け
て
「
一
、
丁
巳

十
二
月
十
八
日
曹
啓
目
、
来
戊
午
年
正
朝
節
目
、
與
冬
至
節
目
同
」
と
あ
る
。

（
170
）「
一
、
曹
単
子
、
今
三
月
十
八
日
、
聖
節
望
闕
礼
習
儀
吉
日
、
令
日
官
推
択
、
則
今
月

十
五
日
為
吉
云
、
同
日
早
朝
、
宗
親
及
文
武
百
官
以
黒
団
領
、
議
政
府
良ニ中
行
礼
為セ
ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、

正
日
挙
動
、
則
依
前
例
自
政
院
臨
時
稟
旨
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（『
勅

使
謄
録
』
第
四
、
戊
午
三
月
初
八
日
条
）。

（
171
）『
勅
使
謄
録
』
第
二
、
戊
午
三
月
一
六
日
条
。

（
172
）『
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
四
年
三
月
己
丑
（
一
八
日
）
条
。『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
九
、
詔

勅
録
、
戊
午
、
康
熙
一
七
年
二
月
二
六
日
皇
后
崩
逝
勅
一
道
に
「
牌
文
遣
わ
さ
ず
」
と
あ

る
よ
う
に
、
今
回
の
清
使
出
来
に
つ
い
て
は
公
文
に
よ
る
事
前
の
通
達
が
な
か
っ
た
。
備

辺
司
も
ま
た
「
即
ち
義
州
府
尹
・
平
安
監
司
の
状
啓
に
接
す
れ
ば
、
則
ち
訃
を
伝
う
る
の

勅
使
、
不
意
に
出
来
す
と
。
接
待
等
の
事
、
萬
分
緊
急
な
り
」
と
上
奏
し
た
よ
う
に
、
困

惑
し
て
い
る
（『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月
一
八
日
条
）。
も
っ
と
も
、

『
通
文
館
志
』
巻
四
、
事
大
〔
下
〕、
牌
文
条
に
は
「
使
、
未
だ
京
を
離
れ
ず
ん
ば
、
先
に

牌
文
を
送
り
て
知
会
し
、
或
い
は
板
に
書
し
、
或
い
は
紙
に
書
す
。
若
し
急
遽
な
ら
ば
則

ち
羽
を
挿
し
、
或
い
は
牌
文
無
し
」
と
割
註
を
付
す
。

（
173
）「
一
、
曹
単
子
、
今
此
勅
使
入
京
不
遠
、
迎
勅
習
儀
、
依
前
例
只
行
一
度
、
而
今
三
月

二
十
日
早
朝
、
百
官
以
黒
団
領
、
自
慕
華
館
至
仁
政
殿
行
礼
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」「
一
、

曹
単
子
、
迎
勅
習
儀
、
定
於
今
日
、
而
雨
勢
如
此
、
庭
際
泥
濘
、
勢
難
行
礼
、
退
行
於
二

十
二
日
、
而
依
正
日
例
行
礼
事
、
知
委
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
〔
百
官
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以
黒
団
領
、
自
慕
華
館
至
仁
政
殿
、
変
服
浅
淡
服
行
礼
〕」（
順
に
『
勅
使
謄
録
』
第
四
、

戊
午
三
月
一
八
日
・
二
〇
日
条
）。
習
儀
は
い
っ
た
ん
二
二
日
に
延
期
さ
れ
て
い
た
が
、
実

際
に
は
清
使
入
京
前
日
の
二
一
日
に
行
わ
れ
、
少
な
く
と
も
都
承
旨
鄭
錀
と
右
承
旨
李
元

禄
が
参
席
し
て
い
る
（『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月
二
一
日
壬
辰
条
）。

（
174
）『
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
四
年
二
月
己
巳
（
二
八
日
）・
三
月
甲
申
（
一
三
日
）
条
。『
承

政
院
日
記
』
第
二
六
三
冊
、
粛
宗
四
年
二
月
二
八
日
己
巳
・
三
月
一
三
日
甲
申
条
。
張
永

起
、
前
掲
書
「
제
５
편
제
２
장　

청
（
清
）
사
신
접
견
과 

궁
궐
의 

운
영
」
三
三
六
～
三

三
七
頁
。

（
175
）『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月
一
八
日
・
二
二
日
条
。

（
176
）「
清
使
二
勅
来
、
伝
皇
后
鈕
祜
盧
（
＝
鈕ニ
オ

祜フ

禄ル

）
氏
訃
、
是
日
、
左
議
政
権
大
運
・
都

承
旨
鄭
錀
等
出
迎
清
使
於
弘
済
院
、
以
上
候
違
豫
、
請
停
郊
迎
及
便
殿
接
見
之
礼
、
清
使

只
許
停
郊
迎
一
節
、
清
使
既
至
、
上
接
見
於
熙
政
堂
房
内
、
令
内
侍
扶
掖
而
坐
受
勅
、
挙

哀
慰
訖
、
清
使
請
出
宣
勅
于
仁
政
殿
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
四
年
三
月
癸
巳
〔
二
二
日
〕

条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
六
、
陳
慰
〔
進
香
〕、
戊
午
、
頒
皇
后
崩
逝
勅
〔
一
等
侍
衛

塞
等
来
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
四
年
戊
午
条
。

（
177
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月
二
三
日
甲
午
条
。
こ
の
と
き
許
積
は

「
玉
候
未
だ
寧
ん
ぜ
ざ
る
の
時
、
郊
迎
決
し
て
之
を
為
す
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
便
殿
と
雖
も

接
見
も
亦
た
甚
だ
重
ね
て
難
し
。
故
に
此
の
意
も
て
遠
接
使
に
言
え
り
」
と
発
言
し
、
粛

宗
も
尹
鑴
の
助
言
に
対
し
て
「
酬
應
す
れ
ば
則
ち
熱
上
が
る
の
気
有
り
、
故
に
昨
日

4

4

も
亦

た
接
見
す
る
を
得
ず
」
と
語
っ
て
退
席
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
粛
宗
が
清
使
を
便
殿
に
て

接
見
し
た
の
は
、
弘
済
院
到
着
翌
日
の
二
三
日
で
あ
ろ
う
。

（
178
）「（
右
承
旨
）
丁
昌
燾
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
両
勅
使
求
請
、
鳥
銃
各
五
柄
、
長
剣
各
二

把
、
大
通
官
、
鳥
銃
二
柄
、
長
剣
二
把
、
次
通
官
二
人
、
鳥
銃
各
一
柄
、
長
剣
各
一
把
入

給
、
而
渠
之
所
索
在
於
倭
銃
剣
、
不
願
郷
物
、
故
以
倭
人
防
禁
極
厳
、
銃
剣
之
不
出
已
久
、

旁
求
公
私
無
路
可
得
之
意
、
使
訳
官
極
力
防
塞
、
終
不
弥
縫
、
皆
以
郷
物
無
弊
入
給
、
誠

為
多
幸
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月

二
六
日
丁
酉
条
）。

（
179
）「
巳
時
、
上
御
別
儲
廂
、
入
診
、
薬
房
都
提
調
許
積
・
提
調
金
錫
胄
・
副
提
調
鄭
錀
・

戸
曹
判
書
呉
始
寿
・（
中
略
）
入
侍
、（
中
略
）
始
寿
曰
、
今
番
勅
使
来
時
、
自
上
未
得
郊

迎
、
勅
使
顕
有
怒
気
矣
、
大
通
官
金
巨
軍
為
言
良
久
後
、
怒
気
乃
解
、
故
巨
軍
以
為
己
功
、

而
所
望
甚
高
、
未
知
何
為
、
上
曰
、
先
給
一
千
両
金
後
、
観
勢
為
之
可
也
、
始
寿
曰
、
若

生
梗
後
給
之
、
則
其
数
不
啻
数
倍
、
而
亦
必
有
載
送
之
弊
矣
、
積
曰
、
如
此
之
事
不
可
続

続
変
通
、
先
給
二
千
両
後
、
如
不
得
已
、
則
加
給
数
百
両
、
亦
為
宜
當
、（
後
略
）」（『
承

政
院
日
記
』
第
二
六
四
冊
、
粛
宗
四
年
三
月
二
六
日
丁
酉
条
）。

（
180
）『
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
四
年
三
月
戊
戌
（
二
七
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
二
六
四

冊
、
粛
宗
四
年
三
月
二
七
日
戊
戌
条
。

（
181
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年
二
月
己
亥
（
二
一
日
）・
乙
巳
（
二
七
日
）
条
。『
同

文
彙
考
』
原
編
巻
一
〇
、
進
賀
四
、
辛
酉
、
頒
討
平
呉
世
璠
詔
〔
一
等
侍
衛
羅
等
来
〕。『
通

文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
八
年
壬
戌
条
。

（
182
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年
正
月
乙
卯
（
七
日
）
条
。
李
在
璟
「
三
藩
의 

乱 

전

후
（
一
六
七
四
～
一
六
八
四
） 

조
선
의 

정
보
수
집
과 

정
세
인
식
」（『
韓
国
史
論
』
六
〇
、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
四
年
六
月
）
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
。

（
183
）「
一
、
曹
単
子
、
今
此
出
来
勅
使
時
、
遠
接
使
事
目
、
依
前
例
磨
鍊
開
坐
為セ
ラ
レ
マ
ス
モ
ノ
デ
ア
レ
バ

白
去
乎
、

依
此
挙
行
何
如
、（
中
略
）
一
、
沿
路
各
官
館
舎
、
勿
令
女
人
執
事
為セ

ラ

レ

テ

白
乎
旀
、
館
駅
懸

板
、
天
使
所
製
外
、
悉
令
撤
去
、
壁
柱
所
書
、
亦
令
削
去
為セ

ラ
ル
ベ
シ

白
斉
、（
中
略
）
康
熙
二
十
一

年
正
月
二
十
五
日
、
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
壬
戌
正
月
二
五
日
条
）。

（
184
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
八
冊
、
粛
宗
八
年
二
月
二
二
日
庚
子
・
二
四
日
壬
寅
条
。

（
185
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
八
冊
、
粛
宗
八
年
二
月
二
七
日
乙
巳
条
。

（
186
）「
清
使
護
軍
統
領
杭
・
一（
二
）等
侍
衛
拝
出
来
、
時
上
候
不
寧
、
薬
房
屢
請
勿
為
郊
迎
、
上

不
許
、
力
疾
郊
迎
、
還
宮
受
勅
、
下
教
曰
、
人
主
挙
動
、
台
諫
不
可
不
参
、
今
日
郊
迎
、

諫
院
無
一
人
進
参
、
政
院
亦
不
請
牌
招
、
承
旨
推
考
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年

三
月
乙
卯
〔
七
日
〕
条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
〇
、
進
賀
四
、
辛
酉
、
頒
尊
号
太
皇

太
后
皇
太
后
詔
〔
護
軍
統
領
杭
等
来
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
八
年
壬

戌
条
。
洪
性
鳩
、
前
掲
「
국
립
중
앙
도
서
관 

소
장
「
清
太
宗
詔
諭
」
에 

대
하
여
」
一
九

～
二
一
頁
、
お
よ
び
同
、
前
掲
「
韓
国
所
蔵
清
朝
（
満
文
）
文
書
に
つ
い
て
」
八
六
頁
に

よ
れ
ば
、
国
立
中
央
図
書
館
蔵
の
太
宗
撰
「
清
太
宗
詔
諭
」
一
冊
一
〇
張
の
な
か
に
漢
語

に
よ
る
康
熙
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
付
け
の
「
仁
宣
皇
太
后
尊
号
冊
封
詔
勅
」
一
張
（
印

記
：
皇
帝
之
宝
）
が
現
存
す
る
。「
仁
宣
皇
太
后
」
は
康
熙
帝
祖
母
の
孝
荘
文
皇
后
、
つ
ま

り
「
仁
宣
太4

皇
太
后
」
で
あ
る
。

（
187
）「
一
、
曹
単
子
、
迎
勅
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
諫
院
之
官
皆
有
故
不
得
進
参
云
、
雖

無
諫
院
、
依
前
例
仍
為
行
礼
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
壬
戌
三
月

初
四
日
条
）。

（
188
）「
因
清
頒
詔
、
赦
、
百
官
加
、
宥
徒
流
以
下
」「
憲
府
論
、
昨
日
迎
勅
時
、
諫
院
無
行
公

之
員
、
政
院
矇
然
不
察
、
終
致
諫
官
闕
従
、
請
當
該
承
旨
遞
差
、
正
言
尹
徳
駿
亦
遞
差
、
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従
之
」（
い
ず
れ
も
『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年
三
月
丙
辰
〔
八
日
〕
条
）。
そ
の
日

の
う
ち
に
左
承
旨
朴
純
以
下
、
右
承
旨
宋
昌
・
左
副
承
旨
李
世
翊
・
同
副
承
旨
尹
以
道
の

四
名
は
上
奏
し
て
懲
罰
を
願
い
出
た
た
め
、
翌
日
に
は
都
承
旨
李
師
命
が
引
責
辞
任
を
申

し
出
た
が
、
粛
宗
は
慰
留
し
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
初
八
日

丙
辰
・
初
九
日
丁
巳
条
）。

（
189
）『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
壬
戌
二
月
二
九
日
条
。

（
190
）
そ
の
後
も
粛
宗
一
四
年
正
月
に
太
皇
太
后
の
訃
報
を
も
た
ら
す
清
使
が
入
京
し
た
際

に
、
粛
宗
は
「
今
日
、
仁
政
殿
迎
勅
行
礼
の
時
、
東
班
甚
だ
稀
疏
為
り
て
、
殆
ど
班
行
を

成
さ
ず
。
其
れ
怠
慢
自
便
の
習
い
、
誠
に
甚
だ
駭
然
た
り
」
と
嘆
き
、
無
断
欠
席
者
を
厳

格
に
取
り
調
べ
る
よ
う
王
命
を
下
し
た
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
二
七
冊
、
粛
宗
一
四
年
正

月
一
七
日
辛
卯
条
。

（
191
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
一
一
日
己
未
条
。
こ
の
と
き
迎
接
都

監
は
「
蓋
し
前
に
去
り
し
勅
行
も
亦
た
此
の
請
有
り
、
持
去
の
数
、
合
計
十
四
柄
な
り
」

と
述
べ
て
お
り
、
鳥
銃
計
一
四
挺
の
贈
答
が
一
定
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
192
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
一
三
日
辛
酉
条
。

（
193
）『
清
聖
祖
実
録
』
巻
一
〇
一
、
康
熙
二
一
年
三
月
壬
子
（
四
日
）・
癸
丑
（
五
日
）・
乙

卯
（
七
日
）・
己
未
（
一
一
日
）
条
。
園
田
一
亀
『
清
朝
皇
帝
東
巡
の
研
究
』（
大
和
書
院
、

一
九
四
四
年
一
月
）「
第
二
章
第
二
節　

聖
祖
第
二
次
の
東
巡
」
四
一
～
四
六
頁
。
宋
美
玲

「
清 

康
熙
帝 

東
巡
의 

목
적
과 

의
미
」（『
明
清
史
研
究
』
第
二
四
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇

五
年
一
〇
月
）
二
三
六
～
二
三
九
・
二
四
三
～
二
四
五
頁
。

（
194
）「
是
年
、
帝
謁
祖
陵
、
焞
遣
陪
臣
至
盛
京
迎
覲
、
貢
方
物
」（『
清
史
稿
』
巻
五
二
六
、

列
伝
三
一
三
、
属
国
一
、
朝
鮮
、
康
熙
二
一
年
条
）。
後
日
、
閔
鼎
重
が
帰
国
に
先
立
っ
て

鳳
凰
城
よ
り
「
皇
帝
本
月
初
四
日
、
瀋
陽
に
来
到
す
。
従
行
者
は
幸
姫
三
人
、
侍
妾
百
餘

人
、
親
王
八
人
、
蝦ヒ

ヤ

六
百
人
〔
蝦
即
ち
清
の
官
名
、
我
が
国
の
宣
伝
官
の
如
し
〕、
大
臣
索

額
図
・
明
珠
以
下
、
雑
色
従
官
、
共
に
二
十
餘
萬
な
り
」
と
随
行
者
数
を
誇
張
し
て
報
告

し
た
（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年
三
月
乙
丑
〔
一
七
日
〕
条
）。
こ
の
報
告
は
す
で

に
園
田
一
亀
、
前
掲
書
「
第
二
章
第
二
節　

聖
祖
第
二
次
の
東
巡
」
四
六
～
四
九
頁
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
195
）「
清
使
帰
、
上
邀
見
于
便
殿
、
時
上
候
未
寧
、
不
得
出
御
正
殿
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一

三
上
、
八
年
三
月
癸
亥
〔
一
五
日
〕
条
）。『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三

月
一
五
日
癸
亥
条
。

（
196
）「
一
、
曹
単
子
、
今
三
月
十
八
日
聖
節
望
闕
礼
習
儀
吉
日
、
令
日
官
推
択
、
則
十
四
日

為
吉
云
、
同
日
早
朝
、
宗
親
及
文
武
百
官
以
黒
団
領
、
議
政
府
良ニ中
行
礼
為セ
ラ
レ
マ
ス
ガ

白
乎
矣
、
正

日
挙
動
、
則
依
前
例
自
政
院
臨
時
稟
旨
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第

六
、
壬
戌
二
月
二
九
日
条
）。

（
197
）「
宋
昌
以
迎
接
都
監
言
啓
曰
、
所
謂
密
贈
、
在
前
孝
礼
処
毋
過
千
両
、
尹
孫
処
毋
過
七

百
両
、
而
始
於
庚
申
（
＝
粛
宗
六
年
）
孝
礼
処
加
給
四
百
両
者
、
以
其
不
為
郊
迎
時
有
所

宣
力
故
也
、
今
番
則
別
無
渠
輩
周
旋
之
事
、
故
例
贈
千
両
之
外
不
為
加
給
矣
、
孝
礼
以
前

得
一
千
五
百
両
、
今
不
可
減
数
云
、
上
年
加
給
者
四
百
両
、
而
今
謂
之
五
百
両
、
比
上
年

又
加
一
百
両
、
其
為
溪
壑
之
慾
不
可
充
塞
、
毎
毎
加
給
、
日
後
之
弊
亦
不
可
不
慮
、
使
訳

舌
輩
拠
理
言
説
其
不
可
毎
毎
加
給
之
意
、
而
孝
礼
終
不
受
去
云
、
孝
礼
為
人
、
渠
輩
之
亦

所
賤
悪
者
也
、
其
為
喜
怒
、
元
不
関
重
、
而
站
上
作
弊
、
則
実
難
禁
止
、
故
千
両
之
外
、

添
入
以
二
百
両
、
使
該
吏
齎
去
、
追
給
於
中
路
矣
、
昨
接
伴
送
移
文
、
則
孝
礼
多
般
作
梗

之
状
、
誠
極
痛
駭
、
而
不
可
以
人
理
責
於
此
輩
、
問
議
於
大
臣
、
又
送
三
百
両
、
以
准
一

千
五
百
両
之
数
、
昨
日
定
送
一
吏
、
騎
撥
馳
去
、
今
早
可
及
於
松
都
矣
、
昨
日
欲
以
此
意

啓
達
、
而
如
此
等
事
不
必
煩
啓
、
以
竢
登
対
陳
達
、
大
臣
之
意
亦
如
此
、
故
不
為
草
記
矣
、

（
中
略
）
伝
曰
、
知
道
」（『
承
政
院
日
記
』
第
二
八
九
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
一
七
日
乙
丑

条
）。

（
198
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
二
、
七
年
九
月
壬
子
（
三
日
）
条
。

（
199
）「
謝
恩
使
昌
城
君
佖
等
還
到
鳳
凰
城
馳
啓
、
清
人
以
本
国
表
箋
中
、
称
謝
之
謝
字
、
一

処
連
書
、
一
処
特
書
、
故
大
加
詰
責
、
且
以
礼
部
咨
文
中
、
原
旨
則
従
寛
免
罰
、
而
表
文

中
述
旨
、
則
減
罰
金マ

マ

一
萬
両
云
、
故
以
為
述
旨
與
原
旨
不
符
、
令
使
臣
供
称
、
百
端
操
縦
、

以
将
有
査
勅
索
賂
、
五
千
堇
得
防
塞
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
上
、
八
年
正
月

乙
卯
〔
七
日
〕
条
）。『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
四
一
、
飭
諭
、
辛
酉
、
礼
部
査
議
謝
寛
免
表

内
述
旨
不
符
原
旨
咨
〔
互
犯
越
〕・
陳
述
旨
不
符
原
旨
事
情
奏
〔
互
陳
奏
、
使
瀛
昌
君
沈
〕・

礼
部
知
会
奏
文
違
式
罰
銀
咨
・
謝
述
旨
違
式
罰
銀
表
〔
製
沈
攸
、
使
金
錫
冑
〕・
謝
述
旨
違

式
罰
銀
箋
〔
製
呉
道
一
〕・
進
罰
銀
咨
・
礼
部
査
受
罰
銀
及
謝
罰
銀
方
物
咨
。『
通
文
館
志
』

巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
七
年
辛
酉
・
八
年
壬
戌
条
。
張
存
武
、
前
掲
書
ｂ
「
三　

朝
鮮

対
清
外
交
機
密
費
之
研
究
」
一
二
二
頁
。
夫
馬
進
、
前
掲
書
「
第
Ⅰ
部
第
二
章　

明
清
中

国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
「
礼
」
と
「
問
罪
」」
七
〇
～
七
一
頁
。
김
창
수
、
前
掲
「
17

～
18
세
기 
조
선 

사
신
의 

외
교
활
동
과 

조
선
・
청 

관
계 

구
조
」
八
八
～
八
九
頁
。
李
在

璟
、
前
掲
「
大
清
帝
国
体
制 

내 

조
선
국
왕
의 

법
적 

위
상
」
四
一
二
頁
。

（
200
）「
瀛
昌
君
沈
等
帰
自
清
国
、
上
召
見
、
問
彼
国
事
情
、
副
使
尹
以
済
曰
、（
中
略
）
上

曰
、
凶
荒
如
此
、
貪
饕
成
風
、
賄
賂
公
行
、
摘
抉
文
書
、
唯
以
罰
金
為
事
、
誠
可
慮
也
、
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以
済
曰
、
曾
前
為
礼
部
尚
書
者
、
凡
於
我
国
事
頗
為
容
護
、
近
者
額
星
格
為
尚マ

マ書
、
為
人

甚
苛
察
、
李
一
善
以
為
、
星
格
若
久
在
礼
部
、
則
此
後
生
事
可
慮
云
矣
」（『
粛
宗
実
録
』

巻
一
三
下
、
八
年
一
一
月
己
酉
〔
六
日
〕
条
）。
こ
の
復
命
報
告
に
つ
い
て
は
沈
載
権
「
朝

鮮
의 
対
明
清
文
書
로 

인
한 

葛
藤
事
例 

分
析
」（『
古
文
書
研
究
』
第
三
四
号
、
城
南
、
二

〇
〇
九
年
二
月
）
八
六
～
八
七
頁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
夫
馬
進
、
前
掲
書
「
第

Ⅰ
部
第
二
章　

明
清
中
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
「
礼
」
と
「
問
罪
」」
七
五
頁
に
も
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
額
星
格
は
当
時
、
礼
部
尚
書
で
は
な
く
礼
部
左
侍
郎
で
あ
り
、
の
ち

康
熙
二
六
年
（
粛
宗
一
三
）
に
罷
免
と
な
る
（『
清
聖
祖
実
録
』
巻
五
八
、
康
熙
一
四
年
一

一
月
癸
巳
〔
九
日
〕
条
。
同
書
巻
一
三
一
、
康
熙
二
六
年
一
一
月
甲
辰
〔
二
九
日
〕
条
）。

（
201
）「
洪
萬
鍾
啓
曰
、
明
日
望
闕
礼
習
儀
相
値
視
事
、
頉
稟
、
伝
曰
、
知
道
」「（
李
選
）
又

啓
曰
、
小
臣
以
冬
至
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
敢
此
下
直
、
伝
曰
、
知
道
」（
順
に
『
承
政
院
日

記
』
第
三
一
九
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
初
四
日
甲
申
・
初
五
日
乙
酉
条
）。
な
お
、
金
鍾

塤
『
韓
国
固
有
漢
字
研
究
』（
集
文
堂
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
三
年
六
月
）「
四　

吏
読
表
記

와 

固
有
漢
字
」
一
六
六
～
一
六
七
頁
に
よ
れ
ば
、「
視
事
頉
稟
」
の
「
頉
（
탈
）」
は
朝
鮮

国
字
で
、「
有
故
」
つ
ま
り
特
別
な
事
情
が
あ
る
の
意
で
あ
る
。

（
202
）「
宗
廟
五
享
大
祭
前
一
日
及
正
日
、（
中
略
）
停
朝
市
日
、（
中
略
）
迎
勅
、
拝
表
、
方

物
封
祼
、
望
闕
礼
習
儀
、
陳
賀
、（
中
略
）
視
事
頉
稟
〔
康
熙
壬
寅
、
承
伝
〕」（『
受
教
輯

録
』
巻
三
、
礼
典
、
雑
令
条
）。
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
顕
宗
代
の
朝
清
関
係
と
望
闕

礼
」
七
頁
。

（
203
）「
一
、
曹
単
子
、
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
諫
院
多
官
皆
有
故
不
得
進
参

云
、
雖
無
諫
官
、
仍
為
行
礼
、
已
有
前
例
、
今
亦
依
此
挙
行
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行

為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
丙
寅
一
一
月
初
五
日
条
）。
そ
の
後
も
た
と
え
ば
粛

宗
二
五
年
聖
節
に
際
し
て
は
「
大
司
諫
未
だ
差
わ
さ
ず
、
司
諫
李
徴
亀
・
正
言
李
坦
俱
に

外
に
在
り
、
献
納
崔
重
泰
・
正
言
権
尚
游
は
庭
試
武
科
の
初
試
一
二
所
の
監
試
官
も
て
進

去
す
れ
ば
、
習
儀
の
時
、
他
に
進
参
の
員
無
し
」
と
の
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、「
諫
官
無
し

と
雖
も
、
仍
り
て
行
礼
を
為
す
は
、
已
に
前
例
有
り
」
と
判
断
し
て
習
儀
が
実
施
さ
れ
た

（
同
書
第
七
、
己
卯
三
月
一
六
日
条
）。

（
204
）「
一
、
曹
啓
曰
、
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
不
但
憲
府
無
行
公
之
員
、
至

於
監
察
十
三
員
内
、
四
員
差
祭
、
二
員
病
親
受
由
、
一
員
身
病
、
一
員
差
祭
未
粛
拝
、
五

員
未
署
経
、
亦
無
代
班
之
員
、
自
前
諫
院
雖
或
未
参
、
憲
府
多
官
並
皆
有
故
、
未
有
如
此

之
時
、
事
甚
未
安
、
令
政
院
稟
処
何
如
、
伝
曰
、
允
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
丙
寅
一
一

月
初
五
日
条
）。
こ
の
礼
曹
の
上
奏
は
「
已
上
礼
曹
謄
録
」
に
よ
る
と
し
て
、『
承
政
院
日

記
』
第
三
一
九
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
初
五
日
乙
酉
条
に
謄
写
さ
れ
て
い
る
。

（
205
）「
一
、
政
院
啓
辞
、
礼
曹
啓
辞
、
云
云
事
、
允
下
矣
、
監
察
十
三
員
内
、
或
差
祭
、
或

病
親
受
由
、
或
未
署
経
、
皆
有
公
頉
、
無
故
之
員
只
當
李
相
頊
一
人
、
而
以
身
病
不
得
進

参
云
、
疾
病
軽
重
、
雖
未
知
其
如
何
、
而
此
外
無
他
推
移
之
員
、
分
付
本
府
、
使
之
力
疾
、

即
為
進
参
之
意
、
敢
啓
、
伝
曰
、
知
道
、（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
丙
寅
一
一
月
初
五
日
条
）。

こ
の
承
政
院
の
上
奏
も
「
以
上
礼
曹
謄
録
」
に
よ
る
と
し
て
、『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
九

冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
初
五
日
乙
酉
条
に
謄
写
さ
れ
て
お
り
、
冒
頭
の
「
礼
曹
啓
辞
、

云
云
事
、
允
下
矣
」
は
本
来
、「
礼
曹
啓
辞
、
冬
至
望
闕
礼
習
儀
時
、
監
察
無
代
班
之
員
、

令
政
院
稟
処
事
、
允
下
矣
」
で
あ
る
。

（
206
）「［
数
字
缺
］
啓
曰
、
明
日
冬
至
、
望
闕
礼
習
儀
進
去
、
下
直
、
伝
曰
、
知
道
」（『
承
政

院
日
記
』
第
三
一
九
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
初
六
日
丙
戌
条
）。

（
207
）「
冬
至
及
大
王
大
妃
殿
誕
日
、
大
王
大
妃
殿
・
大
殿
・
中
宮
殿
、
政
院
・
玉
堂
・
二
品

以
上
・
六
曹
問
安
、
答
曰
、
知
道
」「
右
議
政
李
端
夏
箚
子
、
大
概
病
勢
益
痼
、
今
日
朝
賀

両
礼
不
得
趨
参
、
乞
罷
臣
職
、
以
粛
朝
綱
、
仍
敷
陳
所
懐
、
以
備
裁
直
事
、
入
啓
、
答
曰
、

省
箚
具
悉
、
卿
懇
有
疾
未
参
、
別
無
所
傷
、（
中
略
）
卿
其
安
心
勿
辞
焉
、
仍
伝
曰
、
遣
史

官
伝
諭
」（
い
ず
れ
も
『
承
政
院
日
記
』
第
三
一
九
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
初
七
日
丁
亥

条
）。

（
208
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
七
、
一
二
年
五
月
戊
申
（
二
五
日
）
条
。
当
時
の
儀
註
は
、
の
ち

王
命
に
よ
り
英
祖
二
〇
年
（
一
七
四
四
）
に
『
国
朝
五
礼
儀
』
を
修
正
・
補
完
し
て
編
纂

さ
れ
た
『
国
朝
続
五
礼
儀
』
巻
二
、
嘉
礼
、
大
王
大
妃
上
尊
号
冊
宝
儀
条
の
末
尾
に
「
旧

儀
不
伝
、
粛
宗
朝
始
有
儀
節
、
今
上
丙
午
遵
行
」
と
割
註
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
、
英
祖
二

年
丙
午
に
粛
宗
第
二
継
妃
金
氏
が
大
王
大
妃
に
昇
格
す
る
際
の
典
礼
と
な
る
。
林
恵
蓮

「『
国
朝
続
五
礼
儀
』「
嘉
礼
」
구
성
과 

국
왕 

위
상
」（『
史
林
』
第
六
八
号
、
ソ
ウ
ル
、
二

〇
一
九
年
四
月
）
一
五
三
～
一
五
四
頁
。
尹
晶
「
숙
종
・
영
조
대 

大
王
大
妃 

上
尊
号
儀

의 

시
행
과 

의
의
」（『
朝
鮮
時
代
史
学
報
』
九
四
、
水
原
、
二
〇
二
〇
年
九
月
）
二
四
七

～
二
五
三
頁
。

（
209
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
五
下
、
一
〇
年
一
二
月
癸
卯
（
一
二
日
）・
庚
戌
（
一
九
日
）
条
。

『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
一
〇
年
甲
子
条
。
岸
本
美
緒
『
地
域
社
会
論
再
考

―
明
清
史
論
集
２
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
六
月
）「
清
朝
皇
帝
の
江
南
巡
幸
」（
初

出
は
『
史
友
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
二
六
六
～
二
六
八
頁
に
よ
れ
ば
、
康
熙

帝
は
大
臣
ら
の
上
奏
に
よ
り
こ
の
年
一
〇
月
に
ま
ず
山
東
省
の
泰
山
に
登
っ
て
東
岳
廟
を

祀
り
、
以
後
六
〇
日
間
、
蘇
州
・
南
京
・
曲
阜
な
ど
各
地
を
巡
幸
し
て
民
情
を
視
察
し
て
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い
る
。

（
210
）「
薬
房
入
侍
、
都
提
調
金
寿
興
白
上
曰
、
客
使
将
還
、
例
有
通
官
等
密
贈
4

4

之
事
、
而
今

番
金
大
憲
〔
即
大
通
官
〕
頗
有
宣
力
之
事
、
渠
亦
不
無
自
功
之
意
云
、
壬
戌
年
（
＝
粛
宗

八
年
）
則
雖
不
除
郊
迎
、
而
大
憲
処
尚
給
一
千
五
百
金
、
今
則
似
當
加
給
、
上
命
加
給
一

百
両
、
後
又
因
寿
興
言
復
加
百
金
、
蓋
準
壬
戌
年
密
贈
大
通
官
金
巨
軍
之
数
也
、
史
臣
曰
、

我
国
之
民
窮
財
竭
、
未
有
甚
於
近
歳
、
而
又
捐
蕩
竭
之
財
、
以
充
谿
壑
之
慾
、
是
真
六
国

之
割
地
以
事
秦
、
地
有
盡
而
秦
之
求
無
已
者
也
、
可
勝
痛
哉
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
五
下
、

一
〇
年
一
二
月
戊
申
〔
一
七
日
〕
条
）。
翌
日
に
は
清
使
一
行
に
計
一
六
挺
の
鳥
銃
が
贈
ら

れ
、
金
大
憲
も
三
挺
を
得
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
三
〇
六
冊
、
粛
宗
一
〇
年
一
二
月
一
八

日
己
酉
条
）。

（
211
）『
承
政
院
日
記
』
第
三
〇
六
冊
、
粛
宗
一
〇
年
一
二
月
二
九
日
庚
申
条
。
同
書
第
三
〇

七
冊
、
粛
宗
一
一
年
正
月
初
一
日
辛
酉
条
。

（
212
）
史
料
Ｏ
は
『
粛
宗
実
録
』
巻
四
七
、
三
五
年
三
月
乙
酉
（
一
四
日
）
条
で
は
「
諫
院

論
、
望
闕
礼
肄
儀
、
一
依
親
臨
挙
動
例
為
之
、
而
西
班
二
品
以
上
只
二
員
、
東
班
無
一
人

来
参
者
、
事
体
未
安
、
請
無
故
不
参
人
並
従
重
推
考
、（
中
略
）
上
並
従
之
」
と
や
や
簡
略

化
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
は
「
望
闕
礼
の
肄
儀
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

（
213
）『
粛
宗
実
録
』
巻
四
七
、
三
五
年
三
月
丁
丑
（
六
日
）
条
。『
議
政
府
謄
録
』
己
丑
三
月

初
六
日
条
。『
景
宗
春
宮
日
記
』
己
丑
三
月
初
六
日
丁
丑
条
。

（
214
）『
承
政
院
日
記
』
第
四
四
七
冊
、
粛
宗
三
五
年
四
月
一
三
日
甲
寅
条
。『
粛
宗
実
録
』
巻

四
七
、
三
五
年
四
月
丁
巳
（
一
六
日
）
条
。『
勅
使
謄
録
』
第
七
、
己
丑
四
月
一
六
日
条
。

『
同
文
彙
考
』
原
編
巻
一
一
、
進
賀
五
、
頒
皇
太
子
復
位
詔
〔
頭
等
侍
衛
敖
岱
等
来
、
己

丑
〕。『
通
文
館
志
』
巻
九
、
紀
年
、
粛
宗
大
王
三
五
年
己
丑
条
。

（
215
）「
上
出
西
郊
、
迎
虜
使
、
引
見
遠
接
使
姜
鋧
於
幕
次
、
問
上
・
副
勅
人
物
、
鋧
対
曰
、

上
勅
即
胡
武
、
而
為
人
稍
沈
晦
、
副
勅
年
羹
堯
即
内
閣
学
士
、
以
文
見
用
云
、
而
見
其
詩

句
、
僅
知
押
韻
而
已
、
人
物
敏
而
頗
苛
、
有
一
人
随
来
、
蹤
迹
殊
常
、
試
令
物
色
、
則
應

天
府
人
殳
敏
也
、
為
観
東
方
山
川
、
以
家
丁
名
数
出
来
、
而
為
人
倨
傲
、
副
勅
以
丈
人
行

待
之
云
矣
」（『
粛
宗
実
録
』
巻
四
七
、
三
五
年
五
月
辛
巳
〔
一
一
日
〕
条
）。
文
人
画
家
の

殳
敏
（
字
は
捷
公
、
号
は
霽
峰
）
に
関
し
て
は
洪
世
泰
『
柳
下
集
』（『
標
点
影
印 

韓
国
文

集
叢
刊
』
一
六
七
、
景
仁
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
五
年
一
二
月
、
所
収
）
巻
九
、
文
、

殳
敏
画
帖
序
に
注
目
し
た
陳
準
鉉
「
인
조
・
숙
종 

연
간
의 

対
중
국 

絵
画
교
섭
」（『
講
座 

美
術
史
』
一
二
号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
九
年
三
月
）
一
七
三
頁
、
参
照
。

（
216
）「
還
御
仁
政
殿
、
受
胡
勅
、
仍
接
見
虜
使
、
殳
敏
者
稍
解
医
理
、
有
識
朝
士
皆
遣
子
問

薬
、
人
皆
慕
効
、
不
知
羞
恥
、
時
去
丙
丁
已
遠
、
尊
周
之
義
寖
晦
、
虜
使
入
城
之
日
、
士

夫
女
子
多
占
路
傍
家
舎
、
競
為
観
光
、
且
副
勅
稍
能
書
、
故
士
夫
因
訳
舌
輩
、
求
其
筆
蹟

者
又
多
、
識
者
駭
歎
、（
後
略
）」（『
粛
宗
実
録
』
巻
四
七
、
三
五
年
五
月
辛
巳
〔
一
一
日
〕

条
）。

（
217
）『
承
政
院
日
記
』
第
四
四
八
冊
、
粛
宗
三
五
年
五
月
一
二
日
壬
午
条
。

（
218
）「（
迎
接
都
監
）
又
啓
曰
、
今
此
密
贈
地
銀
、
両
大
通
官
各
給
一
千
両
、
両
次
通
官
各
給

二
百
両
事
、
榻
前
定
奪
、
分
付
訳
輩
、
使
之
依
此
挙
行
矣
、
訳
輩
来
言
、
両
大
通
官
依
其

数
無
弊
入
給
、
而
一
次
通
官
文
以
善
、
曾
前
以
次
通
官
出
来
、
密
贈
三
百
両
持
去
者
、
故

依
前
徴
索
、
不
為
順
受
、
二
次
通
官
柳
汝
土
、
則
試
以
一
百
両
給
之
、
而
無
辞
受
之
、
故

以
其
一
百
添
給
於
以
善
、
其
所
入
給
、
多
少
不
均
、
與
定
奪
之
数
有
異
矣
、
敢
啓
、
伝
曰
、

知
道
〔
以
上
迎
接
都
監
謄
録
〕」（『
承
政
院
日
記
』
第
四
四
八
冊
、
粛
宗
三
五
年
五
月
一
八

日
戊
子
条
）。

（
219
）
金
昌
業
『
老
稼
斎
燕
行
日
記
』（
民
族
文
化
推
進
会
編
『
연
행
록
선
집
』
Ⅳ
、
民
族
文

化
文
庫
刊
行
会
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
六
年
三
月
重
版
、
所
収
。
底
本
は
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎

章
閣
蔵
本
）
巻
四
、
癸
巳
正
月
二
五
日
癸
卯
条
。
藤
本
幸
夫
「
清
朝
朝
鮮
通
事
小
攷
」（
高

田
時
雄
編
『
中
国
語
史
の
資
料
と
方
法
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
四
年
三

月
）
二
八
五
頁
。

（
220
）「
一
、
曹
単
子
、
今
十
一
月
二
十
九
日
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
當
為
磨
錬
、
而
即
今
事
勢

與
常
時
有
異
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、

戊
辰
一
一
月
一
六
日
条
）。「
一
、
曹
単
子
、
今
十
一
月
二
十
三
日
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
當

為
磨
錬
、
而
即
今
事
勢
與
常
時
有
異
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
為セ
ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」

（
同
書
第
七
、
辛
巳
一
一
月
初
二
日
条
）。

（
221
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
九
、
一
四
年
八
月
丙
寅
（
二
六
日
）
条
。
同
書
巻
三
五
中
、
二
七

年
八
月
己
巳
（
一
四
日
）
条
。『
璿
源
系
譜
紀
略
』
璿
源
世
系
、
仁
祖
継
妃
・
粛
宗
継
妃
。

（
222
）『
粛
宗
実
録
』
巻
三
五
中
、
二
七
年
一
〇
月
辛
酉
（
八
日
）
条
。
淑
嬪
崔
氏
の
密
告
に

端
を
発
す
る
禧
嬪
張
氏
の
賜
死
に
つ
い
て
は
、
李
迎
春
『
朝
鮮
後
期
王
位
継
承
研
究
』（
集

文
堂
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
八
年
八
月
）「
Ⅵ　

粛
宗
代
의 

建
儲
와 

換
局
」
二
九
一
～
二
九

二
頁
、
李
熙
煥
、
前
掲
書
「
제
４
장　

숙
종
대 

환
국
과 

당
쟁
」
二
九
一
～
二
九
四
頁
、
李

相
植
「
숙
종 

중
기
의 

왕
세
자 

보
호
론
」（
李
根
浩
・
李
相
植
・
尹
晶
・
金
徳
秀
・
鄭
恩

主
・
金
泰
勲
『
숙
종
대 

정
국 

운
영
과 

대
외
관
계
』
韓
国
学
中
央
研
究
院
出
版
部
、
城
南
、

二
〇
二
一
年
一
一
月
）
六
七
頁
、
参
照
。

（
223
）
粛
宗
の
死
後
、
景
宗
元
年
（
一
七
二
一
）
正
朝
の
場
合
も
『
勅
使
謄
録
』
第
八
、
庚
子
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一
二
月
一
二
日
条
に
「
一
、
曹
単
子
、
来
辛
丑
年
正
朝
望
闕
礼
習
儀
、
當
為
磨
錬
、
而
即

今
事
勢
與
常
時
有
異
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」
と
あ
り
、
ほ
ぼ
定
型
化
さ
れ

た
上
奏
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
224
）
二
〇
歳
の
粛
宗
妃
が
一
〇
月
二
六
日
夜
に
慶
徳
宮
会
祥
殿
（
大
内
の
正
殿
）
に
て
死
去

す
る
と
、
習
儀
の
吉
日
と
し
て
択
ば
れ
て
い
た
二
八
日
に
小
斂
の
儀
、
三
〇
日
に
は
大
斂

の
儀
が
執
り
行
わ
れ
、
一
一
月
一
日
冬
至
に
大
王
大
妃
は
慶
徳
宮
に
て
成
服
し
た
。
昌
慶

宮
に
住
ま
う
粛
宗
も
翌
二
日
に
は
群
臣
と
と
も
に
喪
服
を
着
用
し
、「
十
三
日
易
月
之
制
」

に
よ
り
一
一
月
一
二
日
に
一
三
カ
月
の
喪
を
解
い
た
。『
勅
使
謄
録
』
第
四
、
庚
辰
一
〇
月

初
九
日
条
。『
粛
宗
実
録
』
巻
一
〇
、
六
年
一
〇
月
辛
亥
（
二
六
日
）・
癸
丑
（
二
八
日
）・

乙
卯
（
三
〇
日
）・
一
一
月
朔
丙
辰
・
丁
巳
（
二
日
）・
己
巳
（
一
四
日
）
条
。『
璿
源
系
譜

紀
略
』
璿
源
世
系
、
粛
宗
妃
。

（
225
）「
礼
曹
、
右
議
政
閔
鎮
長
當
日
卒
逝
云
、
自
今
日
十
八
日
至
、
停
朝
市
、
啓
依
允
、（
後

略
）」（『
承
政
院
日
記
』
第
三
九
〇
冊
、
粛
宗
二
六
年
三
月
一
六
日
己
酉
条
）。「
一
、
曹
単

子
、
聖
節
望
闕
礼
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
停
朝
市
相
値
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、
啓
依
所
啓

施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
七
、
庚
辰
三
月
一
四（

六
）日

条
）。

（
226
）
前
掲
、『
受
教
輯
録
』
巻
三
、
礼
典
、
雑
令
条
。

（
227
）「
楽
善
君
潚
卒
、
上
御
熙
政
堂
挙
哀
、
賻
賵
以
礼
、
遣
承
旨
致
弔
、
諡
靖
憲
」（『
粛
宗

実
録
』
巻
二
八
、
二
一
年
三
月
乙
亥
〔
一
四
日
〕
条
）。「
一
、
曹
啓
曰
、
聖
節
望
闕
礼
習

儀
、
以
今
月
十
五
日
推
択
啓
下
矣
、
停
朝
市
相
値
、
十
七
日
退
行
何
如
、
伝
曰
、
允
」（『
勅

使
謄
録
』
第
七
、
乙
亥
三
月
一
四
日
条
）。

（
228
）『
勅
使
謄
録
』
第
七
、
乙
亥
三
月
一
七
日
条
。

（
229
）『
粛
宗
実
録
』
巻
二
八
、
二
一
年
三
月
己
卯
（
一
八
日
）
条
に
は
「
朝
講
に
御
し
、
又

た
昼
講
に
御
す
」
と
あ
り
、
聖
節
当
日
は
粛
宗
が
経
筵
に
出
御
し
た
こ
と
を
伝
え
る
に
す

ぎ
な
い
。

（
230
）「
一
、
今
十
月
二
十
七
日
冬
至
望
闕
礼
習
儀
、
以
上
患
痘
疫
、
稟
于
大
臣
停
止
」（『
勅

使
謄
録
』
第
六
、
癸
亥
一
〇
月
初
九
日
条
）。
고
대
원
・
김
동
율
・
김
태
우
・
차
웅
석
「
숙

종
의 

痘
瘡
에 

관
한 『
承
政
院
日
記
』
의 

医
案 

연
구
」（『
韓
国
医
史
学
会
誌
』
第
二
五
巻

一
号
、
ソ
ウ
ル
、
韓
国
医
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
五
月
）
四
五
～
四
七
頁
に
よ
れ
ば
、
一

〇
月
中
旬
に
都
城
内
で
痘
瘡
が
流
行
し
、
罹
患
し
た
粛
宗
も
一
一
月
下
旬
に
は
回
復
し
た
。

（
231
）「
一
、
曹
単
子
、
正
朝
望
闕
礼
習
儀
、
當
行
於
今
日
、
而
雨
雪
未
已
、
庭
湿
泥
濘
、
勢

難
行
礼
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、
啓
依
所
啓
施
行
」（『
勅
使
謄
録
』
第
六
、
丙
寅
一
二
月
二
五

日
条
）。「
一
、
曹
単
子
、
政
院
啓
辞
、
聖
節
望
闕
礼
習
儀
、
即
當
設
行
、
而
風
雨
如
此
、

令
該
曹
稟
処
事
啓
下
矣
、
即
今
雨
勢
如
此
、
庭
際
泥
濘
、
勢
難
行
礼
、
節今

ノ
ミ哛

権
停
何
如
、

啓
依
所
啓
施
行
為セ

ヨ
ト
仰
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

良
如
教
」（
同
書
第
七
、
癸
酉
三
月
一
五
日
条
）。

（
232
）『
承
政
院
日
記
』
第
二
九
六
冊
、
粛
宗
八
年
一
二
月
二
八
日
辛
丑
条
。
凶
作
に
よ
り
税

収
も
悪
化
す
る
な
か
、
こ
の
日
は
宮
中
備
蓄
の
胡
椒
百
斗
の
ほ
か
蘇
芳
千
斤
、
砒
霜
三
百

斤
、
虎
皮
一
〇
張
を
特
別
に
放
出
し
て
賑
救
の
費
用
に
充
て
る
よ
う
、
王
命
が
下
っ
た

（『
粛
宗
実
録
』
巻
一
三
下
、
八
年
一
二
月
辛
丑
〔
二
八
日
〕
条
）。

（
233
）『
粛
宗
実
録
』
巻
一
四
上
、
九
年
正
月
朔
癸
卯
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
二
九
七
冊
、
粛

宗
九
年
正
月
初
三
日
乙
巳
条
。

（
234
）『
粛
宗
実
録
』
巻
二
四
、
一
八
年
正
月
朔
辛
亥
条
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
四
七
冊
、
粛

宗
一
八
年
正
月
初
一
日
辛
亥
条
。『
景
宗
春
宮
日
記
』
壬
申
正
月
初
一
日
辛
亥
条
。『
国
朝

五
礼
儀
』
巻
四
、
軍
礼
、
救
日
食
儀
条
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
近
侍
と
と
も
に
勤
政
殿
に
お

い
て
、
百
官
と
地
方
官
も
そ
れ
ぞ
れ
の
官
衙
に
お
い
て
日
食
・
月
食
を
払
う
救
蝕
の
儀
を

執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
235
）『
粛
宗
実
録
』
巻
三
八
下
、
二
九
年
一
一
月
丙
辰
（
一
五
日
）
条
。『
承
政
院
日
記
』
第

四
一
五
冊
、
粛
宗
二
九
年
一
一
月
一
五
日
丙
辰
・
一
六
日
丁
巳
条
。『
議
政
府
謄
録
』
癸
未

一
一
月
一
六
日
条
。

（
236
）
桑
野
栄
治
、
前
掲
「
朝
鮮
成
宗
代
の
儀
礼
と
外
交
」
九
五
～
一
〇
〇
頁
。

（
237
）『
続
大
典
』
巻
三
、
礼
典
、
雑
令
条
。
英
祖
一
九
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
補
受
教
輯
録
』

巻
三
、
礼
典
、
雑
令
条
に
ほ
ぼ
同
様
の
受
教
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
「
康
熙
二
十
七
年
就

議
大
臣
、
両
司
署
経
、
出
依
牒
、
庚
午
正
月
二
十
日
啓
下
、
頒
布
各
司
」
と
割
註
を
付
す

よ
う
に
、
粛
宗
一
六
年
庚
午
正
月
に
は
各
官
庁
に
通
達
さ
れ
て
い
た
。


